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労
働
安
全
衛
生
法
に
基
づ
く
定
期
健
康
診
断

対
象
者

常
時
使
用
す
る
労
働
者

注
）
特
定
業
務
従
事
者
の
健
康
診
断
（
安
衛
則
第
４
５
条
）
に
お
い
て
は
、

労
働
安
全
衛
生
規
則
第
１
３
条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
業
務
に
常
時

従
事
す
る
労
働
者
※

健
康
診
断
項
目

①
既
往
歴
及
び
業
務
歴
の
調
査

②
自
覚
症
状
及
び
他
覚
症
状
の
有
無
の
検
査

③
身
長
、
体
重
、
腹
囲
、
視
力
及
び
聴
力
の
検
査

④
胸
部
エ
ッ
ク
ス
線
検
査
及
び
喀
痰
検
査

⑤
血
圧
の
測
定

⑥
貧
血
検
査
（
血
色
素
量
、
赤
血
球
数
）

⑦
肝
機
能
検
査
（
G
O
T
、
G
P
T
、
γ
－
G
T
P
）

⑧
血
中
脂
質
検
査
（
L
D
L
・
H
D
L
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
、
T
G
）

⑨
血
糖
検
査

⑩
尿
検
査
（
尿
中
の
糖
及
び
蛋
白
の
有
無
の
検
査
）

⑪
心
電
図
検
査

注
）
④
に
つ
い
て
、
雇
入
れ
時
健
康
診
断
に
お
い
て
は
、
胸
部
エ
ッ

ク
ス
線
検
査
の
み
と
な
っ
て
い
る
。

※
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
１
３
条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
業
務

イ
多
量
の
高
熱
物
体
を
取
り
扱
う
業
務
及
び
著
し
く
暑
熱
な
場
所
に
お
け
る
業
務

ロ
多
量
の
低
温
物
体
を
取
り
扱
う
業
務
及
び
著
し
く
寒
冷
な
場
所
に
お
け
る
業
務

ハ
ラ
ジ
ウ
ム
放
射

線
、
エ
ッ
ク
ス
線
そ
の
他
の
有
害
放
射
線
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務

二
土
石
、
獣
毛
等
の
じ
ん
あ
い
又
は
粉
末
を
著
し
く
飛
散
す
る
場
所
に
お
け
る
業
務

ホ
異
常
気
圧
下
に
お
け
る
業
務

へ
さ
く
岩
機
、
鋲
打
機
等
の
使
用
に
よ
っ
て
、
身
体
に
著
し
い
振
動
を
与
え
る
業
務

ト
重
量
物
の
取
扱
い
等
重
激
な
業
務

チ
ボ
イ
ラ
ー
製
造
等
強
烈
な
騒
音
を
発
す
る
場
所
に
お
け
る

業
務

リ
坑
内
に
お
け
る
業
務

ヌ
深
夜
業
を
含
む
業
務

ル
水
銀
、
砒
素
、
黄
り
ん
、
弗
化
水
素
酸
、
塩
酸
、
硝
酸
、
硫
酸
、
青
酸
、
か
性
ア
ル
カ
リ
、
石
炭
酸
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る

有
害
物
を
取
り
扱
う
業
務

ヲ
鉛
、
水
銀
、
ク
ロ
ム
、
砒
素
、
黄
り
ん
、
弗
化
水
素
、
塩
素
、
塩
酸
、
硝
酸
、
亜
硫
酸
、
硫
酸
、
一
酸
化
炭
素
、
二
硫
化
炭
素
、
青
酸
、
ベ
ン
ゼ
ン
、
ア
ニ
リ
ン
そ
の

他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
有
害
物
の
ガ
ス
、
蒸
気
又
は
粉
じ
ん
を
発
散
す
る
場
所
に
お
け
る
業
務

ワ
病
原
体
に
よ
っ
て
汚
染
の
お
そ
れ
が
著
し
い
業
務

カ
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
業
務
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労
働
安
全
衛
生
法
に
基
づ
く
定
期
健
康
診
断
項
目
の
変
遷

昭
和
4
7
年
（
1
9
7
2
）
年
労
働
省
令
平
成
元
（
1
9
8
9
）
年
労
働
省
令

平
成
1
0
年
（
1
9
9
8
）
年
労
働
省
令
平
成
1
9
（
2
0
0
7
）
年
厚
生
労
働
省
令

既
往
歴
及
び
業
務
歴
の
調
査

既
往
歴
及
び
業
務
歴
の
調
査

既
往
歴
及
び
業
務
歴
の
調
査

既
往
歴
及
び
業
務
歴
の
調
査

自
覚
症
状
及
び
他
覚
症
状
の
有

無
の
検
査

自
覚
症
状
及
び
他
覚
症
状
の

有
無
の
検
査

自
覚
症
状
及
び
他
覚
症
状
の
有

無
の
検
査

自
覚
症
状
及
び
他
覚
症
状
の
有
無

の
検
査

身
長
、
体
重
、
視
力
及
び
聴
力
の

検
査

身
長
、
体
重
、
視
力
及
び
聴
力

の
検
査

身
長
、
体
重
、
視
力
及
び
聴
力
の

検
査

身
長
、
体
重
、
腹
囲
、
視
力
及
び
聴

力
の
検
査

胸
部
エ
ッ
ク
ス
線
検
査
及
び
喀
痰

検
査

胸
部
エ
ッ
ク
ス
線
検
査
及
び
喀

痰
検
査

胸
部
エ
ッ
ク
ス
線
検
査
及
び
喀
痰

検
査

胸
部
エ
ッ
ク
ス
線
検
査
及
び
喀
痰
検

査

血
圧
の
測
定

血
圧
の
測
定

血
圧
の
測
定

血
圧
の
測
定

貧
血
検
査
（
H
b
、
R
B
C
）

貧
血
検
査
（
H
b
、
R
B
C
）

貧
血
検
査
（
H
b
、
R
B
C
）

肝
機
能
検
査
（
G
O
T
、
G
P
T
、
γ

－
G
T
P
）

肝
機
能
検
査
（
G
O
T
、
G
P
T
、
γ

－
G
T
P
）

肝
機
能
検
査
（
G
O
T
、
G
P
T
、
γ
－

G
T
P
）

血
中
脂
質
検
査
（
T
C
、
T
G
）

血
中
脂
質
検
査
（
T
C
、
H
D
L
、

T
G
）

血
中
脂
質
検
査
（
L
D
L
、
H
D
L
、
T
G
）

血
糖
検
査

血
糖
検
査

尿
中
の
糖
及
び
蛋
白
の
有
無
の

検
査

尿
検
査
（
糖
、
蛋
白
の
有
無
）

尿
検
査
（
糖
、
蛋
白
の
有
無
）

尿
検
査
（
糖
、
蛋
白
の
有
無
）

心
電
図
検
査

心
電
図
検
査

心
電
図
検
査
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定期健康診断等に関する法令等について  
 

1．労働安全衛生規則（抄）  
(定期健康診断) 
第四十四条 事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労 

働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医 

師による健康診断を行わなければならない。  
 一 既往歴及び業務歴の調査  
 二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査  
 三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査  
 四 胸部エックス線検査及び

か く た ん

喀痰検査  
 五 血圧の測定  

 六 貧血検査  
 七 肝機能検査  
 八 血中脂質検査  
 九 血糖検査  
 十 尿検査  
 十一 心電図検査  

２ 第一項第三号、第四号、第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる項

目については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと

認めるときは、省略することができる。  
 

2．厚生労働省告示  
労働安全衛生規則第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基

準  
  次の表の上欄に掲げる健康診断の項目については、それぞれ同表の下欄に掲

げる者について医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。  
   （上欄）                （下欄）  

 

項目 省略することができる者

身長の検査 二十歳以上の者

腹囲の検査 一　四十歳未満の者(三十五歳の者を除く。)

二　妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断されたもの

三　BMI(次の算式により算出した値をいう。以下同じ。)が二十未満である者

　BMI＝体重(kg)／身長(m)2

四　自ら腹囲を測定し、その値を申告した者(BMIが二十二未満である者に限る。)

胸部エックス線検

査

四十歳未満の者(二十歳、二十五歳、三十歳及び三十五歳の者を除く。)で、次のいずれにも該当しない

もの

一　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号)第十

　二条第一項第一号に掲げる者

ニ　じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第八条第一項第一号又は第三号に掲げる者

喀痰(かくたん)検

査

一　胸部エックス線検査によって病変の発見されない者

ニ　胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者

三　胸部エックス線検査の項の下欄に掲げる者

貧血検査、肝機能

検査、血中脂質検

査、血糖検査及び

心電図検査

四十歳未満の者(三十五歳の者を除く。)
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定期健康診断項目における医師が必要でないと認める省略について 

 
（血液検査） 

 定期健康診断においては、34 歳以下の者と 36 歳～39 歳の者については、医

師が必要でないと認めるときは省略できることとされているが、この省略に際

しては、個々の労働者の健康状況の経時的な変化、自・他覚症状等を勘案しな

がら判断することが大切である。 
 
（抜粋：これからの健康診断「一般健康診断ハンドブック」労働省労働衛生課

編） 
 
 
（自覚症状および他覚症状の有無の検査とは） 
 雇入時および定期健康診断の項目に「自覚症状および他覚症状の有無の検査」

がある（労働安全衛生規則第 43 条第 2 号、第 44 条第 1 項第 2 号）。 
 具体的な項目については、省令では示されていないが、雇入時健康診断では

「当該労働者が就業を予定される業務に応じて必要とする身体特性を把握する

ための感覚器、呼吸器、消化器、神経系、皮膚および運動機能の検査が含まれ、

その検査項目の選定は当該労働者の性、年齢、既往歴、問視診等を通じての所

見などもあわせて医師の判断にゆだねられるものである。」との考え方が示され

ている。また、定期健康診断では、自覚症状の検査について、「最近において受

診者本人が自覚する事項を中心に聴取することとし、この際本人の業務に関連

が強いと医学的に想定されるものをあわせて行うものとする。」、他覚症状の検

査について、「受診者本人の訴えおよび問視診に基づき異常の疑いのある事項を

中心として医師の判断により検査項目を選定して行うこと。なお、この際医師

が本人の業務に関連が強いと判断した事項をあわせ行うものとする。」との考え

方が示されている。 
 こうした意味で自覚症状および他覚症状の有無の検査の具体的な内容につい

ては、当該健康診断を行なう医師にゆだねられている。 
 
（抜粋：これからの健康診断「一般健康診断ハンドブック」労働省労働衛生課

編  
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年
齢
別
の
定
期
健
康
診
断
等
の
項
目

○
必
須
、
△
医
師
が
必
要
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
省
略
可

2
0
歳
未
満
2
0
歳

2
5
歳

3
0
歳

3
5
歳

4
0
歳
以
上

既
往
歴
及
び
業
務
歴
の
調
査

自
覚
症
状
・
他
覚
症
状
の
有
無
の
検
査

体
重
、
視
力
、
聴
力
の
検
査

血
圧
の
測
定

身
長
の
検
査

○
○

△
△

△
△

△
△

△
△

△

腹
囲
の
検
査
（
注
１
）

○
△

△
△

△
△

△
△

○
△

○

胸
部
エ
ッ
ク
ス
検
査
（
注
２
）

○

喀
痰
検
査
（
注
３
）

尿
検
査
（
尿
糖
、
尿
蛋
白
）

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

肝
機
能
検
査

血
中
脂
質
検
査

血
糖
検
査

貧
血
検
査

心
電
図
検
査 （
年
齢
以
外
に
省
略
で
き
る
も
の
）

注
１

注
２

注
３

四
十
歳
未
満
の
者
（
二
十
歳
、
二
十
五
歳
、
三
十
歳
及
び
三
十
五
歳
の
者
を
除
く
。
）
で
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の

○
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
二
十
号
）
第
十
二
条
第

一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者

○
じ
ん
肺
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
号
）
第
八
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
者

○
胸
部
エ
ッ
ク
ス
線
検
査
に
よ
っ
て
病
変
の
発
見
さ
れ
な
い
者

○
胸
部
エ
ッ
ク
ス
線
に
よ
っ
て
結
核
発
病
の
お
そ
れ
が
な
い
と
診
断
さ
れ
た
者

○
四
十
歳
未
満
の
者
（
二
十
歳
、
二
十
五
歳
、
三
十
歳
及
び
三
十
五
歳
の
者
を
除
く
。
）
で
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の

・
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
二
十
号
）
第
十
二
条
第

一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者

・
じ
ん
肺
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
号
）
第
八
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
者

○
妊
娠
中
の
女
性
そ
の
他
の
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
腹
囲
が
内
臓
脂
肪
の
蓄
積
を
反
映
し
て
い
な
い
と
判
断
さ
れ
た
も
の

○
B
M
I（
次
の
算
式
に
よ
り
算
出
し
た
値
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
二
十
未
満
で
あ
る
者

　
　
B
M
I＝
体
重
（
kg
）
／
身
長
（
m
）
2

○
自
ら
腹
囲
を
測
定
し
、
そ
の
値
を
申
告
し
た
者
（
B
M
Iが
二
十
二
未
満
で
あ
る
者
に
限
る
。
）

定
期
健
康
診
断

雇
入
時
健
康
診
断

○
○

○

△
○

△
○

△
○

△
○

△
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
△

△
△

△
○

△
△

△
○

△
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二次健康診断等給付について 

 

 二次健康診断等給付は、労働安全衛生法の規定による定期健康診断等のうち、直近のも

の（以下「一次健康診断」という。）において、脳・心臓疾患を発症する危険性が高いと判

断された人に対して、脳血管及び心臓の状態を把握するための二次健康診断及び脳･心臓疾

患の発症の予防を図るための医師等による特定保健指導を受診者の負担なく受けることが

できる労災保険制度の保険給付です。 

 

１．二次健康診断等給付を受けるための要件 

二次健康診断等給付は、一次健康診断の結果において、①血圧の測定、②血中脂質検査、

③血糖検査、④腹囲の検査又は BMI（肥満度）の測定、のすべての検査項目について異常

の所見があると診断された場合に１年度内に１回のみ受けることができます。 

ただし、①から④の検査項目において異常なしと診断された場合であっても、所属する

事業所に選任されている産業医等が、当該検査を受けた労働者の就業環境等を総合的に勘

案し異常の所見が認められると診断した場合には、産業医等の意見を優先し、当該検査項

目については異常の所見があるものとすることができます。 

なお、労災保険制度に特別加入されている方及びすでに医師により脳・心臓疾患の症状

を有すると診断されている人は対象外となります。 

 

２．二次健康診断等給付の内容 

二次健康診断及び特定保健指導の内容は次の通りです。 

（１）二次健康診断 

（a）空腹時血中脂質検査（LDL コレステロール、HDL コレステロール及び血清トリグリ

セライドの量の検査） 

（b）空腹時血糖値検査（空腹時の血中グルコース量の検査） 

（c）ヘモグロビン A1C検査（一次健康診断において行った場合は除く。） 

（d）負荷心電図検査又は胸部超音波検査（心エコー検査） 

（e）頸部超音波検査（頸部エコー検査） 

（f）微量アルブミン尿検査（一次健康診断において尿中の蛋白の有無の検査において

疑陽性(±)又は弱陽性(+)の所見があると診断された場合に限る。） 

（２）特定保健指導 

栄養指導、運動指導、生活指導 

 

３．問い合わせ先 

都道府県労働局、労働基準監督署 
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特
定
健
康
診
査

対
象
者

実
施
年
度
中
に
4
0
－
7
5
歳
に
達
す
る
加
入
者
（被
保
険
者
・被
扶
養
者
）

実
施
年
度
を
通
じ
て
加
入
し
て
い
る
（年
度
途
中
に
加
入
・脱
退
が
な
い
）者

除
外
規
定
（妊
産
婦
・刑
務
所
服
役
中
・長
期
入
院
・海
外
在
住
等
）に
該
当
し

な
い
者

※
年
度
途
中
に
7
5
歳
に
達
す
る
加
入
者
は
、
7
5
歳
に
達
す
る
ま
で
の
間
が
対
象

基
本
的
な

健
診
の

項
目

○
質
問
票
(服
薬
歴
、
喫
煙
歴
等
)

○
身
体
計
測
(身
長
、
体
重
、
Ｂ
Ｍ
Ｉ、
腹
囲
)

○
理
学
的
検
査
(身
体
診
察
)

○
血
圧
測
定

○
血
液
検
査

・脂
質
検
査
(中
性
脂
肪
、
Ｈ
Ｄ
Ｌ
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
、
Ｌ
Ｄ
Ｌ
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
)

・血
糖
検
査
(空
腹
時
血
糖
又
は
Ｈ
ｂ
Ａ
１
ｃ
)
注
)摂
食
時
は
Ｈ
ｂ
Ａ
１
ｃ

・肝
機
能
検
査
(Ｇ
Ｏ
Ｔ
、
Ｇ
Ｐ
Ｔ
、
γ
－
Ｇ
Ｔ
Ｐ
)

○
検
尿
(尿
糖
、
尿
蛋
白
)

詳
細
な

健
診
の

項
目

○
心
電
図
検
査

○
眼
底
検
査

○
貧
血
検
査
(赤
血
球
数
、
血
色
素
量
、
ヘ
マ
トク
リ
ッ
ト値
)

注
)一
定
の
基
準
の
下
、
医
師
が
必
要
と
認
め
た
場
合
に
実
施

7



8



9



（
単

位
:％

）

合
計

1
0
0
.0

7
7
.3

 
(1

0
0
.0

)
2
0
.7

(2
6
.8

)
3
.0

(3
.8

)
5
2
.6

(6
8
.1

)
4
.0

(5
.1

)
3
.7

(4
.8

)
1
.8

(2
.4

)
2
.0

(2
.5

)
4
.9

(6
.4

)
1
6
.2

(2
1
.0

)
2
2
.6

0
.0

（
事

業
所

規
模

計
）

 
　

5
,0

0
0
人

以
上

1
0
0
.0

1
0
0
.0

 
(1

0
0
.0

)
6
9
.8

(6
9
.8

)
-

(-
)

9
1
.4

(9
1
.4

)
4
3
.5

(4
3
.5

)
4
8
.0

(4
8
.0

)
1
4
.5

(1
4
.5

)
1
8
.5

(1
8
.5

)
2
2
.8

(2
2
.8

)
-

(-
)

-
-

　
1
,0

0
0
 ～

 4
,9

9
9
人

1
0
0
.0

9
9
.9

 
(1

0
0
.0

)
7
3
.0

(7
3
.1

)
1
.6

(1
.6

)
9
6
.6

(9
6
.7

)
2
6
.9

(2
6
.9

)
3
3
.0

(3
3
.0

)
1
3
.5

(1
3
.5

)
1
3
.0

(1
3
.1

)
1
4
.1

(1
4
.1

)
0
.9

(0
.9

)
0
.1

-
  

　
5
0
0
 ～

  
  

9
9
9
人

1
0
0
.0

9
9
.6

 
(1

0
0
.0

)
6
2
.8

(6
3
.1

)
1
.1

(1
.1

)
8
9
.6

(9
0
.0

)
1
1
.7

(1
1
.8

)
1
9
.4

(1
9
.5

)
5
.2

(5
.2

)
5
.7

(5
.7

)
1
0
.6

(1
0
.6

)
2
.7

(2
.7

)
0
.4

-
　

  
3
0
0
 ～

  
  

4
9
9
人

1
0
0
.0

9
8
.9

 
(1

0
0
.0

)
6
0
.9

(6
1
.6

)
2
.3

(2
.3

)
8
7
.6

(8
8
.6

)
9
.9

(1
0
.0

)
1
5
.9

(1
6
.0

)
4
.1

(4
.2

)
3
.8

(3
.9

)
9
.1

(9
.2

)
1
.9

(1
.9

)
1
.1

-
　

  
1
0
0
 ～

  
  

2
9
9
人

1
0
0
.0

9
7
.6

 
(1

0
0
.0

)
4
8
.2

(4
9
.4

)
1
.1

(1
.1

)
8
0
.9

(8
2
.9

)
7
.7

(7
.9

)
9
.1

(9
.4

)
3
.0

(3
.1

)
3
.2

(3
.3

)
9
.8

(1
0
.0

)
6
.7

(6
.8

)
2
.3

0
.0

　
  

  
5
0
 ～

  
 　

 9
9
人

1
0
0
.0

9
5
.0

 
(1

0
0
.0

)
3
7
.7

(3
9
.7

)
2
.7

(2
.8

)
7
5
.2

(7
9
.1

)
5
.9

(6
.2

)
8
.3

(8
.7

)
2
.3

(2
.5

)
2
.6

(2
.7

)
6
.6

(7
.0

)
8
.9

(9
.4

)
5
.0

-
　

  
  

1
0
 ～

　
  

  
4
9
人

1
0
0
.0

7
3
.6

 
(1

0
0
.0

)
1
6
.3

(2
2
.1

)
3
.1

(4
.3

)
4
7
.6

(6
4
.7

)
3
.4

(4
.6

)
2
.6

(3
.5

)
1
.6

(2
.2

)
1
.8

(2
.4

)
4
.3

(5
.9

)
1
7
.9

(2
4
.3

)
2
6
.4

0
.1

　
  

  
3
0
 ～

　
  

  
4
9
人

1
0
0
.0

8
5
.1

 
(1

0
0
.0

)
2
1
.9

(2
5
.7

)
4
.2

(4
.9

)
6
4
.2

(7
5
.4

)
4
.6

(5
.4

)
4
.4

(5
.2

)
1
.4

(1
.7

)
1
.6

(1
.9

)
5
.3

(6
.3

)
1
1
.9

(1
4
.0

)
1
4
.9

0
.0

　
  

  
1
0
 ～

  
  

　
2
9
人

1
0
0
.0

7
1
.1

 
(1

0
0
.0

)
1
5
.0

(2
1
.2

)
2
.9

(4
.1

)
4
4
.0

(6
1
.9

)
3
.1

(4
.3

)
2
.2

(3
.1

)
1
.7

(2
.4

)
1
.8

(2
.5

)
4
.1

(5
.8

)
1
9
.2

(2
7
.0

)
2
8
.9

0
.1

区
　

　
分

定
期

健
康

診
断

を
実

施
し

た
事

業
所

計

（
平

成
2
4
年

労
働

者
健

康
状

況
調

査
）
　

所
見

の
あ

っ
た

労
働

者
が

い
る

再
検

査
・
精

密
検

査
の

指
示

等
の

保
健

指
導

を
行

っ
た定
期

健
康

診
断

の
結

果
に

基
づ

く
措

置
の

内
容

（
複

数
回

答
）

作
業

環
境

管
理

・
作

業
管

理
の

見
直

し
の

た
め

、
施

設
又

は
設

備
の

整
備

・
改

善
を

実
施

し
た

健
康

管
理

等
に

つ
い

て
医

師
又

は
歯

科
医

師
か

ら
意

見
を

聴
い

た

就
業

場
所

の
変

更
や

作
業

転
換

の
措

置
を

と
っ

た

そ
の

他
の

措
置

を
と

っ
た

特
に

措
置

を
講

じ
な

か
っ

た

所
見

の
あ

っ
た

労
働

者
は

い
な

い

不
明

労
働

時
間

の
短

縮
や

時
間

外
労

働
の

制
限

の
措

置
を

と
っ

た

作
業

環
境

管
理

・
作

業
管

理
の

見
直

し
の

た
め

、
作

業
環

境
測

定
を

実
施

し
た

地
域

産
業

保
健

セ
ン

タ
ー

の
医

師
又

は
歯

科
医

師
か

ら
意

見
を

聴
い

た

定
期

健
康

診
断

の
異

常
所

見
労

働
者

の
有

無
及

び
定

期
健

康
診

断
の

結
果

に
基

づ
く
措

置
の

内
容

別
事

業
所

割
合

10



聴
力

（
1
0
0
0
H
z）

聴
力

（
4
0
0
0
H
z）

胸
部
Ｘ
線
検
査

喀
痰
検
査

血
　
圧

貧
血
検
査

肝
機
能
検
査

血
中
脂
質

血
糖
検
査

尿
検
査
（
糖
）
尿
検
査
（
蛋
白
）

心
電
図

有
所
見
率

平
成
　
２
年

5
.1

8
.2

1
.6

1
.0

7
.1

4
.2

8
.7

1
1
.1

－
2
.7

1
.8

6
.2

2
3
.6

平
成
　
３
年

5
.2

9
.3

2
.6

0
.9

7
.7

4
.9

1
0
.1

1
3
.6

－
3
.1

2
.1

6
.8

2
7
.4

平
成
　
４
年

5
.2

9
.9

2
.1

0
.9

8
.1

5
.1

1
1
.3

1
5
.8

－
3
.1

2
.3

7
.6

3
2
.2

平
成
　
５
年

5
.0

1
0
.0

2
.1

0
.7

8
.4

5
.2

1
1
.8

1
7
.2

－
3
.3

2
.4

7
.8

3
3
.6

平
成
　
６
年

4
.9

9
.9

2
.3

0
.8

8
.5

5
.8

1
1
.8

1
8
.3

－
3
.2

2
.7

8
.0

3
4
.6

平
成
　
７
年

4
.7

9
.9

2
.4

0
.7

8
.8

5
.8

1
2
.7

2
0
.0

－
3
.5

2
.7

8
.1

3
6
.4

平
成
　
８
年

4
.5

9
.8

2
.6

0
.9

9
.2

5
.8

1
2
.6

2
0
.9

－
3
.4

2
.8

8
.3

3
8
.0

平
成
　
９
年

4
.4

9
.7

2
.7

1
.1

9
.3

6
.0

1
3
.1

2
2
.0

－
3
.4

3
.0

8
.3

3
9
.5

平
成
１
０
年

4
.4

9
.4

2
.9

1
.9

9
.7

6
.2

1
3
.7

2
3
.0

－
3
.5

3
.3

8
.5

4
1
.2

平
成
１
１
年

4
.2

9
.3

3
.1

1
.4

9
.9

6
.2

1
3
.8

2
4
.7

7
.9

3
.3

3
.2

8
.7

4
2
.9

平
成
１
２
年

4
.1

9
.1

3
.2

1
.5

1
0
.4

6
.3

1
4
.4

2
6
.5

8
.1

3
.3

3
.4

8
.8

4
4
.5

平
成
１
３
年

4
.1

9
.1

3
.3

1
.3

1
1
.1

6
.6

1
5
.3

2
8
.2

8
.3

3
.3

3
.4

8
.8

4
6
.2

平
成
１
４
年

3
.9

8
.7

3
.3

1
.4

1
1
.5

6
.6

1
5
.5

2
8
.4

8
.3

3
.2

3
.5

8
.8

4
6
.7

平
成
１
５
年

3
.8

8
.5

3
.4

1
.6

1
1
.9

6
.5

1
5
.4

2
9
.1

8
.3

5
.1

3
.2

8
.9

4
7
.3

平
成
１
６
年

3
.7

8
.4

3
.6

1
.5

1
2
.0

6
.6

1
5
.3

2
8
.7

8
.3

3
.1

3
.5

8
.9

4
7
.6

平
成
１
７
年

3
.7

8
.2

3
.7

1
.5

1
2
.3

6
.7

1
5
.6

2
9
.4

8
.3

3
.1

3
.5

9
.1

4
8
.4

平
成
１
８
年

3
.6

8
.2

3
.9

1
.8

1
2
.5

6
.9

1
5
.1

3
0
.1

8
.4

2
.9

3
.7

9
.1

4
9
.1

平
成
１
９
年

3
.6

8
.1

4
.0

2
.0

1
2
.7

7
.0

1
5
.1

3
0
.8

8
.4

2
.8

4
.0

9
.2

4
9
.9

平
成
２
０
年

3
.6

7
.9

4
.1

2
.0

1
3
.8

7
.4

1
5
.3

3
1
.7

9
.5

2
.7

4
.1

9
.3

5
1
.3

平
成
２
１
年

3
.6

7
.9

4
.2

1
.8

1
4
.2

7
.6

1
5
.5

3
2
.6

1
0
.0

2
.7

4
.2

9
.7

5
2
.3

平
成
２
２
年

3
.6

7
.6

4
.4

2
.0

1
4
.3

7
.6

1
5
.4

3
2
.1

1
0
.3

2
.6

4
.4

9
.7

5
2
.5

平
成
２
３
年

3
.6

7
.7

4
.3

1
.7

1
4
.5

7
.6

1
5
.6

3
2
.2

1
0
.4

2
.7

4
.2

9
.7

5
2
.7

平
成
２
４
年

3
.6

7
.7

4
.3

2
.2

1
4
.5

7
.4

1
5
.1

3
2
.4

1
0
.2

2
.5

4
.2

9
.6

5
2
.7

平
成
２
５
年

3
.6

7
.6

4
.2

1
.9

1
4
.7

7
.5

1
4
.8

3
2
.6

1
0
.2

2
.5

4
.2

9
.7

5
3
.0

平
成
２
６
年

3
.6

7
.5

4
.2

1
.9

1
5
.1

7
.4

1
4
.6

3
2
.7

1
0
.4

2
.5

4
.2

9
.7

5
3
.2

資
料
：
厚
生
労
働
省
「
定
期
健
康
診
断
結
果
調
」

定
期
健
康
診
断
項
目
別
有
所
見
率

11



【
定

期
健

康
診

断
結

果
実

施
状

況
】

医
 師

 の
所

見
の

あ
っ

た
者

歯
 科

 健
 診

指
示

人
数

人
  

数
有

所
見

率
実

施
者

数
有

所
見

者
数

有
所

見
率

1
1
4
,9

8
2

1
3
,4

9
2
,8

8
6

8
8
.6

3
,1

0
2
,4

0
2

3
,9

0
0
,1

1
6

7
,1

8
3
,7

8
0

5
3
.2

4
1
6
2
,9

0
4

4
0
,2

9
9

2
4
.7

4

聴
  

  
力

  
（
１

０
０

０
Ｈ

Ｚ
）

聴
  

  
力

  
（
４

０
０

０
Ｈ

Ｚ
）

聴
  

  
力

  
（
そ

の
他

）

実
施

者
数

有
所

見
者

数
有

所
見

率
実

施
者

数
有

所
見

者
数

有
所

見
率

実
施

者
数

有
所

見
者

数
有

所
見

率

1
1
,5

6
1
,4

8
4

4
1
1
,9

8
6

3
.5

6
1
1
,5

3
4
,4

5
5

8
6
7
,6

5
6

7
.5

2
1
,8

3
5
,0

9
4

9
,7

6
9

0
.5

3

胸
 部

 Ｘ
 線

 検
 査

喀
 痰

 検
 査

血
  

  
圧

貧
 血

 検
 査

実
施

者
数

有
所

見
者

数
有

所
見

率
実

施
者

数
有

所
見

者
数

有
所

見
率

実
施

者
数

有
所

見
者

数
有

所
見

率
実

施
者

数
有

所
見

者
数

有
所

見
率

1
2
,4

6
3
,8

2
0

5
2
4
,2

8
1

4
.2

1
1
0
5
,3

4
2

2
,0

0
9

1
.9

1
1
3
,4

1
6
,1

7
8

2
,0

2
0
,4

5
3

1
5
.0

6
1
1
,5

0
8
,3

0
7

8
5
3
,0

0
9

7
.4

1

肝
 機

 能
 検

 査
血

 中
 脂

 質
 検

 査
血

 糖
 検

 査

実
施

者
数

有
所

見
者

数
有

所
見

率
実

施
者

数
有

所
見

者
数

有
所

見
率

実
施

者
数

有
所

見
者

数
有

所
見

率

1
1
,5

1
6
,5

7
9

1
,6

8
3
,3

1
5

1
4
.6

2
1
1
,4

5
2
,6

1
2

3
,7

4
3
,9

6
0

3
2
.6

9
1
1
,3

5
5
,0

6
7

1
,1

8
2
,3

8
9

1
0
.4

1

尿
 検

 査
（
 糖

 ）
尿

 検
 査

（
 蛋

 白
 ）

心
 電

 図
 検

 査

実
施

者
数

有
所

見
者

数
有

所
見

率
実

施
者

数
有

所
見

者
数

有
所

見
率

実
施

者
数

有
所

見
者

数
有

所
見

率

1
3
,3

1
3
,0

8
8

3
2
9
,8

8
0

2
.4

8
1
3
,3

2
5
,3

4
9

5
6
2
,8

1
7

4
.2

2
1
0
,0

1
1
,3

3
9

9
7
2
,1

5
9

9
.7

1

【
就

業
者

数
】

年
齢

総
数

（
労

働
力

状
態

）
労

働
力

人
口

就
業

者
（
就

業
者

）
主

に
仕

事
（
就

業
者

）
家

事
の

ほ
か

仕
事

（
就

業
者

）
通

学
の

か
た

わ
ら

仕
事

（
就

業
者

）
休

業
者

完
全

失
業

者
非

労
働

力
人

口
家

事
通

学
そ

の
他

不
詳

4
0
歳

未
満

3
7
,9

1
1
,3

3
7

2
4
,9

3
4
,2

7
3

2
3
,0

5
0
,4

1
1

＜
3
8
.7

％
＞

2
0
,0

1
3
,2

8
1

1
,6

0
9
,2

3
4

1
,0

4
5
,7

9
8

3
8
2
,0

9
8

1
,8

8
3
,8

6
2

1
0
,4

2
8
,9

8
1

3
,4

9
3
,3

5
7

6
,5

0
6
,7

2
6

4
2
8
,8

9
8

2
,5

4
8
,0

8
3

4
0
歳

以
上

7
2
,3

6
6
,1

4
8

3
8
,7

6
4
,8

2
8

3
6
,5

6
0
,9

0
0

＜
6
1
.3

％
＞

2
9
,5

7
0
,2

9
2

6
,2

8
4
,3

9
1

1
9
,8

0
8

6
8
6
,4

0
9

2
,2

0
3
,9

2
8

2
9
,9

4
3
,3

9
2

1
4
,2

9
2
,4

6
1

3
8
,2

3
8

1
5
,6

1
2
,6

9
3

3
,6

5
7
,9

2
8

総
数

（
1
5
歳

以
上

年
齢

）
1
1
0
,2

7
7
,4

8
5

6
3
,6

9
9
,1

0
1

5
9
,6

1
1
,3

1
1

4
9
,5

8
3
,5

7
3

7
,8

9
3
,6

2
5

1
,0

6
5
,6

0
6

1
,0

6
8
,5

0
7

4
,0

8
7
,7

9
0

4
0
,3

7
2
,3

7
3

1
7
,7

8
5
,8

1
8

6
,5

4
4
,9

6
4

1
6
,0

4
1
,5

9
1

6
,2

0
6
,0

1
1

資
料

：
　

１
．

平
成

2
6
年

　
規

模
別

業
種

別
定

期
健

康
診

断
結

果
実

施
状

況
報

告

２
．

平
成

2
2
年

国
勢

調
査

産
業

等
基

本
集

計
　

　
第

1
-
1
表

　
労

働
力

状
態

(8
区

分
)，

年
齢

(各
歳

)，
男

女
別

1
5
歳

以
上

人
口

 －
 全

国
※

，
都

道
府

県
※

 

平
均

受
診

率
受

診
者

数
健

診
実

施
事

業
場

数
特

 定
 業

 務
従

事
労

働
者

数

12



所
見

の
あ

っ
た

者

人
  

数
有

所
見

率
（
％

）

0
1

製
造

業

0
1

食
品

製
造

5
,
3
0
5

（
1
6
8
0
）

6
2
4
,
6
2
4

3
4
0
,
0
9
8

5
4
.5

0
2

繊
維

工
業

4
4
1

（
1
8
7
）

4
0
,
5
8
6

2
2
,
4
5
3

5
5
.3

0
3

衣
服

繊
維

5
2
4

（
6
3
）

4
3
,
2
7
8

2
3
,
9
7
8

5
5
.4

0
4

木
材

木
製

3
1
8

（
1
1
7
）

2
5
,
7
1
5

1
4
,
9
5
4

5
8
.2

0
5

家
具

装
備

2
6
4

（
5
7
）

2
3
,
4
7
4

1
3
,
1
1
6

5
5
.9

0
6

パ
ル

プ
等

8
7
4

（
4
5
1
）

8
8
,
2
3
2

4
7
,
4
7
3

5
3
.8

0
7

印
刷

製
本

1
,
1
8
6

（
4
2
9
）

1
1
2
,
5
7
0

5
9
,
1
1
5

5
2
.5

0
8

化
学

工
業

4
,
0
6
7

（
2
2
3
4
）

5
2
6
,
5
9
9

2
7
0
,
7
2
4

5
1
.4

0
9

窯
業

土
石

8
6
5

（
4
2
8
）

8
3
,
3
8
3

4
7
,
6
2
0

5
7
.1

1
0

鉄
鋼

業
7
1
8

（
4
6
5
）

1
3
2
,
1
7
0

6
8
,
3
1
0

5
1
.7

1
1

非
鉄

金
属

5
7
5

（
3
4
2
）

8
0
,
4
9
8

4
3
,
1
5
0

5
3
.6

1
2

金
属

製
品

3
,
0
6
5

（
9
4
8
）

2
6
3
,
1
5
4

1
4
4
,
5
7
5

5
4
.9

1
3

一
般

機
器

3
,
5
0
3

（
1
1
5
5
）

5
3
5
,
0
0
3

2
7
4
,
8
9
3

5
1
.4

1
4

電
気

機
器

4
,
1
8
5

（
1
6
8
0
）

7
5
5
,
5
1
2

3
8
3
,
6
6
0

5
0
.8

1
5

輸
送

機
械

2
,
8
7
6

（
1
4
5
3
）

6
7
2
,
5
7
0

3
0
7
,
3
8
6

4
5
.7

1
6

電
気

ガ
ス

1
,
0
1
1

（
4
4
7
）

1
2
7
,
6
5
3

8
2
,
2
3
1

6
4
.4

1
7

他
の

製
造

1
,
7
8
9

（
4
5
3
）

1
6
3
,
1
2
4

8
6
,
1
2
3

5
2
.8

小
  

  
  

 計
3
1
,
5
6
6
（
1
2
5
8
9
）

4
,
2
9
8
,
1
4
5

2
,
2
2
9
,
8
5
9

5
1
.9

0
2

鉱
業

0
1

石
炭

鉱
業

2
（
0
）

2
5
4

1
9
4

7
6
.4

0
2

土
石

採
取

2
2

（
3
）

1
,
1
2
4

8
2
4

7
3
.3

0
3

他
の

鉱
業

2
7

（
1
6
）

2
,
0
6
2

1
,
4
9
3

7
2
.4

小
  

  
  

 計
5
1

（
1
9
）

3
,
4
4
0

2
,
5
1
1

7
3
.0

0
3

建
設

業

0
1

土
木

工
事

8
0
6

（
9
3
）

6
2
,
2
6
5

4
3
,
5
1
2

6
9
.9

0
2

建
築

工
事

1
,
3
9
1

（
1
4
6
）

1
3
4
,
8
2
9

8
3
,
2
8
8

6
1
.8

0
3

他
の

建
設

1
,
2
4
6

（
2
3
4
）

1
2
6
,
8
1
5

7
5
,
9
2
2

5
9
.9

小
  

  
  

 計
3
,
4
4
3

（
4
7
3
）

3
2
3
,
9
0
9

2
0
2
,
7
2
2

6
2
.6

0
4

運
輸

交
通

0
1

鉄
道

等
1
,
1
0
7

（
5
5
4
）

1
4
5
,
9
2
6

6
3
,
4
2
0

4
3
.5

0
2

道
路

旅
客

3
,
0
1
2

（
2
0
5
7
）

3
1
0
,
1
2
5

2
2
3
,
2
1
7

7
2
.0

0
3

道
路

貨
物

5
,
1
5
1

（
2
4
1
0
）

3
9
7
,
7
8
2

2
3
4
,
4
5
3

5
8
.9

0
4

他
の

運
輸

4
4

（
1
7
）

5
,
8
3
0

3
,
0
1
7

5
1
.8

小
  

  
  

 計
9
,
3
1
4

（
5
0
3
8
）

8
5
9
,
6
6
3

5
2
4
,
1
0
7

6
1
.0

0
5

貨
物

取
扱

0
1

陸
上

貨
物

1
,
0
5
6

（
3
4
9
）

1
0
2
,
0
0
0

5
5
,
3
0
6

5
4
.2

0
2

港
湾

運
送

3
0
3

（
9
4
）

3
0
,
3
2
9

1
7
,
2
6
4

5
6
.9

小
  

  
  

 計
1
,
3
5
9

（
4
4
3
）

1
3
2
,
3
2
9

7
2
,
5
7
0

5
4
.8

１
号

～
５

号
 中

計
4
5
,
7
3
3
（
1
8
5
6
2
）

5
,
6
1
7
,
4
8
6

3
,
0
3
1
,
7
6
9

5
4
.0

定
期

健
康

診
断

実
施

結
果

（
業

種
別

）
（
平

成
2
6
年

）

業
　

　
　

　
　

　
　

　
種

健
診

実
施

事
業

場
数

受
診

者
数

所
見

の
あ

っ
た

者

人
  

数
有

所
見

率
（
％

）
業

　
　

　
　

　
　

　
　

種
健

診
実

施
事

業
場

数
受

診
者

数

0
6

農
林

業
1
6
3

（
2
7
）

9
,
6
8
9

6
,
5
0
6

6
7
.2

0
7

畜
産

水
産

1
0
8

（
1
2
）

8
,
2
1
3

4
,
9
4
4

6
0
.2

0
8

商
業

2
0
,
7
4
7

（
3
8
1
4
）

1
,
6
4
5
,
3
6
2

8
8
9
,
6
4
6

5
4
.1

0
9

金
融

広
告

3
,
9
3
6

（
1
8
5
）

6
1
2
,
9
4
6

3
1
2
,
4
2
1

5
1
.0

1
0

映
画

演
劇

2
0
5

（
5
8
）

1
6
,
7
3
2

8
,
8
4
4

5
2
.9

1
1

通
信

業
1
,
4
6
1

（
1
7
5
）

3
0
4
,
4
0
8

1
7
3
,
8
8
9

5
7
.1

1
2

教
育

研
究

3
,
9
4
9

（
6
3
6
）

6
7
9
,
1
1
9

3
6
1
,
6
6
8

5
3
.3

1
3

保
健

衛
生

1
6
,
7
3
2

（
7
7
4
3
）

2
,
0
9
8
,
2
1
8

1
,
0
0
6
,
2
8
7

4
8
.0

1
4

接
客

娯
楽

4
,
5
5
2

（
1
1
3
7
）

2
7
2
,
4
6
3

1
3
9
,
2
8
2

5
1
.1

1
5

清
掃

と
畜

2
,
8
9
5

（
8
4
7
）

2
7
7
,
0
8
0

1
8
6
,
3
4
8

6
7
.3

1
6

官
公

署
1
0
0

（
1
5
）

1
7
,
5
1
5

1
0
,
8
8
4

6
2
.1

1
7

他
の

事
業

1
4
,
4
0
1

（
2
5
8
4
）

1
,
9
3
3
,
6
5
5

1
,
0
5
1
,
2
9
2

5
4
.4

６
号

～
１

７
号

 中
計

6
9
,
2
4
9
（
1
7
2
3
3
）

7
,
8
7
5
,
4
0
0

4
,
1
5
2
,
0
1
1

5
2
.7

合
  

  
  

 計
1
1
4
,
9
8
2
（
3
5
7
9
5
）

1
3
,
4
9
2
,
8
8
6

7
,
1
8
3
,
7
8
0

5
3
.2

資
料

：
厚

生
労

働
省

「
定

期
健

康
診

断
結

果
調

」
（
注

）
１

　
「
健

康
診

断
実

施
事

業
場

数
」
欄

は
健

診
実

施
延

事
業

場
数

で
あ

る
。

２
　

（
　

　
　

）
内

は
年

２
回

以
上

健
診

を
実

施
し

た
事

業
場

数
で

内
数

で
あ

る
。
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脳
・
心
臓
疾
患
の
労
災
補
償
状
況

脳
・
心
臓
疾
患
の
労
災
補
償
状
況

61
7

69
0

81
9

74
2

81
6

86
9

93
8

93
1

88
9

76
7

80
2

89
8

84
2

78
4

76
3

85
14

3

31
7

31
4

29
4

33
0

35
5

39
2

37
7

29
3

28
5

31
0

33
8

30
6

27
7

45
58

16
0

15
8

15
0

15
7

14
7

14
2

15
8

10
6

11
3

12
1

12
3

13
3

12
1

0

10
0

20
0

30
0

40
0

50
0

60
0

70
0

80
0

90
0

10
00

H1
2

H1
3

H1
4

H1
5

H1
6

H1
7

H1
8

H1
9

H2
0

H2
1

H2
2

H2
3

H2
4

H2
5

H2
6

請
求
件
数

認
定
件
数

認
定
の
う
ち
死
亡

［
件
］

出
典
：
厚
生
労
働
省
職
業
病
認
定
対
策
室
調
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うち死亡者 うち死亡者

19歳以下 0 0 0 0

20～29歳 13 6 7 5

30～39歳 43 19 39 21

40～49歳 92 46 93 42

50～59歳 108 47 111 40

60歳以上 50 15 27 13

合計 306 133 277 121

出典：厚生労働省職業病認定対策室調

脳・心臓疾患の年齢別構成比（労災支給決定件数）

脳・心臓疾患の年齢別労災支給決定件数

平成25年度 平成26年度

支給決定件数 支給決定件数

年度

年齢

16%
10%

35%
40%

30% 34%

14% 14%

4% 3%
0% 0%

平成25年度 平成26年度

19歳以下

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60歳以上

出典：厚生労働省職業病認定対策室調
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労
働
者
死
傷
者
数
及
び
脳
・
心
臓
疾
患
労
災
支
給
決
定
件
数
に
お
け
る
年
齢
別
比
較

（
人
）

1
9
歳
以
下

2
0
～
2
9
歳

3
0
～
3
9
歳

4
0
歳
～
4
9
歳

5
0
～
5
9
歳

6
0
歳
以
上

計

全
死
傷
者
数
（
平
成
2
6
年
度
）

2
,8
1
1

(2
%
)

1
5
,3
9
5

(1
3
%
)

2
0
,0
5
1

(1
7
%
)

2
6
,6
5
3

(2
2
%
)

2
7
,5
2
3

(2
3
%
)

2
7
,1
0
2

(2
3
%
)

1
1
9
,5
3
5

(1
0
0
%
)

脳
・
心
臓
疾
患
労
災
支
給
決
定
件
数

（
平
成
2
6
年
度
）

0
(0
%
)

7
(3
%
)

3
9

(1
4
%
)

9
3

(3
4
%
)

1
1
1

(4
0
%
)

2
7

(1
0
%
)

2
7
7

(1
0
0
%
)

資
料
出
所
：
１
　
厚
生
労
働
省
「
平
成
2
6
年
労
働
者
死
傷
病
報
告
調
べ
（
休
業
４
日
以
上
）
」
に
よ
る
。

２
　
厚
生
労
働
省
「
平
成
2
6
年
度
職
業
病
認
定
対
策
室
調
べ
」
に
よ
る
。

※
休
業
４
日
以
上
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異
常
所
見
へ
の
医
師
の
意
見

（
産
業
医
又
は
労
働
者
の
健
康
管
理
等
を
行
う
に

必
要
な
医
学
に
関
す
る
知
識
を
有
す
る
医
師
が
適
当
）

・
労
働
時
間
等
の
情
報
及
び
職
場
巡
視
の
機
会
の
提
供

・
必
要
に
応
じ
た
労
働
者
と
の
面
接

・
就
業
区
分
の
意
見

（
通
常
勤
務
、
就
業
制
限
（
就
業
場
所
の
変
更
等
）
、
要
休
業
）

・
作
業
環
境
管
理
・
作
業
管
理
に
関
す
る
意
見

定
期
健
康
診
断
及
び
事
後
措
置
の
概
要

健
康
診
断
を
行
っ
た
医
師
の
判
定
（
異
常
な
し
、
要
観
察
、
要
医
療
等
）

異
常
所
見
者

任
意
の
再
検
査
・

精
密
検
査

任
意
の

結
果
の
提
出

労
働
者
か
ら
の
意
見
聴
取

事
業
者
に
よ
る
就
業
上
の
措
置
の
決
定

定
期
健
康
診
断
の
実
施

（
健
康
診
断
結
果
に
基
づ
き
事
業
者
が
講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る
指
針
）
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基安労発0125第３号

平成22年１月25日

都道府県労働局労働基準部

労働衛生主務課長 殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部

労働衛生課長

（ 契 印 省 略 ）

定期健康診断における胸部エックス線検査等の対象者の見直しについて

標記については、結核予防法の一部を改正する法律（平成16年法律第133号）及び結核

予防法施行令の一部を改正する政令（平成16年政令第303号）並びに「労働者に対する胸

部エックス線検査の対象のあり方等に関する懇談会」（以下「懇談会」という。）等にお

ける専門家による検討結果を踏まえ、労働安全衛生規則等の改正を行うとともに、平成22

年1月25日付け基発0125第１号「労働安全衛生規則の一部を改正する省令及び労働安全衛

生規則第四十四条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する件等

の施行等について」（以下「基発0125第１号」という。）により通達されたところである。

本見直しに関する事業者への周知、指導等においては、下記に留意されたい。

記

1 胸部エックス線検査の省略について

基発0125第１号の第３の１において、「定期健康診断の項目の省略基準の適用に関し、

同基準の「医師が必要でないと認める」とは、胸部エックス線検査にあっては、呼吸

器疾患等に係る自覚症状及び他覚症状、既往歴等を勘案し、医師が総合的に判断する

ことをいう。したがって、胸部エックス線検査の省略については、年齢等により機械

的に決定されるものではないことに留意すること。」とされていることを踏まえ、胸部

エックス線検査の省略に関し医師が判断する際には、必要に応じて別添の懇談会の報

告書を参考とすること。

2 問診票の活用等について

胸部エックス線検査の省略に関し医師が判断する際の呼吸器疾患等に係る自覚症状、

既往歴等の把握等については、事前に問診票を配付し、回収することによる方法など

があること。
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労働者に対する胸部エックス線検査の対象のあり方等に関する懇談会報告書（抜粋） 

 

（懇談会における検討結果） 

１．定期健康診断における胸部エックス線検査について 

  １）胸部エックス線検査を実施すべき対象者 

下記の（イ）～（ハ）については、検討会報告書及び平成 19 年度研究報告書において、

定期健康診断における胸部エックス線検査の必要性が十分示されており、省略すべきでない。 

（イ）４０歳以上の者 

（ロ）４０歳未満の者であっても、５歳毎の節目の年齢にあたる２０歳、２５歳、３０歳及び３５歳

の者 

（ハ）４０歳未満の者（２０歳、２５歳、３０歳及び３５歳の者を除く。）で、以下のいずれかに該

当する者 

一 学校（専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く。）、病院、診療所、助産

所、介護老人保健施設又は特定の社会福祉施設において業務に従事する者 

※感染症法施行令第 12 条第 1 項第 1 号に掲げる者 

二 常時粉じん作業に従事する労働者でじん肺管理区分が管理一であるもの又は常

時粉じん作業に従事させたことのある労働者で、現に粉じん作業以外の作業に常

時従事しているもののうち、じん肺管理区分が管理二である労働者 

※じん肺法第 8 条第 1 項第 1 号又は第 3 号に掲げる者 

三 呼吸器疾患等に係る自覚症状若しくは他覚症状又はそれらの既往歴のある者 

 ※上記については、定期健康診断の際に実施される項目である「既往歴及び業務

歴の調査」や「自覚症状及び他覚症状の有無の検査」等により、医師が判断す

る必要がある。 

 

２）胸部エックス線検査の実施を留意すべき対象者 

下記については、一律には省略すべきでないとする対象集団を示す明確な知見は認められ

なかったものの、委員会での結論を踏まえると、一般に結核の感染リスクが高いと考えられ

ることから、医師が胸部エックス線検査の省略について判断する際、特に留意すべき事項で

あると考える。 

（イ） 結核の罹患の可能性が高いと考えられる多数の顧客と接触する場合等 

（ロ） 結核罹患率が高い地域における事業場での業務 

（ハ） 結核罹患率が高い海外地域における滞在歴 

（ニ） 長時間労働による睡眠不足等 

     

別添 
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また、これらに該当しない者であっても、個別の既往歴の調査等で、特定の疾患（糖尿病、

慢性腎不全等）の罹患や治療（免疫抑制剤の使用）等により免疫力の低下が疑われる状況に

あることが把握され、結核の感染リスクが高いと考えられる場合などについては、医師が胸

部エックス線検査の省略について判断する際、特に留意すべきであると考える。 

 

３）その他 

４０歳未満で自覚症状や他覚症状がない者については、肺がん、その他の肺疾患等（慢性

閉塞性肺疾患、縦隔腫瘍、サルコイドーシス）、循環器疾患に関し、それぞれの疾患で特定

の集団の発症リスクが高いとする疫学的知見は認められず、かつ、有病率も稀であることか

ら、医師が胸部エックス線検査の省略について判断する際、特に留意する必要性は乏しいと

考える。 

また、４０歳未満で自覚症状や他覚症状がない者における、生活歴（喫煙歴）、就業形態、

受動喫煙に関し、それぞれの項目で結核の感染リスク等の危険性が高いとする調査結果は認

められなかったことから、医師が胸部エックス線検査の省略について判断する際、特に留意

する必要性は乏しいと考える。 

なお、特殊な業務における行政指導の健康診断で胸部エックス線検査が早期発見に有効な

呼吸器疾患の発症が疑われるものについては、既に胸部エックス線検査を規定しているもの

以外に胸部エックス線検査の必要性は認められないことから、医師が胸部エックス線検査の

省略の可否を判断する際、特に留意する必要性はない。 

 

２．定期健康診断以外の健康診断における胸部エックス線検査について 

定期健康診断以外の健康診断における胸部エックス線検査等の必要性の有無については、検討会報告書

で一定の結論が得られていたが、本懇談会においても再度検討した。 

 

１）雇入時の健康診断（安衛則 第４３条） 

雇入時の健康診断における胸部エックス線検査は、結核も含めて呼吸器疾患の診断、労働者の適正

配置および入職後の健康管理に有用であるため、現行どおり実施すべきである。 

 

２）特定業務従事者の健康診断（安衛則 第４５条） 

特定業務の中には、土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務、

坑内における業務等もあることから、特定業務従事者の健康診断における胸部エックス線検

査は、現行どおり実施すべきである。 

 

３）海外派遣労働者の健康診断（安衛則 第４５条の２） 
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   海外に派遣する労働者の健康状態の適切な判断及び派遣中の労働者の健康管理に資する観点から、

また、海外勤務を終了した労働者を国内勤務に就かせる場合の就業上の配慮やその後の健康管理に資

する観点から、海外派遣労働者の健康診断における胸部エックス線検査は、現行どおり実施すべきで

ある。 

 

４）結核健康診断（安衛則 第４６条） 

結核予防法が改正された際に、結核発病のおそれがあると診断された者に対する６ヶ月後

の胸部エックス線検査等の実施に係る規定が、医療機関への受診を前提として廃止されたた

め、安衛法においても、同趣旨の結核健康診断の規定を廃止すべきである。 

上記に基づき、第１回懇談会後に所定の手続きを経て、平成 21 年 4 月 1 日に結核健康診

断は廃止された。 

 

５）じん肺法に基づくじん肺健康診断（じん肺法第８条等） 

じん肺法に基づくじん肺健康診断が３年に１回の実施となっている者（常時粉じん作業に

従事しており、じん肺管理区分１※１）の労働者や、常時粉じん作業に従事したことがあり、

現在は粉じん作業以外の作業に従事しているじん肺管理区分２※２)の労働者）については、

じん肺健康診断が実施されない２年間については、安衛法に基づく定期健康診断における胸

部エックス線検査を受けることを前提として、じん肺法に基づく定期外健康診断（じん肺又

はじん肺の合併症にかかっている疑いがあると診断された時等に速やかに実施。）が規定さ

れているため、安衛法における定期健康診断の際に胸部エックス線検査を実施すべきである。 

注） 

 ※１） 管理区分１ 

じん肺の所見がないと認められるもの 

 ※２） 管理区分２ 

エックス線写真の像が第一型（両肺野にじん肺による粒状影又は不整形陰影が少数あ

り、かつ、大陰影がないと認められるもの。）でじん肺による著しい肺機能の障害が

ないと認められるもの 

 

○懇談会の報告書における略語について 

安衛法…労働安全衛生法 

安衛則…労働安全衛生規則 

感染症法施行令…感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 

検討会…労働安全衛生法における胸部エックス線検査等のあり方検討会 

平成19年度研究…労働安全衛生法に基づく胸部エックス線検査の労働者の健康管理に対する 

有効性等の評価に関する調査・研究 

委員会…胸部エックス線検査を実施すべき対象者の範囲に関する調査研究委員会 
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【長時間労働者の場合】 
長時間労働者関係 ・ 高ストレス者関係 【該当するものに○】 

 

面接指導結果報告書 

対象者 氏名  労働 太郎 
所属  労働部 労働課 

男・女 年齢  43  歳 

勤務の状況 

（労働時間、 

労働時間以外の要因） 

・過去 3 か月間の月あたり時間外労働が 100 時間以上。 
・突発案件が多いために、休憩時間が確保しにくい。 
 

疲労の蓄積の状況 
【長時間労働者のみ】 

０．   1．   2．   3． 

（低）           （高） 

心理的な負担の状況 
【高ストレス者のみ】 

（ストレスチェック結果） 

A.ストレスの要因     点 

B.心身の自覚症状     点 

C.周囲の支援       点 

（医学的所見に関する特記事項） 

 

 

 

その他の心身の状況 
0．所見なし  1．所見あり（ 血圧及び血糖値が高い            ） 

面
接
医
師
判
定 

本人への指導区分 
 

※複数選択可 

0．措置不要 

1．要保健指導 

2．要経過観察 

3．要再面接（時期： 1 か月後     ） 

4．現病治療継続 又は 医療機関紹介 

（その他特記事項） 

脳・心臓疾患のリスクが高いため、医
療面、就業面の措置が必要。また、措
置の効果を確認するため、再面接が必
要。 

 
就業上の措置に係る意見書 

就業区分 0．通常勤務   1．就業制限・配慮   2．要休業 

就
業
上
の
措
置 

労働時間 
の短縮 

（考えられるもの
に○） 

0．特に指示なし 
4．変形労働時間制または裁量労働制の対象からの除外 

 

1．時間外労働の制限  20   時間／月まで 
5．就業の禁止（休暇・休養の指示） 

 

2．時間外労働の禁止 
 

6．その他 休憩時間の確保 
 
   

3．就業時間を制限 

   時   分 ～   時   分 

労働時間以外 
の項目 

（考えられるもの
に○を付け、措置
の内容を具体的に
記述） 

主要項目 a. 就業場所の変更 b. 作業の転換 c. 深夜業の回数の減少 d. 昼間勤務への転換 e. その他 

1） 

2） 

3） 

措置期間     １ 日・ 週 ・ 月    又は     年  月  日～   年  月  日 

職場環境の改善に関す

る意見 
【高ストレス者のみ】 

 

医療機関への 

受診配慮等 業務多忙のため定期的な受診が困難となっているので、業務量等について配慮が必要。 

 

その他 

（連絡事項等） 
就業上の措置を決定する際には、本人の意見を十分に聴くことが必要。 

 
医師の所属先  2015年 12月 10日（実施年月日） 印 

○○○○株式会社 健康管理室 医師氏名     安全 一郎  

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

長時間労働者、高ストレス者の面接指導に関する報告書・意見書作成マニュアル（抜粋） 

厚生労働省労働衛生課産業保健支援室 

22



（記載方法） 

 
１～７の説明 
 

１：人事・労務担当者からの情報収集（「労働時間等に関するチェックリスト（例）」（18頁）

等を参照）や、労働者への聞き取りから判断して記載する。労働時間以外の要因について

は、「労働時間以外の労働に関する負荷要因（例）」（19頁）等を参考に情報収集・聞き取

りを行う。 

 

２：本人の様子ややりとりから判断して疲労の蓄積の状況を評価し、０～３の中から該当する

ものに○をする。なお、「疲労蓄積度のチェックリスト（例）」（20頁）の判定等を参考に

評価することも考えられる。 

 

３：本人の様子ややりとりから判断してその他の心身の状況を評価し、０（所見なし）又は１

（所見あり）のいずれか該当するものに○をする。（ ）内には、必要に応じて所見の具体

的内容を記載する。なお、その場での血圧測定結果、「心身の健康状況、生活状況の把握の

ためのチェックリスト（例）」（23頁）、「抑うつ症状に関する質問（例）」（25頁）等を参考

に評価することも考えられる。 

 

４：１～３を総合的に評価し、指導区分として０（措置不要）～４（現病治療継続）の中から

該当するものに○をする。また、「その他特記事項」には、特に留意すべき事項があれば記

載する。 

なお、必要に応じ、「脳・心臓疾患のリスク評価の方法（例）」（26頁）を参考にして評価

を行い、その結果を「その他特記事項」に記載することも考えられる。 

保健指導が必要な場合、「面接時の生活習慣・セルフケアのアドバイス（例）」（28頁）等

が参考になるが、具体的な指導内容を報告書に記載する必要はない。 

 
５：「就業区分」として、０（通常勤務）～２（要休業）の中から該当するものに○をする。

具体的な就業上の措置については、該当するものに○をし、具体的な措置の内容について

も記載する。なお、面接指導の時点では、具体的な措置の選択や内容まで判断がつかない

場合には、考えられる措置（複数でも可）を選択し、具体的な内容の記載については、記

載困難な場合は空欄とする。 

「６．その他」の具体的な記載例としては、上記のほか、「代休の取得」、「休日出勤の減

少」、「夜勤明けは休日とする」、「夜勤中に仮眠が取れるようにする」などが考えられる。 

 

６：医療機関への受診が必要な場合は、必要に応じて配慮事項を記載する。 

 

７：その他、事業者に対して伝えておくべき事項があれば、必要に応じて記載する。 
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（７）脳・心臓疾患のリスク評価の方法（例） 

※長時間労働者に対する面接指導の際に使用可能 
 

日本高血圧学会・高血圧治療ガイドライン2014年版による手順を示します。 

 

ステップ１ 血圧の評価：表１により対象者の血圧を評価、分類します。 

↓ 

ステップ２ 高血圧以外の脳・心臓疾患の危険因子の評価：表２により対象者の、高血圧以外の

脳・心臓疾患の危険因子を評価します。 

↓ 

ステップ３ 脳・心臓疾患リスクの評価：ステップ１とステップ２の情報をもとに、表３を用い

て脳・心臓疾患リスクの評価を行います。 

 

表１ 血圧の分類 

  収 縮 期 血 圧

（mmHg） 

 拡 張 期 血 圧

（mmHg） 

正常域血圧 至適血圧 <120 かつ <80 

 正常血圧 120-129 かつ／または 80-84 

 正常高値血圧 130-139 かつ／または 85-89 

高血圧 Ⅰ度高血圧 140-159 かつ／または 90-99 

 Ⅱ度高血圧 160-179 かつ／または 100-109 

 Ⅲ度高血圧 ≧180 かつ／または ≧110 

 （孤立性）収縮期

高血圧 

≧140 かつ ＜90 

高血圧治療ガイドライン2014年版から作成． 

 

表２ 高血圧以外の脳・心臓疾患の危険因子 

高血圧以外の心血管病の危険因子 メタボリックシンドロームの診断基準（８学会

策定新基準, 2005） 

1)年齢（65歳以上） 

2)喫煙 

3)脂質異常症 

低ＨＤＬコレステロール血症（＜40 mg/dL） 

高LDLコレステロール血症（≧140 mg/dL） 

 高トリグリセライド血症（≧150 mg/dL） 

4)肥満（BMI≧25）（特に内臓脂肪型肥満） 

5)メタボリックシンドローム 

6)若年（50歳未満）発症の心血管病の家族歴 

7)糖尿病 

 空腹時血糖≧126mg/dL 

 負荷後血糖2時間値≧200mg/dL 

 随時血糖≧200mg/dL 

  HbA1c≧6.5％（NGSP値） 

1) 腹腔内脂肪蓄積 

 ウエスト周囲径 男性≧85cm 女性≧90ｃ

ｍ 

 （内臓脂肪面積 男女とも≧100cm2に相当） 

上記に加えて下記のうち２項目以上 

2) 脂質値 

 トリグリセライド ≧150mg/dL 

 かつ／または 

 HDLコレステロール ＜40mg/dL 

3) 血圧値 

 収縮期血圧 ≧130mmHg 

 かつ／または 

 拡張期血圧 ≧85mmHg 

4) 血糖値 

 空腹時血糖 ≧100mg/dL 

高血圧治療ガイドライン2014年版から作成. 
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表３ 診察室血圧とその他の危険因子に基づいた脳・心臓疾患リスクの評価 

 Ⅰ度高血圧 

140-159かつ/または

90-99 mmHg 

Ⅱ度高血圧 

160-179かつ/または

100-109 mmHg 

Ⅲ度高血圧 

≧180かつ/または≧

110 mmHg 

リスク第一層（予後影

響因子がない） 
低リスク 中等リスク 高リスク 

リスク第二層（糖尿病

以外の１～２個の危険

因子、または３項目を

満たすメタボリックシ

ンドローム） 

中等リスク 高リスク 高リスク 

リスク第三層（糖尿病、

慢性腎臓病（CKD）、

あるいは臓器障害/心

血管病の存在、4項目

を満たすメタボリック

シンドローム、または

３個以上の危険因子） 

高リスク 高リスク 高リスク 

高血圧治療ガイドライン2014年版を一部改変. 

 

  注：「予後影響因子」、「危険因子」は、表２「高血圧以外の脳・心臓疾患の危険因子」を参照 

 

 

このほか以下のガイドラインも参考になります。 

 脳心血管病予防に関する包括的リスク管理合同会議. 脳心血管病予防に関する包括的リスク

管理チャート, 2015. 

http://www.naika.or.jp/info/crmcfpoccd/ 

 日本動脈硬化学会編：動脈硬化性疾患予防ガイドライン2012年版,2012． 

 厚生労働科学研究費（労働安全衛生総合研究）「過重労働等による労働者のストレス負荷の評

価に関する研究」過重労働等健康リスク予知チャート, 2008. 

https://mental.m.u-tokyo.ac.jp/jstress/riskchart/ 

25



生年月日 年　　月　　日 雇 入 年 月 日

性 別 男　　　・　　女

年　　　月　　　日 年　　　月　　　日 年　　　月　　　日 年　　　月　　　日

歳 歳 歳 歳

右 （　　　　） （　　　　） （　　　　） （　　　　）

左 （　　　　） （　　　　） （　　　　） （　　　　）

右　　　1000Hｚ １所見なし２所見あり １所見なし２所見あり １所見なし２所見あり １所見なし２所見あり

4000Ｈｚ １所見なし２所見あり １所見なし２所見あり １所見なし２所見あり １所見なし２所見あり

左　　　1000Ｈｚ １所見なし２所見あり １所見なし２所見あり １所見なし２所見あり １所見なし２所見あり

4000Ｈｚ １所見なし２所見あり １所見なし２所見あり １所見なし２所見あり １所見なし２所見あり

検 査 方 法 １オージオ　　２その他 １オージオ　　２その他 １オージオ　　２その他 １オージオ　　２その他

直接　　　　間接 直接　　　　間接 直接　　　　間接 直接　　　　間接

　　年　　　月　　　日 　　年　　　月　　　日 　　年　　　月　　　日 　　年　　　月　　　日

Ｎｏ． Ｎｏ． Ｎｏ． Ｎｏ．

血 色 素 量 （ ｇ ／ ｄ ｌ ）

赤血球数（万／mm3）

Ｇ Ｏ Ｔ （ Ｉ Ｕ ／ ｌ ）

Ｇ Ｐ Ｔ （ Ｉ Ｕ ／ ｌ ）

γ － Ｇ Ｔ Ｐ （ Ｉ Ｕ ／ ｌ ）

ＬＤＬコレステロール（ｍｇ／ｄｌ）

ＨＤＬコレステロール（ｍｇ／ｄｌ）

トリグリセライド（ｍｇ／ｄｌ）

糖 ─　┼　┼┼　┼┼┼ ─　┼　┼┼　┼┼┼ ─　┼　┼┼　┼┼┼ ─　┼　┼┼　┼┼┼

蛋白 ─　┼　┼┼　┼┼┼ ─　┼　┼┼　┼┼┼ ─　┼　┼┼　┼┼┼ ─　┼　┼┼　┼┼┼

血 圧 (mm Ｈ ｇ ）

肝 機 能
検 査

血 糖 検 査 （ ｍ ｇ ／ ｄ ｌ ）

検 査

他 覚 症 状

貧 血

　

心 電 図 検 査

氏 名

視 力

聴 力

胸 部 エ ッ ク ス 線 検 査

フ イ ル ム 番 号

喀 痰 検 査

健 診 年 月 日

年 齢

他 の 法 定 特 殊 健 康
診 断 の 名 称

業 務 歴

既 往 歴

自 覚 症 状

歳

身 長 （ ｃ ｍ ）

体 重 （ ｋ ｇ ）

Ｂ Ｍ Ｉ

年　　　月　　　日

（　　　　）

（　　　　）

様式第５号（第５１条関係）（２）（表面）

健　　康　　診　　断　　個　　人　　票

年　　　　月　　　　日

１所見なし ２所見あ
り

１所見なし ２所見あ
り

１オージオ　　２その他

直接　　　　間接

１所見なし ２所見あ
り

１所見なし ２所見あ
り

　　年　　　月　　　日

Ｎｏ．

血 中 脂
質 検 査

─　┼　┼┼　┼┼┼

─　┼　┼┼　┼┼┼
尿 検 査

腹 囲 （ ｃ ｍ ）
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年　　　月　　　日 年　　　月　　　日 年　　　月　　　日 年　　　月　　　日

備考
1

2

3

体　重（ｋｇ）

身　長（ｍ）2

4
5

6

7
8

9
10

ＢＭＩ=

「視力」の欄は、矯正していない場合は（　）外に、矯正している場合は（　）内に記入すること。　

「歯科医師による健康診断」の欄は、労働安全衛生規則第４８条の健康診断を実施した場合に記入すること。

「歯科医師の意見」の欄は、歯科医師による健康診断の結果、異常の所見があると診断された場合に、就業上の措置について
歯科医師の意見を記入すること。

「聴力」の欄の検査方法については、オージオメーターによる場合は１に、オージオメーター以外による場合は２に丸印をつける
こと。なお、労働安全衛生規則第４４条第５項の規定により医師が適当と認める方法により行った聴力の検査については、１００
０ヘルツ及び４０００ヘルツの区分をせずに所見の有無を１０００ヘルツの所に記入すること。

「その他の法定検査」の欄は、労働安全衛生規則第４７条の健康診断及び労働安全衛生法第６６条第４項の規定により都道府
県労働基準局長の指示を受けて行った健康診断のうち、それぞれの該当欄以外の項目についての結果を記入すること。

「医師の診断」の欄は、異常なし、要精密検査、要治療等の医師の診断を記入すること。

「医師の意見」の欄は、健康診断の結果、異常の所見があると診断された場合に、就業上の措置について医師の意見を記入す
ること。

Ｂ Ｍ Ｉ は、次の算式により算出すること。

歯科医師による健康診断を
実施した歯科医師の氏名 印

意見を述べた医師の氏名印

健 診 年 月 日

そ の 他 の 法 定 検 査

そ の 他 の 検 査

年　　　月　　　日

医 師 の 診 断

様式第５号（第５１条関係）（２）（裏面）

意 見 を 述 べ た 歯 科
医 師 の 氏 名 印

健 康 診 断 を 実 施 し た
医 師 の 氏 名 印

医 師 の 意 見

歯科医師による健康診断

（１．有機溶剤　　　２．鉛　　　３．四アルキル鉛　　　４．特定化学物質　　　５．高気圧作業　　　６．電離放射線　　　７．石綿
８．じん肺）

労働安全衛生規則第４４条、第４５条若しくは第４７条若しくは第４８条までの健康診断、労働安全衛生法第６６条第４項の健康
診断（雇入時の健康診断を除く。）又は同法第６６条の２の健康診断を行ったときに用いること。

「他の法定特殊健康診断の名称」の欄には、当該労働者が特定の業務に就いていることにより行うことになっている法定の健康
診断がある場合に、次の番号を記入すること。

備 考

歯 科 医 師 の 意 見
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定期健康診断項目の診療報酬点数

診療報酬点数

1
既往歴及び業務歴の調
査

2
自覚症状及び他覚症状
の有無の検査

　

3 身長、体重、腹囲、

4 血圧の測定

5 聴力

6 視力

7 胸部エックス線検査及び （アナログ60点/デジタル68点）判断料85点

8 喀痰検査
342点（直接鏡検法50点、細菌塗抹検査32点、細菌培養検査260点（結
核を疑った場合））

9
尿検査（糖、蛋白の有
無）

○尿糖
○尿蛋白

10 心電図検査 ○心電図（130点）

11 （採血料） 25点

12 貧血検査（Hb、RBC）
○RBC、○Hb
（「末梢血液一般検査21点」に含む）

13 血糖検査 （○HbA1ｃ（49点）にて代替可）

14
肝機能検査
（GOT、GPT、γ-GTP）

○GOT17点※
○GPT17点※
○γ-GTP11点※

15
血中脂質検査
（LDL、HDL、TG）

○LDL（18点）※＊
○HDL（17点）※＊
○TG（11点）※

16 血糖検査 ○空腹時血糖（11点）※

現行は健診項目でないもの
17 クレアチニン ○クレアチニン11点※
18 血中脂質検査 ○TC17点※＊

※印の項目は実施数に応じて診療報酬点数が決まっている。
5～7項目 93点
8～9項目 99点
10項目以上 115点

定期健康診断の項目

＊HDLコレステロール、総コレステロール及びLDLコレステロールを併せて測定した場合は、主た
るもの２つの所定点数を算定する。
※印の項目は実施数に応じて診療報酬点数が決定するが、１回に採取した血液を用いてHDLコレ
ステロール、総コレステロール及びLDLコレステロールを含む５項目以上を実施する場合は、コレ
ステロールの検査３項目の実施数を２項目とみなす。

生化学的検査（Ⅰ）判断料144点

血液学的検査判断料125点

該当なし（初診料等、基本診療料に含まれる。）

初診料282点、再診料72点、外来診療料73点

26点（判断料含む）
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雇
用
管
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に
関
す
る
個
人
情
報
の
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情
報
を
取
り
扱
う
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項
 

  

第
１
 
趣
旨
 

  
 
こ
の
留
意

事
項
は
、
雇
用
管
理
分
野
に
お
け
る
個
人
情
報
保
護
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
平
成

2
4

年
厚
生
労
働

省
告
示
第

3
5
7
号
。
以
下
「
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
」
と
い
う
。
）
に
定

め
る
雇
用
管
理
に
関
す
る

個
人
情

報
の

う
ち
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康
情

報
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取

扱
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に
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い

て
、

ガ
イ

ド
ラ
イ

ン
に
定

め
る

措
置
の

実
施

等
に
加
え

て
事
業
者
が

留
意
す
べ
き
事
項
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。

 

 第
２
 
健
康
情

報
の
定
義
 

  
 
個
人
情
報

の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成

1
5
年
法
律
第

5
7
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
２

条
及

び
ガ
イ

ド
ラ

イ
ン
第

２
に

定
め
る

雇
用

管
理
に

関
す

る
個

人
情
報

の
う
ち

、
こ

の
留
意

事
項

に
お
い
て

取
り
扱
う
労

働
者
の
健
康
に
関
す
る
個
人
情
報
（
以
下
「
健
康
情
報
」
と
い
う
。
）
は
、
健
康
診
断
の
結

果
、
病

歴
、

そ
の
他

の
健

康
に
関

す
る

も
の
を

い
い

、
健

康
情
報

に
該
当

す
る

も
の
の

例
と

し
て
、
次

に
掲
げ
る
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の
が
挙
げ
ら
れ
る
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（
１

）
産
業

医
、

保
健

師
、
衛

生
管

理
者
そ

の
他

の
労
働

者
の
健

康
管

理
に

関
す
る

業
務
に

従
事

す
る

者
（
以
下
「
産
業
保
健
業

務
従
事
者
」
と
い
う
。
）
が
労
働
者
の
健
康
管
理
等
を
通
じ
て
得
た
情
報

 

（
２
）
労
働

安
全
衛
生
法
（
昭
和

4
7
年
法
律
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5
7
号
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安
衛
法
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と
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う
。
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6
5
条
の
２
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価
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づ
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て
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者
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健
康
を

保
持
す
る
た
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必
要
が
あ
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と
認
め
た
と
き
に
実
施
し
た
健
康
診
断
の
結
果

 

（
３
）
安
衛
法
第

6
6
条
第
１
項
か
ら
第
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項
ま
で
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規
定
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づ
き
事
業
者
が
実
施
し
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健
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診
断
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結
果
並
び

に
安
衛
法
第

6
6
条
第
５
項
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第

6
6
条
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２
の
規
定
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づ
き
労
働
者
か
ら
提
出
さ

れ
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健
康

診
断
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結
果
 

（
４
）
安
衛
法
第

6
6
条
の
４
の
規
定
に
基

づ
き
事
業
者
が
医
師
又
は
歯
科
医
師
か
ら
聴
取
し
た
意
見
及

び
第

6
6
条
の
５
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
事
業
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講
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健
康
診
断
実
施
後
の
措
置
の
内
容

 

（
５
）
安
衛
法

第
6
6
条
の
７
の
規
定
に
基
づ
き

事
業
者
が
実
施
し
た
保
健
指
導
の
内
容
 

 
（
６
）
安
衛
法
第

6
6
条
の
８
第
１
項
の
規

定
に
基
づ
き
事
業
者
が
実
施
し
た
面
接
指
導
の
結
果
及
び
同

条
第
２

項
の
規
定
に
基
づ
き
労
働
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
面
接
指
導
の
結
果

 

 
（
７
）
安
衛
法
第

6
6
条
の
８
第
４
項
の
規

定
に
基
づ
き
事
業
者
が
医
師
か
ら
聴
取
し
た
意
見
及
び
同
条

第
５
項

の
規
定
に
基
づ
き
事
業
者
が
講
じ
た
面
接
指
導
実
施
後
の
措
置
の
内
容

 

 
（
８
）
安
衛
法
第

6
6
条
の
９
の
規
定
に
基

づ
き
事
業
者
が
実
施
し
た
面
接
指
導
又
は
面
接
指
導
に
準
ず

る
措
置

の
結
果
 

 
（
９
）
安
衛

法
第

6
6
条
の

1
0
第
１
項
の

規
定
に
基
づ
き
事
業
者
が
実
施
し
た
心
理
的
な
負
担
の
程
度

を
把
握

す
る
た
め
の
検
査
（
以
下
「
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
」
と
い
う
。
）
の
結
果

 

 
（
1
0
）
安
衛

法
第

6
6
条
の

1
0
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
き
事
業
者
が
実
施
し
た
面
接
指
導
の
結
果

 

 
（
1
1
）
安
衛

法
第

6
6
条
の

1
0
第
５
項
の

規
定
に
基
づ
き
事
業
者
が
医
師
か
ら
聴
取
し
た
意
見
及
び
同

条
第
６

項
の
規
定
に
基
づ
き
事
業
者
が
講
じ
た
面
接
指
導
実
施
後
の
措
置
の
内
容

 

（
1
2
）
安
衛
法
第

6
9
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
健
康
保
持
増
進
措
置
を
通
じ
て
事
業
者
が
取
得
し
た

2
 

 

健
康
測
定
の
結
果
、
健
康
指
導
の
内
容
等
 

 
（
1
3
）
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和

2
2
年
法
律
第

5
0
号
）
第

2
7
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
労
働
者

か
ら
提

出
さ
れ
た
二
次
健
康
診
断
の
結
果

 

 
（
1
4
）
健
康

保
険
組
合
等
が
実
施
し
た
健
康
診
断
等
の
事
業
を
通
じ
て
事
業
者
が
取
得
し
た
情
報

 

 
（
1
5
）
受
診

記
録
、
診
断
名
等
の
療
養
の
給
付
に
関
す
る
情
報

 

 
（
1
6
）
事
業

者
が
医
療
機
関
か
ら
取
得
し
た
診
断
書
等
の
診
療
に
関
す
る
情
報

 

 
（
1
7
）
労
働

者
か
ら
欠
勤
の
際
に
提
出
さ
れ
た
疾
病
に
関
す
る
情
報

 

 
（
1
8
）（

１
）
か
ら
（
1
7
）
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
任
意
に
労
働
者
等
か

ら
提
供
さ
れ
た
本
人
の

病
歴
、

健
康
診
断
の
結
果
、
そ
の
他
の
健
康
に
関
す
る
情
報

 

 第
３
 
健
康
情

報
の
取
扱
い
に
つ
い
て
事
業
者
が
留
意
す
べ
き
事
項

 

  
１
 
事
業
者

が
健
康
情
報
を
取
り
扱
う
に
当
た
っ
て
の
基
本
的
な
考
え
方

 

 
（
１

）
健
康

情
報

は
労

働
者
個

人
の
心

身
の

健
康

に
関
す

る
情
報

で
あ

り
、

本
人
に

対
す
る

不
利

益
な

取
扱
い

又
は

差
別

等
に
つ

な
が
る

お
そ

れ
の

あ
る
機

微
な
情

報
で

あ
る

た
め
、

事
業
者

は
健

康
情

報
の
適

正
な
取
扱
い
に
特
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 
（
２

）
健
康

情
報

は
、

労
働
者

の
健
康

確
保

に
必

要
な
範

囲
で
利

用
さ

れ
る

べ
き
も

の
で
あ

り
、

事
業

者
は
、

労
働

者
の

健
康
確

保
に
必

要
な

範
囲

を
超
え

て
こ
れ

ら
の

健
康

情
報
を

取
り
扱

っ
て

は
な

ら
な
い

。
 

  
２
 
法
第

1
7
条
に
規
定
す
る
適
正
な
取
得
に
関
す
る
事
項
（
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
第

５
の

１
か

ら
３

関
係

）
 

 
（
１

）
事
業

者
は

、
法

令
に
基

づ
く
場

合
を

除
き

、
労
働

者
の
健

康
情

報
を

取
得
す

る
場
合

は
、

あ
ら

か
じ
め

本
人

に
利

用
目
的

を
明
示

し
、

本
人

の
同
意

を
得
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

。
た
だ

し
、

自
傷

他
害
の

お
そ

れ
が

あ
る
な

ど
、
労

働
者

の
生

命
又
は

身
体
の

保
護

の
た

め
に
緊

急
に
必

要
が

あ
る

場
合
は

こ
の
限
り
で
は
な
い
。
 

 
（
２
）
安
衛

法
第

6
6
条
の

1
0
第
２
項
に
お
い
て
、
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
を
実
施
し
た
医
師
、
保
健
師

そ
の
他

の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
（
以
下
「
実
施
者
」
と
い
う
。
）
は
、
労
働
者
の
同
意
を
得

な
い
で

ス
ト

レ
ス

チ
ェ
ッ

ク
結
果

を
事

業
者

に
提
供

し
て
は

な
ら

な
い

こ
と
と

さ
れ
て

お
り

、
事

業
者
は

、
実
施
者
又
は
そ
の
他
の
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
の

実
施
の
事
務
に
従
事
し
た
者
（
以
下
「
実

施
事
務

従
事
者
」
と
い

う
。
）
に
提
供
を
強
要
す
る
又
は
労
働
者
に
同
意
を
強
要
す
る
等
の
不
正
の

手
段
に

よ
り
、
労
働
者
の
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
の
結
果
を
取
得
し
て
は
な
ら
な
い
。

 

  
３
 
法
第

2
0
条
に
規
定
す
る
安
全
管
理
措
置
及
び
法
第

2
1
条
に
規
定
す
る
従
業
者
の
監
督
に
関
す
る

事
項
（
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
第
６
の
２
及
び
３
関
係
）

 

 
（
１

）
事
業

者
は

、
健

康
情
報

の
う
ち

診
断

名
、

検
査
値

、
具
体

的
な

愁
訴

の
内
容

等
の
加

工
前

の
情

報
や
詳

細
な

医
学

的
情
報

の
取
扱

い
に

つ
い

て
は
、

そ
の
利

用
に

当
た

っ
て
医

学
的
知

識
に

基
づ

く
加
工

・
判

断
等

を
要
す

る
こ
と

が
あ

る
こ

と
か
ら

、
産
業

保
健

業
務

従
事
者

に
行
わ

せ
る

こ
と

が
望
ま

し
い
。
 

 
（
２

）
事
業

者
は

、
産

業
保
健

業
務
従

事
者

か
ら

産
業
保

健
業
務

従
事

者
以

外
の
者

に
健
康

情
報

を
提

供
さ
せ

る
時

は
、

当
該
情

報
が
労

働
者

の
健

康
確
保

に
必
要

な
範

囲
内

で
利
用

さ
れ
る

よ
う

、
必

29
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要
に
応

じ
て

、
産

業
保
健

業
務
従

事
者

に
健

康
情
報

を
適

切
に
加

工
さ

せ
る
等

の
措
置

を
講

ず
る

こ
と
。

 

 
（
３

）
個
人

の
ス

ト
レ

ス
チ
ェ

ッ
ク

結
果
を

取
り

扱
う
実

施
者
及

び
実

施
事

務
従
事

者
に
つ

い
て

は
、

あ
ら
か

じ
め

衛
生

委
員
会

等
に
よ

る
調

査
審

議
を
踏

ま
え

て
事
業

者
が

指
名
し

、
全
て

の
労

働
者

に
周
知

す
る
こ
と
。
 

 
（
４
）
ス
ト
レ

ス
チ
ェ
ッ
ク
結
果
は
、
詳
細
な
医
学
的
情
報
を
含
む
も
の
で
は
な
い
た
め
、
事
業
者
は
、

そ
の
情

報
を

産
業

保
健
業

務
従
事

者
以

外
の

者
に
も

取
り

扱
わ
せ

る
こ

と
が
で

き
る
が

、
事

業
者

へ
の
提

供
に

つ
い

て
労
働

者
の
同

意
を

得
て

い
な
い

場
合

に
は
、

ス
ト

レ
ス
チ

ェ
ッ
ク

を
受

け
る

労
働
者

に
つ
い
て
解
雇
、
昇
進
又
は
異
動
（
以
下
「
人
事

」
と
い
う
。
）
に
関
し
て
直
接
の
権
限
を

持
つ
監

督
的

地
位

に
あ
る

者
に
取

り
扱

わ
せ

て
は
な

ら
な

い
。
ま

た
、

事
業
者

は
、
ス

ト
レ

ス
チ

ェ
ッ
ク

結
果

を
労

働
者
の

人
事
を

担
当

す
る

者
（
人

事
に

関
し
て

直
接

の
権
限

を
持
つ

監
督

的
地

位
に
あ

る
者
を
除
く
。
）
に
取
り
扱
わ
せ
る
時
は
、
労
働
者

の
健
康
確
保
に
必
要
な
範
囲
を
超
え
て

人
事
に

利
用

さ
れ

る
こ
と

の
な
い

よ
う

に
す

る
た
め

、
次

に
掲
げ

る
事

項
を
当

該
者
に

周
知

す
る

こ
と
。

 

 
 
 
（
ａ
）

当
該
者
に
は
安
衛
法
第

1
0
4
条
の
規
定
に
基
づ
き
秘
密
の
保
持
義
務
が
課
さ
れ
る
こ
と
。
 

 
 
 

（
ｂ
）

ス
ト

レ
ス

チ
ェ
ッ

ク
結
果

の
取

り
扱

い
は
、

医
師
等

の
ス

ト
レ

ス
チ
ェ

ッ
ク
の

実
施

者
の

指
示
に

よ
り

行
う

も
の

で
あ
り
、

所
属

部
署

の
上

司
等
の
指

示
を

受
け

て
、

そ
の
結
果

を
漏

ら
し
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

 

 
 
 

（
ｃ
）

ス
ト

レ
ス

チ
ェ
ッ

ク
結
果

を
、

自
ら

の
所
属

部
署
の

業
務

等
の

う
ち
ス

ト
レ
ス

チ
ェ

ッ
ク

の
実
施
の
事
務
と
は
関
係
し
な
い
業
務
に
利
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

 

 
（
５

）
イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
や
社

内
イ

ン
ト
ラ

ネ
ッ

ト
等
の

情
報
通

信
技

術
を

利
用
し

て
ス
ト

レ
ス

チ
ェ

ッ
ク
を

実
施
す
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
満
た
す
必
要
が
あ
る
こ
と
。

 

 
 
 

（
ａ
）

個
人

情
報

の
保
護

や
改
ざ

ん
の

防
止

等
の
セ

キ
ュ
リ

テ
ィ

の
確

保
の
た

め
の
仕

組
み

が
整

っ
て
お
り
、
そ
の
仕
組
み
に
基

づ
い
て
個
人
の
結
果
の
保
存
が
適
切
に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

 
 
 

（
ｂ
）

本
人

以
外

に
個
人

の
ス
ト

レ
ス

チ
ェ

ッ
ク
結

果
を
閲

覧
す

る
こ

と
の
で

き
る
者

の
制

限
が

な
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

  
４
 
法
第

2
2
条
に
規
定
す
る
委
託
先
の
監
督
に
関
す
る
事
項
（
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第
６
の
４
関
係
）

 

 
 
 

健
康
診

断
、

ス
ト

レ
ス
チ

ェ
ッ
ク

又
は

面
接

指
導
の

全
部

又
は
一

部
を

医
療
機

関
、
メ

ン
タ

ル
ヘ

ル
ス
ケ
ア

へ
の
支
援
を
行
う
機
関
等
（
以
下
「
外
部
機
関
」
と
い
う
。
）
に
委
託
す
る
場
合
に
は
、
当

該
委
託

先
に

お
い
て

、
情

報
管
理

が
適

切
に
行

わ
れ

る
体

制
が
整

備
さ
れ

て
い

る
か
に

つ
い

て
、
事

前
に
確
認

す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
 

  
５
 
法
第

2
3
条
第
１
項
に
規
定
す
る
本
人
の
同
意
に
関
す
る
事
項
（
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第
７
の
１
、
２
及

び
４
関
係

）
 

 
（
１
）
事
業

者
が
、
労
働
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
診
断
書
の
内
容
以
外
の
情
報
に
つ
い
て
医
療
機
関
か
ら

健
康
情

報
を
収
集
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
、
事
業
者
か
ら
求
め
ら
れ
た
情
報
を
医
療
機
関
が
提
供

す
る
こ

と
は
、
法
第
２
３
条
の
第
三
者
提
供
に
該
当
す
る
た
め
、
医
療
機
関
は
労
働
者
か
ら
同
意

を
得
る

必
要
が
あ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
事
業
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
こ
れ
ら
の
情
報
を
取

得
す
る

目
的
を
労
働
者
に
明
ら
か
に
し
て
承
諾
を
得
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
、
こ
れ
ら
の
情

4
 

 

報
は
労

働
者
本
人
か
ら
提
出
を
受
け
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

 

 
（
２
）
安
衛

法
第

6
6
条
第
１
項
か
ら
第
４
項
ま
で
の
規
定
に
基
づ
く
健
康
診
断
及
び
第

6
6
条
の
８
第

１
項
の

規
定
に
基
づ
く
面
接
指
導
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
お
い
て
事
業
者
は
医
師
若
し

く
は
歯

科
医
師
に
よ
る
健
康
診
断
又
は
医
師
に
よ
る
面
接
指
導
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ

れ
て
い

る
。
事
業
者
は
、
健
康
診
断
又
は
面
接
指
導
の
実
施
に
当
た
っ
て
、
外
部
機
関
に
健
康
診

断
又
は

面
接
指
導
の
実
施
を
委
託
す
る
場
合
に
は
、
事
業
者
は
、
健
康
診
断
又
は
面
接
指
導
の
実

施
に
必

要
な
労
働
者
の
個
人
情
報
を
外
部
機
関
に
提
供
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
安
衛
法
第

6
6

条
の
３

、
第

6
6
条
の
４
、
第

6
6
条
の
８
第
３
項
及
び
第
４
項
に
お
い
て
、
事
業
者
は
、
健
康
診

断
又
は

面
接
指
導
の
結
果
の
記
録
及
び
当
該
結
果
に
係
る
医
師
又
は
歯
科

医
師
か
ら
の
意
見
聴
取

が
義
務

付
け
ら
れ
て
お
り
、
第

6
6
条
の
６
に
お
い
て
、
事
業
者
は
、
健
康

診
断
結
果
の
労
働
者
に

対
す
る

通
知
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
事
業
者
が
こ
れ
ら
の
義
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
は
、
健

康
診
断

又
は
面
接
指
導
の
結
果
が
外
部
機
関
か
ら
事
業
者
に
報
告
（
提
供
）
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
事
業
者
が
外
部
機
関
に
こ
れ
ら
の
健
康
診
断
又
は
面
接
指
導
を
委

託
す
る

た
め
に
必
要
な
労
働
者
の
個
人
情
報
を
外
部
機
関
に
提
供
し
、
ま
た
、
外
部
機
関
が
委
託

元
で
あ

る
事
業
者
に
対
し
て
労
働
者
の
健
康
診
断
又
は
面
接
指
導
の
結
果
を
報
告
（
提
供
）
す
る

こ
と
は

、
そ
れ
ぞ
れ
安
衛
法
に
基
づ
く
事
業
者
の
義
務
を
遂
行

す
る
行
為
で
あ
り
、
法
第

2
3
条
第

１
項
第

１
号
の
「
法
令
に
基
づ
く
場
合
」
に
該
当
し
、
本
人
の
同
意
を
得
な
く
て
も
第
三
者
提
供

の
制
限

は
受
け
な
い
。
 

 
（
３

）
事
業

者
は

、
ス

ト
レ
ス

チ
ェ
ッ

ク
の

実
施

に
当
た

っ
て
、

外
部

機
関

に
ス
ト

レ
ス
チ

ェ
ッ

ク
の

実
施
を

委
託

す
る

場
合
に

は
、
ス

ト
レ

ス
チ

ェ
ッ
ク

の
実
施

に
必

要
な

労
働
者

の
個
人

情
報

を
外

部
機
関

に
提

供
す

る
必
要

が
あ
る

。
こ

の
場

合
に
お

い
て
、

当
該

提
供

行
為
は

、
安
衛

法
に

基
づ

く
事
業

者
の
義
務
を
遂
行
す
る
行
為
で
あ
り
、
法
第

2
3
条
第
１
項
第
１
号
の
「
法
令
に
基
づ
く
場

合
」
に

該
当
す
る
こ
と
か
ら
、
本
人
の
同
意
を
得
な
く
て
も
第
三
者
提
供
の
制
限
は
受
け
な
い
。

 

 
 
 
 
ま
た

、
安
衛
法
第

6
6
条
の

1
0
第
２
項
に
お
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
を
受
け

た
労
働

者
の

同
意

を
得
な

い
で
、

そ
の

結
果

を
事
業

者
に
提

供
し

て
は

な
ら
な

い
こ
と

と
さ

れ
て

い
る
。

こ
の

た
め

、
外
部

機
関
が

、
あ

ら
か

じ
め
本

人
の
同

意
を

得
な

い
で
、

委
託
元

で
あ

る
事

業
者
に

対
し
て
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
結
果
を
提
供
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

 

 
 
 
 
さ
ら

に
、
安
衛
法
第

6
6
条
の

1
0
第
３
項
に
お
い
て
、
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
の
結
果
の
通
知
を
 

受
け
た
労
働
者
で
あ
っ
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
が
申
し
出
た
と
き
は
、

事
業
者
は
、
面
接
指
導
の
実
施
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
事
業
者
が
こ
の

義
務
を
遂
行
す
る
た
め

に
は
、
当
該
労
働
者
が
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め
に
、

労
働
者
に
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
の
提
出
を
求
め
る
ほ
か
、
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
を
実
施
し
た
外
部
機

関
に
対
し
て
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
結
果
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
労
働
者
の
申
出

は
、
事
業
者
へ
の
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
結
果
の
提
供
に
同
意
し
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か

ら
、
事
業
者
の
求
め
に
応
じ
て
外
部
機
関
が
事
業
者
に
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
結
果
を
提
供
す
る
に
当

た
っ
て
、
改
め
て
本
人
の
同
意
を
得
る
必
要
は
な
い
。

 

 
 
 
 
な
お

、
事
業
者
が
、
安
衛
法
第

6
6
条
の
８
第
１
項
又
は
第

6
6
条
の

1
0
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
 

く
面
接
指
導
を
委
託
す
る
た
め
に
必
要
な
労
働
者
の
個
人
情
報
を
外
部
機
関
に
提
供
し
、
ま
た
、
外

部
機
関
が
委
託
元
で
あ
る
事
業
者
に
対
し
て
労
働
者
の
面
接
指
導
の
結
果
を
提
供
す
る
こ
と
は
、
５

（
２
）
に
規
定
す
る
健
康
診
断
等
の
場
合
と
同
様
に
、
安
衛
法
に
基
づ
く
事

業
者
の
義
務
を
遂
行
す

30
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る
行
為
で

あ
り
、
法
第

2
3
条
第
１
項

第
１
号
の
「
法
令
に
基
づ
く
場
合
」
に
該
当
し
、
本
人
の
同

意
を
得
な

く
て
も
第
三
者
提
供
の
制
限
は
受
け
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
本
人
の
同
意
を
得
な

く
て
も
第

三
者
提
供
の
制
限
を
受
け
な
い
健
康
情
報
に
は
、
面
接
指
導
の
実
施
に
必
要
な
情
報
と
し

て
事
業
者

か
ら
当
該
外
部
機
関
に
提
供
す
る
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク

結
果
も
含
ま
れ
る
。
 

 
（
４

）
労
働

者
派

遣
事

業
の
適

正
な

運
営
の

確
保

及
び
派

遣
労
働

者
の

保
護

等
に
関

す
る
法

律
（

昭
和

6
0
年
法

律
第

8
8
号
）（

以
下
「
労
働

者
派
遣
法
」
と
い
う
。
）
第

4
5
条
第

1
0
項
及
び
第

1
4
項
に

お
い
て

、
派
遣
先
事
業
者
が
安

衛
法
第

6
6
条
第
２
項
か
ら
第
４
項
ま
で
の
規
定
に
基
づ
く
健
康
診

断
及
び

こ
れ

ら
の

健
康

診
断
の
結

果
に

基
づ

き
安

衛
法
第

6
6

条
の

４
の

規
定

に
基
づ

く
医

師
か

ら
の
意

見
聴

取
を

行
っ
た

と
き
は

、
健

康
診

断
の
結

果
を

記
載
し

た
書

面
を
作

成
し
、

当
該

派
遣

元
事
業

者
に

送
付

す
る
と

と
も
に

、
当

該
医

師
の
意

見
を

当
該
派

遣
元

事
業
者

に
通
知

し
な

け
れ

ば
な
ら

な
い

こ
と

と
さ
れ

て
い
る

。
こ

の
こ

と
か
ら

、
派

遣
先
事

業
者

が
、
派

遣
元
事

業
者

に
こ

れ
ら
の

健
康

診
断

の
結
果

及
び
医

師
の

意
見

を
記
載

し
た

書
面
を

提
供

す
る
こ

と
は
、

労
働

者
派

遣
法
の

規
定
に
基
づ
く
行
為
で
あ
り
、
法
第

2
3
条
第
１
項
第
１
号
の
「
法
令
に
基
づ
く
場
合
」
に

該
当
し

、
本
人
の
同
意
を
得
な
く
て
も
第
三
者
提
供
の
制
限
は
受
け
な
い
。

 

 
（
５

）
事
業

者
が

、
健

康
保
険

組
合

等
に
対

し
て

労
働
者

の
健
康

情
報

の
提

供
を
求

め
る
場

合
、

健
康

保
険
組

合
等

は
当

該
事
業

者
に
当

該
労

働
者

の
健
康

情
報

を
提
供

す
る

こ
と
を

目
的
と

し
て

取
得

し
て
い

な
い

た
め

、
法
第

２
３
条

の
第

三
者

提
供
の

制
限

に
該
当

し
、

健
康
保

険
組
合

等
は

労
働

者
（
被

保
険

者
）

の
同
意

を
得
る

必
要

が
あ

る
。
こ

の
場

合
に
お

い
て

も
、
事

業
者
は

、
あ

ら
か

じ
め
こ

れ
ら

の
情

報
を
取

得
す
る

目
的

を
労

働
者
に

明
ら

か
に
し

て
承

諾
を
得

る
と
と

も
に

、
必

要
に
応

じ
、
こ
れ
ら
の
情
報
は
労
働
者
本
人
か
ら
提
出
を
受
け
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

 

た
だ
し
、
事

業
者
が

健
康

保
険
組
合
等

と
共
同

で
健

康
診
断
を
実

施
す
る

場
合

等
に
お
い
て
、

法
第

2
3
条
第
４
項
第
３
号
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
場
合
は
、
当

該
共
同
利
用
者
は
第
三
者
に
該

当
し
な
い
た
め
、
当
該
労
働
者
の
同
意
を
得
る
必
要
は
な
い
。
 

 
（
６
）
高
齢
者

の
医
療

の
確
保
に
関
す
る
法
律
（

昭
和

5
7
年
法
律
第

8
0
号
）
第

2
7
条
第
２
項
及
び

第

３
項
の

規
定

に
よ

り
、
医

療
保
険

者
は

、
加

入
者
を

使
用

し
て
い

る
事

業
者
又

は
使
用

し
て

い
た

事
業
者

に
対
し
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
安
衛
法
そ
の
他
の
法
令
に
基
づ
き
、

そ
の
事

業
者

が
保

存
し
て

い
る
加

入
者

に
係

る
健
康

診
断

に
関
す

る
記

録
の
写

し
を
提

供
す

る
よ

う
求
め

る
こ

と
が

で
き
、

健
康
診

断
に

関
す

る
記
録

の
写

し
の
提

供
を

求
め
ら

れ
た
事

業
者

は
厚

生
労
働

省
令

で
定

め
る
と

こ
ろ
に

よ
り

、
そ

の
記
録

の
写
し

を
提

供
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い

と
さ

れ
て
い

る
。

こ
の

こ
と
か

ら
、
特

定
健

康
診

査
及
び

特
定

保
健
指

導
の

実
施
に

関
す
る

基
準

（
平

成
1
9
年

厚
生
労
働
省
令
第

1
5
7
号

）
第
２
条
に
定
め
る
項
目
に
係
る
記
録
の
写
し
に
つ
い
て
は
、

医
療
保

険
者

か
ら

の
提
供

の
求
め

が
あ

っ
た

場
合
に

事
業

者
が
当

該
記

録
の
写

し
を
提

供
す

る
こ

と
は
、
法
令
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
の
で
、
法
第

2
3
条
第
１
項
第
１
号
に
該
当
し
、
本
人
の
同
意

な
く
提

供
で
き
る
。
 

 
 
 

 
な
お

、
事

業
者

が
保
存

し
て
い

る
加

入
者

に
係
る

健
康
診

断
に

関
す

る
記
録

の
う
ち

、
特

定
健

康
診
査

及
び

特
定

保
健
指

導
の
実

施
に

関
す

る
基
準

第
２

条
に
定

め
る

項
目
に

含
ま
れ

な
い

も
の

（
業
務

歴
、

視
力

、
聴
力

、
胸
部

エ
ッ

ク
ス

線
検
査

、
喀

痰
検
査

）
に

つ
い
て

は
、
労

働
者

に
対

し
て
定

期
健

康
診

断
の
結

果
の
情

報
を

医
療

保
険
者

に
提

供
す
る

旨
を

明
示
し

、
同
意

を
得

る
こ

と
が
必

要
と

な
る

が
、
同

意
に
つ

い
て

は
、

定
期
健

康
診

断
実
施

時
の

受
診
案

内
等
へ

の
記

載
や

健
診
会

場
で
の
掲
示
等
黙
示
に
よ
る
も
の
が
含
ま
れ
る
。
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６
 
法
第

2
5
条
に
規
定
す
る
保
有
個
人
デ
ー
タ
の
開
示
に
関
す
る
事
項
（
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第
８
の
２
関

係
）
 

 
 
 
事
業
者

が
保
有
す
る
健
康
情
報
の
う
ち
、
安
衛
法
第

6
6
条
の
８
第
３
項
及
び
第

6
6
条
の

1
0
第
４

項
の
規

定
に

基
づ
き

事
業

者
が
作

成
し

た
面
接

指
導

の
結
果

の
記

録
そ
の

他
の

医
師
、

保
健

師
等
の

判
断
及

び
意

見
並
び

に
詳

細
な
医

学
的

情
報
を

含
む

健
康
情

報
に

つ
い
て

は
、

本
人
か

ら
開

示
の
請

求
が
あ

っ
た

場
合
は

、
原

則
と
し

て
開

示
し
な

け
れ

ば
な
ら

な
い

。
た
だ

し
、

本
人
に

開
示

す
る
こ

と
に
よ
り

、
法
第

2
5
条
第
１
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
開

示
し
な
い

こ
と
が
で
き
る
。
 

  
７
 
法
第

3
1
条
に
規
定
す
る
苦
情
の
処
理
に
関
す
る
事
項
（
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第
９
関
係
）

 

 
 
 

ガ
イ
ド

ラ
イ

ン
第

９
に
定

め
る
苦

情
を

処
理

す
る
た

め
の
窓

口
に

つ
い

て
は
、

健
康
情

報
に

係
る

苦
情
に

適
切

に
対
応

す
る

た
め
、

必
要

に
応
じ

て
産

業
保
健

業
務

従
事
者

と
連

携
を
図

る
こ

と
が
で

き
る
体
制

を
整
備
し
て
お
く
こ
と
が
望
ま
し
い
。

 

  
８
 

そ
の
他

事
業

者
が

雇
用
管

理
に
関

す
る

個
人

情
報
の

適
切
な

取
扱

い
を

確
保
す

る
た
め

の
措

置
を

行
う
に
当

た
っ
て
配
慮
す
べ
き
事
項
 

 
（
１

）
事
業

者
は

、
安

衛
法
に

基
づ
く

健
康

診
断

等
の
実

施
を
外

部
機

関
に

委
託
す

る
こ
と

が
多

い
こ

と
か
ら

、
健

康
情

報
に
つ

い
て
も

外
部

と
や

り
取
り

を
す
る

機
会

が
多

い
こ
と

や
、
事

業
場

内
に

お
い
て

も
健

康
情

報
を
産

業
保
健

業
務

従
事

者
以
外

の
者
に

取
り

扱
わ

せ
る
場

合
が
あ

る
こ

と
等

に
鑑
み

、
あ

ら
か

じ
め
、

ガ
イ
ド

ラ
イ

ン
第

８
に
掲

げ
る
も

の
の

ほ
か

、
以
下

に
掲
げ

る
事

項
に

つ
い
て

事
業

場
内

の
規
程

等
と
し

て
定

め
、

こ
れ
を

労
働
者

に
周

知
す

る
と
と

も
に
、

関
係

者
に

当
該
規

程
に
従
っ
て
取
り
扱
わ
せ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

 

 
 
 
（
ａ
）

健
康
情
報
の
利
用
目
的
及
び
利
用
方
法

に
関
す
る
こ
と
 

 
 
 
（
ｂ
）

健
康
情
報
に
係
る
安
全
管
理
体
制
に
関

す
る
こ
と
 

 
 
 

（
ｃ
）

健
康

情
報

を
取
り

扱
う
者

及
び

そ
の

権
限
並

び
に
取

り
扱

う
健

康
情
報

の
範
囲

に
関

す
る

こ
と
 

 
 
 
（
ｄ
）
健
康
情
報

の
開
示
、
訂
正
、
追
加
又

は
削
除
の
方
法
（
廃

棄
に
関
す
る
も
の
を
含
む
。
）
に

関
す
る
こ
と
 

 
 
 
（
ｅ
）

健
康
情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
苦
情
の
処
理
に
関
す
る
こ
と

 

 
（
２
）
事
業
者
は
、（

１
）
の
規
程
等
を
定
め
る
と
き
は
、
衛
生
委
員
会
等
に
お
い
て
審
議
を
行
っ
た
上

で
、
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
第

1
0
の
１
 
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
労
働
組
合
等
に
通
知
し
、
必
要
に
応

じ
て
協

議
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
。

 

 
（
３

）
Ｈ
Ｉ

Ｖ
感

染
症

や
Ｂ
型

肝
炎
等

の
職

場
に

お
い
て

感
染
し

た
り

、
蔓

延
し
た

り
す
る

可
能

性
が

低
い
感

染
症

に
関

す
る
情

報
や
、

色
覚

検
査

等
の

遺
伝
性
疾

病
に

関
す

る
情
報

に
つ
い

て
は

、
職

業
上
の

特
別
な
必
要
性
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
事
業
者
は
、
労
働
者
等
か
ら
取
得
す
べ
き
で
な
い
。

た
だ
し

、
労

働
者

の
求
め

に
応
じ

て
、

こ
れ

ら
の
疾

病
等
の

治
療

等
の

た
め
就

業
上
の

配
慮

を
行

う
必
要

が
あ

る
場

合
に
つ

い
て
は

、
当

該
就

業
上
の

配
慮
に

必
要

な
情

報
に
限

っ
て
、

事
業

者
が

労
働
者

か
ら
取
得
す
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
。

 

 
（
４

）
労
働

者
の

健
康

情
報
は

、
医
療

機
関

に
お

い
て
「

医
療
・

介
護

関
係

事
業
者

に
お
け

る
個

人
情

31



7
 

 

報
の
適

切
な

取
扱

い
の
た

め
の

ガ
イ
ド

ラ
イ

ン
」
に

基
づ
き

取
り

扱
わ

れ
、
ま

た
、
健

康
保

険
組

合
に
お

い
て

「
健

康
保
険

組
合
等

に
お

け
る

個
人
情

報
の

適
切
な

取
扱

い
の
た

め
の
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」
に

基
づ

き
取

り
扱
わ

れ
る
こ

と
か

ら
、

事
業
者

は
、

特
に
安

全
管

理
措
置

等
に
つ

い
て

、
両

ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
の
内
容
に
つ
い
て
も
留
意
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

 

 第
４
 
個
人
情

報
取
扱
事
業
者
以
外
の
事
業
者
に
よ
る
健
康
情
報
の
取
扱
い

 

 
 
個

人
情
報

取
扱

事
業

者
以
外

の
事
業

者
で

あ
っ

て
健
康

情
報
を

取
り

扱
う

者
は
、

健
康
情

報
が

特
に

適
正
な

取
扱

い
の
厳

格
な

実
施
を

確
保

す
べ
き

も
の

で
あ

る
こ
と

に
十
分

留
意

し
、
第

３
に

準
じ
て
そ

の
適
正
な
取

扱
い
の
確
保
に
努
め
る
こ
と
。
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 ６

 
ス

ト
レ

ス
チ

ェ
ッ

ク
の

実
施

方
法

等
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
１

）
 

ス
ト

レ
ス

チ
ェ

ッ
ク

制
度

の
実

施
体

制
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
事

業
者

は
事

業
場

の
労

働
衛

生
管

理
体

制
等

を
整

備
の

上
、

実
施

者
等

を
選

定
し

ま
す

。
 

 
事

業
場

の
状

況
を

日
頃

か
ら

把
握

し
て

い
る

者
（

産
業

医
等

）
が

実
施

者
と

な
る

こ
と

が
望

ま
れ

ま
す

。
 

 
実

施
者

は
、

ス
ト

レ
ス

チ
ェ

ッ
ク

の
企

画
と

結
果

の
評

価
に

関
与

し
ま

す
。

 

 
（
検
査
の

実
施
者
等
）

 
第

5
2
条
の

1
0
 
法
第

6
6
条
の

1
0
第

1
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る

者
（
以

下
こ
の
節
に
お
い
て
「
医
師
等
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

 
 
 
①
 
医

師
 

 
 
②
 
保

健
師

 
 
 
③
 
検

査
を

行
う

た
め
に
必
要
な

知
識

に
つ
い

て
の
研
修
で
あ
っ

て
厚
生

労
働
大
臣
が
定
め

る
も

の
を
修
了
し
た
看
護
師
又
は
精
神
保
健
福
祉
士

 
 
２
 
検
査

を
受

け
る
労

働
者
に
つ
い

て
解

雇
、
昇

進
又
は
異
動
に
関

し
て
直

接
の
権
限
を
持
つ

監
督
的

地
位
に
あ
る
者
は
、
検
査
の
実
施
の
事
務
に
従
事
し
て
は
な
ら
な
い
。

 
 附
則
 

（
労
働
安
全

衛
生
法
第

6
6
条
の

1
0
第
１
項

の
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
者
に
関
す
る
経
過
措
置
）
 

２
 
前
項
た

だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て
、
労
働
安
全
衛
生
法
第

1
3

条
第
１

項
に
規
定
す
る
労
働
者
の
健
康
管
理
等
の
業
務
に
該
当
す
る
業
務
に
従
事
し
た
経
験

年
数
が

３
年
以
上
で
あ
る
看
護
師
又
は
精
神
保
健
福
祉
士
は
、
第
１
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

後
の
労

働
安
全
衛
生
規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
新
安
衛
則
」
と
い
う
。
）
第

5
2
条
の

1
0
第
１

項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
法
第

6
6
条
の

1
0
第
１
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
と

す
る
。

 

（
規
則
よ
り
抜
粋
）

 

 ○
ス
ト
レ
ス

チ
ェ
ッ
ク
制
度
の
実
施
体
制
の
整
備

 
 
 
ス
ト
レ

ス
チ
ェ
ッ
ク
制
度
は
事
業
者
の
責
任
に
お
い
て
実
施
す
る
も
の
で
あ
り
、
事
業
者
は
、

実
施

に
当

た
っ

て
、

実
施

計
画

の
策

定
、

当
該

事
業

場
の

産
業

医
等

の
実

施
者

又
は

委
託

先
の

外
部

機
関

と
の

連
絡

調
整

及
び

実
施

計
画

に
基

づ
く

実
施

の
管

理
等

の
実

務
を

担
当

す
る

者
を

指
名

す
る

等
、

実
施

体
制

を
整

備
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。
当

該
実

務
担

当
者

に
は

、
衛

生
管

理
者

又
は

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
指

針
に

規
定

す
る

事
業

場
内

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
推

進
担

当
者

を
指

名
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

が
、

ス
ト

レ
ス

チ
ェ

ッ
ク

の
実

施
そ

の
も

の
を

担
当

す
る

実
施

者
及

び
そ

の
他

の
実

施
事

務
従

事
者

と
異

な
り

、
ス

ト
レ

ス
チ

ェ
ッ

ク
結

果
等

の
個

人
情

報
を

取
り

扱
わ

な
い

た
め

、
労

働
者

の
解

雇
等

に
関

し
て

直
接

の
権

限
を

持
つ

監
督

的
地

位
に

あ
る

者
を

指
名
す
る

こ
と
も
で
き
る
。

 

- 2
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（
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク

指
針
よ
り
抜
粋
）

 

 
＜

解
説

＞
 

 
 

 
○

 
事

業
者

は
実

務
担

当
者

（
ス

ト
レ

ス
チ

ェ
ッ

ク
制

度
担

当
者

）
を

指
名

し
ま

す
。

実
務

担
当

者
は

、
ス

ト
レ

ス
チ

ェ
ッ

ク
結

果
等

の
個

人
情

報
を

取
り

扱
わ

な
い

た
め

、
実

施
事

務
従

事
者

と
異

な
り

、
人

事
課

長
な

ど
人

事
権

を
持

つ
者

を
指

名
す

る
こ

と
も

で
き

ま
す

。 

 
 

 
○

 
事

業
場

又
は

委
託

先
の

外
部

機
関

の
、

医
師

、
保

健
師

、
一

定
の

研
修

を
受

け
た

※
看

護
師

、
精

神
保

健
福

祉
士

の
中

か
ら

ス
ト

レ
ス

チ
ェ

ッ
ク

の
実

施
者

を
選

定
し

ま
す

。
看

護
師

等
を

対
象

と
す

る
研

修
の

科
目

や
講

師
要

件
は

、
巻

末
資

料
に

示
さ

れ
て

い
ま

す
。 

 
 

 
 

※
 

ス
ト

レ
ス

チ
ェ

ッ
ク

制
度

が
施

行
さ

れ
る

日
の

前
日

で
あ

る
平

成
2
7

年
1
1

月
3
0

日
現

在
に

お
い

て
、

労
働

者
の

健
康

管
理

業
務

に
３

年
以

上
従

事
し

た
経

験
の

あ
る

看
護

師
、

精
神

保
健

福
祉

士
に

つ
い

て
は

、
研

修
の

受
講

が
免

除
さ

れ
ま

す
。

 

○
 

事
業

場
で

選
任

さ
れ

て
い

る
産

業
医

が
実

施
者

と
な

る
こ

と
が

最
も

望
ま

し
い

で
し

ょ
う

。
ま

た
、

産
業

医
と

し
て

選
任

さ
れ

て
い

な
く

て
も

、
当

該
事

業
場

の
産

業
保

健
活

動
に

携
わ

っ
て

い
る

精
神

科
医

、
心

療
内

科
医

等
の

医
師

、
保

健
師

、
看

護
師

な
ど

、
日

頃
か

ら
事

業
場

の
状

況
を

把
握

し
て

い
る

産
業

保
健

ス
タ

ッ
フ

も
実

施
者

と
し

て
推

奨
さ

れ
ま

す
。

 

○
 

ス
ト

レ
ス

チ
ェ

ッ
ク

制
度

の
実

施
体

制
の

イ
メ

ー
ジ

は
次

の
と

お
り

で
す

。
 

    

 
 

事
業

者
 

ス
ト

レ
ス

チ
ェ

ッ
ク

制
度

担
当

者
 

（
衛

生
管

理
者

、
事

業
場

内
メ

ン
タ

ル

ヘ
ル

ス
推

進
担

当
者

な
ど

）
 

実
施

者
（

産
業

医
な

ど
）

 

     

実
施

事
務

従
事

者
 

（
産

業
保

健
ス

タ
ッ

フ
、

事
務

職
員

な
ど

）
 

指
示

 

・
ス

ト
レ

ス
チ

ェ
ッ

ク
制

度
の

実
施

責
任

 

・
方

針
の

決
定

 

・
ス

ト
レ

ス
チ

ェ
ッ

ク
制

度
の

実
施

計
画

の
策

定
 

・
実

施
の

管
理

 
等

 

・
ス

ト
レ

ス
チ

ェ
ッ

ク
の

実
施

（
企

画
及

び
結

果
の

評
価

）
 

 ・
実

施
者

の
補

助（
調

査
票

の
回

収
、

デ
ー

タ
入

力
等

）
 

ス
ト

レ
ス

チ
ェ

ッ
ク

の
「

実
施

の
事

務
」

 

※
個

人
情

報
を

扱
う

た

め
守

秘
義

務
あ

り
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○
 

ス
ト

レ
ス

チ
ェ

ッ
ク

の
実

施
を

外
部

機
関

に
業

務
委

託
す

る
場

合
に

も
、

産
業

医
等

の
事

業
場

の
産

業
保

健
ス

タ
ッ

フ
が

共
同

実
施

者
と

し
て

関
与

し
、

個
人

の
ス

ト
レ

ス
チ

ェ
ッ

ク
の

結
果

を
把

握
す

る
な

ど
、

外
部

機
関

と
事

業
場

内
産

業
保

健
ス

タ
ッ

フ
が

密
接

に
連

携
す

る
こ

と
が

望
ま

れ
ま

す
。

 

 
 

 
 

※
 

産
業

医
が

共
同

実
施

者
で

な
い

場
合

に
は

、
個

人
の

ス
ト

レ
ス

チ
ェ

ッ
ク

の
結

果
は

労
働

者
の

個
別

の
同

意
が

な
け

れ
ば

産
業

医
が

把
握

す
る

こ
と

が
で

き
ず

、
十

分
な

対
応

を
行

う
こ

と
が

難
し

く
な

る
可

能
性

が
あ

り
ま

す
。

 

 
 

 
○

 
ス

ト
レ

ス
チ

ェ
ッ

ク
結

果
が

労
働

者
の

意
に

反
し

て
人

事
上

の
不

利
益

な
取

扱
い

に
利

用
さ

れ
る

こ
と

が
な

い
よ

う
に

す
る

た
め

、
当

該
労

働
者

に
つ

い
て

解
雇

、
昇

進
又

は
異

動
（

以
下

「
人

事
」

と
い

う
。）

に
関

し
て

直
接

の
権

限
を

持
つ

監
督

的
地

位
に

あ
る

者
は

、
ス

ト
レ

ス
チ

ェ
ッ

ク
の

実
施

の
事

務
（

ス
ト

レ
ス

チ
ェ

ッ
ク

の
実

施
を

含
む

）
に

従
事

し
て

は
い

け
ま

せ
ん

。
 

○
 

な
お

、「
解

雇
、

昇
進

又
は

異
動

に
関

し
て

直
接

の
権

限
を

持
つ

」
と

は
、

当
該

労
働

者
の

人
事

を
決

定
す

る
権

限
を

持
つ

こ
と

又
は

人
事

に
つ

い
て

一
定

の
判

断
を

行
う

権
限

を
持

つ
こ

と
を

い
い

、
人

事
を

担
当

す
る

部
署

に
所

属
す

る
者

で
あ

っ
て

も
、

こ
う

し
た

権
限

を
持

た
な

い
場

合
は

、
該

当
し

ま
せ

ん
。

 

○
 

人
事

に
関

す
る

直
接

の
権

限
（

人
事

権
）

の
有

無
に

よ
り

、
ス

ト
レ

ス
チ

ェ
ッ

ク
の

「
実

施
の

事
務

」
に

従
事

可
能

か
ど

う
か

を
整

理
す

る
と

次
の

と
お

り
で

す
。

 

   

     

○
 

人
事

に
関

し
て

直
接

の
権

限
を

持
つ

監
督

的
地

位
に

あ
る

者
が

従
事

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
事

務
は

、
ス

ト
レ

ス
チ

ェ
ッ

ク
の

実
施

に
直

接
従

事
す

る
こ

と
と

、
労

働
者

の
健

康
情

報
を

取
扱

う
事

務
で

あ
り

、
従

事
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

事
務

と
、

従
事

す
る

こ
と

が
出

来
る

事
務

を
整

理
す

る
と

以
下

の
よ

う
に

な
り

ま
す

。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

社
長

（
事

業
者

）
 

人
事

課
の

職
員

 

専
務

、
人

事
部

長
な

ど
 

そ
の

他
の

部
署

の
職

員
 

ス
ト

レ
ス

チ
ェ

ッ
ク

の「
実

施
の

事
務

」
に

従
事

不
可

 

ス
ト

レ
ス

チ
ェ

ッ
ク

の「
実

施
の

事
務

」
に

従
事

可
能

 

人
事

権
あ

り
 

人
事

権
な

し
 

- 2
6 

- 
  ス

ト
レ

ス
チ

ェ
ッ

ク
の

「
実

施
の

事
務

」
 

（
人

事
に

関
し

て
直

接
の

権
限

を
持

つ
監

督
的

地
位

に
あ

る
者

が
従

事
で

き
な

い
事

務
）

 

 
 

労
働

者
の

健
康

情
報

を
取

扱
う

事
務

を
い

い
、

例
え

ば
、

以
下

の
事

務
が

含
ま

れ
ま

す
。

 

①
 

労
働

者
が

記
入

し
た

調
査

票
の

回
収

※
、

内
容

の
確

認
、

デ
ー

タ
入

力
、

評
価

点
数

の
算

出
等

の
ス

ト
レ

ス
チ

ェ
ッ

ク
結

果
を

出
力

す
る

ま
で

の
労

働
者

の
健

康
情

報
を

取
扱

う
事

務
。

 

②
 

ス
ト

レ
ス

チ
ェ

ッ
ク

結
果

の
封

入
等

の
ス

ト
レ

ス
チ

ェ
ッ

ク
結

果
を

出
力

し
た

後
の

労
働

者
に

結
果

を
通

知
す

る
ま

で
の

労
働

者
の

健
康

情
報

を
取

扱
う

事
務

。
 

③
 

ス
ト

レ
ス

チ
ェ

ッ
ク

結
果

の
労

働
者

へ
の

通
知

※
の

事
務

。
 

④
 

面
接

指
導

を
受

け
る

必
要

が
あ

る
と

実
施

者
が

認
め

た
者

に
対

す
る

面
接

指
導

の
申

出
勧

奨
。

 

⑤
 

ス
ト

レ
ス

チ
ェ

ッ
ク

結
果

の
集

団
ご

と
の

集
計

に
係

る
労

働
者

の
健

康
情

報
を

取
扱

う
事

務
。

 

※
封

筒
に

封
入

さ
れ

て
い

る
等

、
内

容
を

把
握

で
き

な
い

状
態

に
な

っ
て

い
る

も
の

を
回

収
又

は
通

知
す

る
事

務
を

除
く

。
 

 

そ
の

他
の

事
務

 

（
人

事
に

関
し

て
直

接
の

権
限

を
持

つ
監

督
的

地
位

に
あ

る
者

が
従

事
で

き
る

事
務

）
 

 
 

労
働

者
の

健
康

情
報

を
取

扱
わ

な
い

事
務

を
い

い
、

例
え

ば
、

以
下

の
事

務
が

含
ま

れ
ま

す
。 

①
 

事
業

場
に

お
け

る
ス

ト
レ

ス
チ

ェ
ッ

ク
の

実
施

計
画

の
策

定
。

 

②
 

ス
ト

レ
ス

チ
ェ

ッ
ク

の
実

施
日

時
や

実
施

場
所

等
に

関
す

る
実

施
者

と
の

連
絡

調
整

。
 

③
 

ス
ト

レ
ス

チ
ェ

ッ
ク

の
実

施
を

外
部

機
関

に
委

託
す

る
場

合
の

外
部

機
関

と
の

契
約

等
に

関
す

る
連

絡
調

整
。

 

④
 

ス
ト

レ
ス

チ
ェ

ッ
ク

の
実

施
計

画
や

実
施

日
時

等
に

関
す

る
労

働
者

へ
の

通
知

。
 

⑤
 

調
査

票
の

配
布

。
 

⑥
 

ス
ト

レ
ス

チ
ェ

ッ
ク

を
受

け
て

い
な

い
労

働
者

に
対

す
る

受
検

の
勧

奨
。
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一
般

健
康

診
断

結
果

を
用

い
た

就
業

措
置

区
分

の
判

定
に

つ
い

て

平
成

２
８

年
３

月
９

日

労
働

安
全

衛
生

法
に

基
づ

く
定

期
健

康
診

断
等

の
あ

り
方

に
関

す
る

検
討

会

産
業

医
科

大
学

産
業

生
態

科
学

研
究

所

森
晃

爾

資
料

１
労

働
安

全
衛

生
法

に
基

づ
く

一
般

健
康

診
断

の
流

れ

•一
般

健
康

診
断

•職
務

適
性

の
評

価
⇒

就
業

措
置

•健
康

リ
ス

ク
の

評
価

(ヘ
ル

ス
チ

ェ
ッ

ク
ア

ッ
プ

)
⇒

保
健

指
導

就
業
措
置

一
般
健
診
（
一
次
検
査
）

総
合
判
定

就
業
上
判
定

医
学
的
判
定

精
密
検
査

全
労

働
者

保
健
指
導

就
業

区
分

（
就

業
上

の
判

定
）

就
業

区
分

就
業

上
の

措
置

の
内

容
区

分
内

容

通
常

勤
務

通
常

の
勤

務
で

よ
い

も
の

就
業

制
限

勤
務

に
制

限
を

加
え

る
必

要
あ

り

勤
務

に
よ

る
負

荷
を

軽
減

す
る

た
め

、
労

働
時

間
の

短
縮

、
出

張
の

制
限

、
時

間
外

労
働

の
制

限
、

労
働

負
荷

の
制

限
、

作
業

の
転

換
、

就
業

場
所

の
変

更
、

深
夜

業
の

回
数

の
減

少
、

昼
間

勤
務

へ
の

転
換

な
ど

の
措

置
を

講
じ

る
。

要
休

業
勤

務
を

休
む

必
要

あ
り

療
養

の
た

め
、

休
暇

、
休

職
な

ど
に

よ
り

一
定

期
間

勤
務

さ
せ

な
い

措
置

を
講

じ
る

。

就
業

措
置

の
類

型
化

例
類

型
１

：
就

業
が

持
病

の
疾

病
経

過
に

悪
影

響
を

与
え

る
恐

れ
が

あ
る

例
）
「
心
不
全
、
腎
不
全
や
貧
血
を
持
つ
労
働
者
の
重
筋
作
業
」
な
ど

類
型

２
：
健

康
状

態
が

原
因

で
事

故
・
災

害
に

つ
な

が
る

恐
れ

が
あ

る
例
）
「
一
部
の
不
整
脈
や
脳
疾
患
な
ど
、
一
過
性
意
識
障
害
を
き
た
す
恐
れ
の

あ
る
就
業
者
の
危
険
業
務
制
限
（
運
転
業
務
や
危
険
作
業
場
な
ど
）
」

類
型

３
：
生

活
習

慣
と

関
連

し
た

大
き

な
健

康
リ

ス
ク

が
あ

る
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
勤

務
実

態
が

適
切

な
受

診
行

動
や

生
活

習
慣

確
保

を
妨

げ
て

お
り

、
就

業
制

限
等

を
か

け
る

こ
と

に
よ

っ
て

、
適

切
な

受
診

行
動

お
よ

び
健

康
管

理
を

促
す

必
要

が
あ

る
例
）
「
糖
尿
病
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
不
良
者
に
対
し
て
、
残
業
制
限
を
か
け
、
規
則

正
し
い
生
活
習
慣
の
確
保
を
促
す
」

例
）
脳
心
臓
疾
患
の
リ
ス
ク
の
高
い
者
に
対
し
て
、
残
業
制
限
を
か
け
、
睡
眠

時
間
の
十
分
な
確
保
を
促
す
」

藤
野

ら
（
産

業
衛

生
学

雑
誌

20
12

 5
4(

6)
 2

67
-2

75
）
を

一
部

改
編
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類
型

と
産

業
医

に
必

要
な

情
報

目
的

必
要

な
情

報

類
型 １

就
業

が
疾

病
経

過
に

影
響

を
与

え
る

場
合

の
配

慮

主
治

医
と

の
病

状
に

関
す

る
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

情
報

類
型 ２

事
故

・
公

衆
災

害
リ

ス
ク

の
予

防
意

識
消

失
発

作
や

突
然

死
の

発
生

確
率

等
に

関
す

る
エ

ビ
デ

ン
ス

、
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン

類
型 ３

受
診

勧
奨

や
健

康
管

理
努

力
産

業
医

の
コ

ン
セ

ン
サ

ス

対
象

項
目

（
法

定
）

血
圧

（
収

縮
期

血
圧

・
拡

張
期

血
圧

）
貧

血
検

査
（
赤

血
球

数
、

血
色

素
量

）
肝

機
能

検
査

(G
O

T
, 
G

P
T
, 
γ

-
G

T
P

)
血

中
脂

質
検

査
(Ｌ

Ｄ
Ｌ

-
ｺ
ﾚ
ｽ

ﾃ
ﾛ
ｰ

ﾙ
、

Ｈ
Ｄ

Ｌ
ｺ
ﾚ
ｽ

ﾃ
ﾛ
ｰ

ﾙ
、

ト
リ

グ
リ

セ
リ

ド
）

血
糖

検
査

（
空

腹
時

血
糖

、
随

時
血

糖
、

H
b
A

1
c
)

追
加

項
目

血
清

ク
レ

ア
チ

ニ
ン

尿
酸

血
小

板
数

一
般

定
期

健
康

診
断

の
健

診
項

目
の

職
務

適
性

管
理

へ
の

利
用

の
検

討

参
加

資
格

者
(１

０
６

名
)

参
加

者
（
８

５
名

）

解
析

対
象

者
（
８

３
名

）

解
析

対
象

者
（
８

３
名

）

解
析

対
象

者
（
８

３
名

）

不
参

加
者

（
２

１
名

）

非
解

析
対

象
者

（
２

名
）

非
解

析
対

象
者

（
0名

）

非
解

析
対

象
者

（
0名

）

参
加

依
頼

１
回

目
調

査

2回
目

調
査

3回
目

調
査

実
態

調
査

コ
ン

セ
ン

サ
ス

調
査

デ
ル
フ
ァ
イ
法

E-
m

ai
lに

よ
る

質
問

紙
調

査

1回
目

調
査

フ
ィ

ー
ド

バ
ッ

ク
＋

2回
目

調
査

フ
ィ

ー
ド

バ
ッ

ク
＋

類
型

３
に

関
す

る

産
業

医
の

コ
ン

セ
ン

サ
ス

調
査

•方
法

単
項

目
の

異
常

で
あ

っ
て

も
就

業
制

限
を

検
討

す
る

項
目

そ
の

場
合

の
値

対
象

：
条

件
す

べ
て

満
た

す
者

•
３

年
以

上
の

産
業

医
経

験
•

専
業

で
産

業
医

活
動

Ta
te

ish
ie

t.
al

.J
ou

rn
al

 o
f O

H.
58

 (1
)

対
象

と
し

た
健

診
項

目
と

単
項

目
で

の
就

業
制

限
の

検
討

割
合

（
３

回
目

）

項
目

割
合

（
％

）
項

目
割

合
（
％

）

BM
I

4.
8

AS
T(

G
O

T)
72

.3
収

縮
期

血
圧

98
.8

AL
T(

G
PT

)
72

.3
拡

張
期

血
圧

94
.0

γ-
G

TP
32

.5
血

清
ク

レ
ア

チ
ニ

ン
73

.5
空

腹
時

血
糖

81
.9

尿
酸

7.
2

随
時

血
糖

62
.7

LD
L-

コ
レ

ス
テ

ロ
ー

ル
30

.1
H

bA
1c

 (J
D

S)
94

.0
H

D
L-

コ
レ

ス
テ

ロ
ー

ル
7.

2
ヘ

モ
グ

ロ
ビ

ン
80

.7
中

性
脂

肪
21

.7
赤

血
球

数
19

.3
ー

ー
血

小
板

数
49

.4

Ta
te

ish
ie

t.
al

.J
ou

rn
al

 o
f O

H.
58

 (1
)
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脂
質

異
常

は
、

複
合

的
に

用
い

る

10
年

冠
動

脈
疾

患
発

症
リ

ス
ク

推
定

（
フ

ラ
ミ

ン
ガ

ム
･リ

ス
ク

ス
コ

ア
）

●
年

齢
●

総
コ

レ
ス

テ
ロ

ー
ル

●
HD

L-
C

●
収

縮
期

血
圧

●
高

血
圧

治
療

●
喫

煙

心
血

管
疾

患
リ

ス
ク

評
価

：
N

IP
PO

N
 D

AT
A 

80
チ

ャ
ー

ト

●
性

別
●

年
齢

●
糖

尿
病

●
喫

煙
習

慣

●
血

圧
●

総
コ

レ
ス

テ
ロ

ー
ル

メ
タ

ボ
リ

ッ
ク

症
候

群
の

診
断

基
準

●
性

別
●

ウ
エ

ス
ト

周
囲

径
●

血
圧

●
中

性
脂

肪
／

HD
L-

コ
レ

ス
テ

ロ
ー

ル
●

空
腹

時
血

糖

例
：

H
bA

1c
の
結
果

10
.0

％
8.

0
％

Ta
te

ish
ie

t.
al

.J
ou

rn
al

 o
f O

H.
58

 (1
)

例
：

AL
T(

G
PT

)の
結
果

Ta
te

ish
ie

t.
al

.J
ou

rn
al

 o
f O

H.
58

 (1
)

30
0

IU
/l

20
0

IU
/ｌ

調
査

結
果

•
50

％
の

回
答

者
が

、
単

項
目

の
異

常
で

就
業

制
限

を
検

討
す

る
と

し
た

項
目

の
う

ち
、

•
最

頻
値

を
回

答
し

た
者

が
50

%
を

超
え

た
項

目

最
頻

値
最

頻
値

を
選

択
し

た
割

合

1
回

目
3
回

目
②

収
縮

期
血

圧
1
8
0

m
m

Hg
72

.0
%

（
n=

82
）

86
.6

%
↑

(n
=8

2)

③
拡

張
期

血
圧

1
1
0
 m

m
Hg

62
.2

%
(n

=7
4)

85
.9

%
↑

(n
=7

8)

④
血

清
ク

レ
ア

チ
ニ

ン
2
.0

m
g/

dl
48

.2
%

(n
=5

7)
67

.2
%
↑

(n
=6

1)

⑩
AL

T （
GP

T)
2
0
0

IU
/L

22
.9

%
(n

=5
7)

61
.7

%
↑

(n
=6

0)

⑫
空

腹
時

血
糖

値
2
0
0

m
g/

dl
46

.3
%

(n
=6

7)
69

.1
%
↑

(n
=6

8)

⑬
随

時
血

糖
値

3
0
0

m
g/

dl
39

.2
%

(n
=5

1)
76

.9
%
↑

(n
=5

2)

⑭
Hb

A1
c(

JD
S)

1
0

%
42

.1
%

(n
=7

6)
62

.3
%
↑

(n
=7

8)

⑮
ヘ

モ
グ

ロ
ビ

ン
8
.0

g/
dl

37
.3

%
(n

=6
7)

58
.5

%
↑

(n
=6

7)

全
回

答
数

n=
83

37



血
圧

（
収

縮
期

血
圧

・
拡

張
期

血
圧

）

貧
血

検
査

（
赤

血
球

数
、

血
色

素
量

）

肝
機

能
検

査
(G

O
T
, G

P
T
, γ

-
G

T
P

)

血
中

脂
質

検
査

(Ｌ
Ｄ

Ｌ
-
ｺ
ﾚ
ｽ

ﾃ
ﾛ
ｰ

ﾙ
、

Ｈ
Ｄ

Ｌ
ｺ
ﾚ
ｽ

ﾃ
ﾛ
ｰ

ﾙ
、

ト
リ

グ
リ

セ
リ

ド
）

血
糖

検
査

（
空

腹
時

血
糖

、
随

時
血

糖
、

H
bA

1
c)

追
加

候
補

の
項

目

血
清

ク
レ

ア
チ

ニ
ン

尿
た

ん
ぱ

く
で

代
替

？

一
般

定
期

健
康

診
断

の
健

診
項

目
の

職
務

適
性

管
理

へ
の

利
用

類
型

３
に

対
す

る
介

入
効

果

20
10

20
13

事
業

場
男

性
女

性
総

数
平

均
年

齢
(歳

)
対

象
群

介
入

な
し

介
入

な
し

北
海

道
支

社
、

首
都

圏
支

社
、

四
国

支
社

2,
39

0
26

3
2,

65
3

44
.3

介
入

群
介

入
な

し
介

入
あ

り
九

州
支

社
46

6
56

52
2

43
.9

製
造

会
社

の
全

国
規

模
の

販
社

で
、

多
数

の
営

業
所

を
拠

点
に

営
業

お
よ

び
保

守
を

実
施

地
域

ご
と

に
、

都
道

府
県

単
位

の
支

社
で

産
業

医
選

任
を

段
階

的
に

実
施

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

不
良

者
の

管
理

を
強

化

類
型

３
へ

の
介

入

非
介
入
群

介
入
群

0.
7 %

0.
7 %

1.
4 %

0.
4 %

ま
と

め

•定
期

健
康

診
断

が
労

働
者

の
健

康
保

持
・
増

進
の

た
め

に
効

果
を

上
げ

る
た

め
に

は
、

事
後

措
置

（
就

業
措

置
）
お

よ
び

保
健

指
導

に
よ

っ
て

、
改

善
に

向
け

た
働

き
か

け
が

行
わ

れ
る

こ
と

が
前

提
で

あ
る

。

•就
業

措
置

の
対

象
に

は
、

主
に

３
つ

の
類

型
が

存
在

す
る

。

•現
行

の
健

診
項

目
は

、
職

務
適

性
の

評
価

を
行

う
上

で
必

要
最

低
限

を
カ

バ
ー

し
て

い
る

と
見

な
し

う
る

。

•就
業

制
限

と
受

診
指

導
や

保
健

指
導

を
組

み
合

わ
せ

る
こ

と
で

、
ハ

イ
リ

ス
ク

者
の

改
善

が
期

待
で

き
る

。

•一
般

定
期

健
康

診
断

と
他

の
職

務
適

性
評

価
の

機
会

を
活

用
し

て
、

労
働

者
の

健
康

保
持

・
増

進
を

図
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。

38



作
業

関
連

疾
患

の
予

防
等

に
資

す
る

一
般

定
期

健
康

診
断

を
通

じ
た

効
果

的
な

健
康

管
理

に
関

す
る

研
究

（
H2

6〜
H2

8)

東
京

大
学

環
境

安
全

本
部

大
久

保
靖

司

研
究

の
目

的

•
日

本
の

労
働

者
の

健
康

の
実

態
の

把
握

•
一

般
健

康
診

断
の

有
用

性
の

検
討

•
健

康
診

断
項

目
に

関
す

る
エ

ビ
デ

ン
ス

の
集

約

•
一

般
健

康
診

断
の

経
済

的
評

価

•
健

診
実

施
体

制
の

要
件

の
検

討

•
健

康
管

理
情

報
の

管
理

に
関

し
て

の
検

討

•
一

般
健

診
の

あ
り

方
に

つ
い

て
の

提
言

の
作

成

健
康

管
理

に
お

け
る

健
康

診
断

健
康

管
理

（
広

義
の

健
康

診
断

）

健
康

診
断

保
健

指
導

就
業

措
置

健
康

保
持

・
増

進
、

健
康

つ
く
り

様
々

な
健

康
診

断

特
定

健
康

診
査

が
ん

健
診

（
検

診
）

婦
人

科
検

診
等

人
間

ド
ッ

ク
等

任
意

の
健

康
診

断

一
般

健
康

診
断

健
康

診
断

そ
の

他
の

健
康

診
断
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職
域

に
お

け
る

健
康

診
断

特
定

健
康

診
査

が
ん

健
診

（
検

診
）

婦
人

科
検

診
等

（
福

利
厚

生
等

）

人
間

ド
ッ

ク
等

任
意

の
健

康
診

断
（
福

利
厚

生
等

）

安
衛

法
に

基
づ

く
一

般
健

康
診

断
（
適

正
配

置
等

）

職
域

に
お

け
る

健
康

診
断

そ
の

他
（
職

務
適

性
評

価
、

労
働

力
の

確
保

等
）

職
域

に
お

け
る

健
康

診
断

特
定

健
康

診
査

が
ん

健
診

（
検

診
）

婦
人

科
検

診
等

（
福

利
厚

生
等

）

人
間

ド
ッ

ク
等

任
意

の
健

康
診

断
（
福

利
厚

生
等

）

安
衛

法
に

基
づ

く
一

般
健

康
診

断
（
適

正
配

置
等

）

職
域

に
お

け
る

健
康

診
断

そ
の

他
（
職

務
適

性
評

価
、

労
働

力
の

確
保

等
）

定
期

健
康

診
断

項
目

等
の

分
布

等
に

つ
い

て

•
対

象

–
関

東
地

区
の

大
企

業
11

社
12

施
設

–
職

域
多

施
設

共
同

研
究

（
J-E

CO
H）

参
加

事
業

場

–
20

13
年

度
定

期
健

康
診

断
と

し
て

実
施

さ
れ

た
健

診
結

果

1.
 既

往
歴

及
び

業
務

歴
の

調
査

、
喫

煙
歴

、
服

薬
歴

な
ど

の
調

査
2.

 自
覚

症
状

及
び

他
覚

症
状

の
有

無
の

検
査

3.
 身

長
(※

1)
、

体
重

、
視

力
及

び
聴

力
、

腹
囲

(※
2)

の
検

査
4.

 胸
部

エ
ッ

ク
ス

線
検

査
及

び
喀

痰
検

査
(※

3)
5.

血
圧

の
測

定
6.

貧
血

検
査

（
赤

血
球

数
・
血

色
素

量
）

(※
４

)
7.

肝
機

能
検

査
（

GO
T（

AS
T）

・
GP

T（
AL

T）
・
γ-

GT
P）

(※
４

)
8.

血
中

脂
質

検
査

（
LD

Lコ
レ

ス
テ

ロ
ー

ル
・

HD
Lコ

レ
ス

テ
ロ

ー
ル

・
ト

リ
グ

リ
セ

リ
ド

（
中

性
脂

肪
）
）

(※
４

)
9.

血
糖

値
(※

４
)

10
.心

電
図

検
査

（
安

静
時

心
電

図
検

査
）

(※
４

)
11

.尿
検

査
（
尿

中
の

糖
及

び
蛋

白
の

有
無

の
検

査
）

現
行

の
一

般
（
定

期
）
健

康
診

断
項

目

※
1：

身
長

：
20

歳
以

上
の

者
に

つ
い

て
身

長
は

測
定

省
略

が
可

能
※

2：
40

歳
未

満
の

も
の

、
妊

婦
、

BM
Iが

20
未

満
の

も
の

な
ど

は
医

師
の

判
断

で
省

略
可

能
※

3：
喀

痰
検

査
：
胸

部
エ

ッ
ク

ス
線

検
査

で
病

変
が

確
認

で
き

な
い

場
合

は
省

略
が

可
能

※
4：

40
歳

未
満

の
者

（
35

歳
の

者
を

除
く
）
に

つ
い

て
は

医
師

の
判

断
で

省
略

可
能

40



法
定

健
康

診
断

項
目

の
分

布
に

つ
い

て

•
肝

機
能

検
査

–
AS

T
AL

T
γ−
G
TP

•
脂

質
検

査
–

LD
L

HD
L

中
性

脂
肪

•
貧

血
検

査
–

赤
血

球
数

ヘ
モ

グ
ロ

ビ
ン

•
血

糖
検

査
–

空
腹

時
血

糖
ヘ

モ
グ

ロ
ビ

ン
A1

c
•

血
圧

–
収

縮
期

血
圧

拡
張

期
血

圧

•
身

体
計

測
–

BM
I

腹
囲

AS
T

2 

50 

5,233 

27,565 

25,034 

11,872 

5,047 

2,458 

1,355 

768 

526 

348 

238 

180 

134 

98 

65 

64 

38 

36 

226 

0  

50
00

 

10
00

0  

15
00

0  

20
00

0  

25
00

0  

30
00

0  

0  
5  

10
 

15
 

20
 

25
 

30
 

35
 

40
 

45
 

50
 

55
 

60
 

65
 

70
 

75
 

80
 

85
 

90
 

95
 

10
0  

人 数
 

肝
機

能
　

AS
T　

全
体

　
（

5U
/L

　
区

切
り

 ）
 

AS
T

2 

37 

3,421 

21,586 

21,990 

10,935 

4,753 

2,320 

1,282 

729 

508 

335 

222 

169 

125 

91 

59 

64 

36 

34 

213 

0 

50
00

 

10
00

0  

15
00

0  

20
00

0  

25
00

0  

0  
5  

10
 

15
 

20
 

25
 

30
 

35
 

40
 

45
 

50
 

55
 

60
 

65
 

70
 

75
 

80
 

85
 

90
 

95
 

10
0  

人 数  

肝
機

能
　

AS
T　
男

性
　

（
5U

/L
　

区
切

り
 ）

 

0 

13 

1,812 

5,979 

3,044 

937 

294 

138 

73 

39 

18 

13 

16 

11 

9 

7 

6 

0 

2 

2 

13 

0 

10
00

 

20
00

 

30
00

 

40
00

 

50
00

 

60
00

 

70
00

 

0  
5  

10
 

15
 

20
 

25
 

30
 

35
 

40
 

45
 

50
 

55
 

60
 

65
 

70
 

75
 

80
 

85
 

90
 

95
 

10
0  

人 数  

肝
機

能
　

AS
T　

女
性

　
（

5U
/L

　
区

切
り

 ）
 

1
1
企

業
1
2
施

設
の

2
0
1
3
年

度
健

診
デ

ー
タ

人
数

平
均

値
中

央
値

標
準

偏
差

8
1
3
3
7

2
3
.3

2
1
.0

1
3
.6

6
8
9
1
1

2
4
.0

2
1
.0

1
4
.3

1
2
4
2
6

1
9
.5

1
8
.0

7
.6

2
0
歳

未
満

5
7
4

1
9
.9

1
9
.0

6
.4

2
0
-
2
4
歳

2
5
1
9

2
1
.6

1
9
.0

1
0
.1

2
5
-
2
9
歳

3
6
4
3

2
2
.1

2
0
.0

1
3
.0

3
0
-
3
4
歳

4
2
3
8

2
3
.4

2
1
.0

1
1
.9

3
5
-
3
9
歳

8
4
2
8

2
3
.8

2
1
.0

1
2
.8

4
0
-
4
4
歳

1
2
1
7
9

2
3
.9

2
1
.0

1
0
.8

4
5
-
4
9
歳

1
1
8
6
4

2
4
.2

2
2
.0

1
2
.3

5
0
-
5
4
歳

9
4
3
0

2
4
.5

2
2
.0

1
2
.4

5
5
-
5
9
歳

9
5
8
1

2
4
.5

2
2
.0

1
3
.1

6
0
-
6
4
歳

5
6
5
5

2
4
.9

2
2
.0

2
8
.2

6
5
歳

以
上

8
0
0

2
5
.4

2
3
.0

1
8
.2

2
0
歳

未
満

4
9

1
6
.4

1
6
.0

3
.5

2
0
-
2
4
歳

4
3
7

1
7
.3

1
7
.0

4
.0

2
5
-
2
9
歳

7
2
8

1
7
.6

1
7
.0

5
.1

3
0
-
3
4
歳

7
3
6

1
7
.5

1
7
.0

4
.6

3
5
-
3
9
歳

1
7
4
9

1
8
.1

1
7
.0

7
.5

4
0
-
4
4
歳

2
8
8
6

1
8
.4

1
7
.0

7
.1

4
5
-
4
9
歳

2
1
8
0

1
9
.4

1
8
.0

7
.2

5
0
-
5
4
歳

1
6
0
0

2
1
.2

2
0
.0

8
.1

5
5
-
5
9
歳

1
2
3
5

2
2
.8

2
1
.0

9
.1

6
0
-
6
4
歳

6
3
8

2
3
.1

2
1
.0

9
.4

6
5
歳

以
上

1
8
8

2
3
.4

2
1
.0

7
.8

年 齢 階 級 別

男
性

女
性

A
S
T
  

(U
/
L
)

全
体

性
別

男
性

女
性

41



AL
T

32 

3,015 

15,842 

18,918 

13,872 

8,886 

5,888 

3,855 

2,722 

1,864 

1,380 

972 

769 

616 

447 

420 

302 

233 

210 

159 

935 

0 

20
00

 

40
00

 

60
00

 

80
00

 

10
00

0 

12
00

0 

14
00

0 

16
00

0 

18
00

0 
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00

0 

0 
5 
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35
 

40
 

45
 

50
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60
 

65
 

70
 

75
 

80
 

85
 

90
 

95
 

10
0 

人 数
 

肝
機

能
　

AL
T　

全
体

　
（5

U/
L　

区
切

り
 ）

 

AL
T

14 

1,374 

10,733 

15,852 

12,655 

8,329 

5,634 

3,693 

2,609 

1,801 

1,335 

943 

733 

596 

429 

407 

295 

226 

200 

153 

900 

0  
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00
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00
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00
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00
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0  

14
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00
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5  
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40
 

45
 

50
 

55
 

60
 

65
 

70
 

75
 

80
 

85
 

90
 

95
 

10
0  

人 数  

肝
機

能
　

AL
T　
男

性
　

（5
U

/L
　

区
切

り
 ）

 

18 

1,641 

5,109 

3,066 

1,217 

557 

254 

162 

113 

63 

45 

29 

36 

20 

18 

13 

7 

7 

10 

6 

35 

0  

10
00

 

20
00

 

30
00

 

40
00

 

50
00

 

60
00

 

0  
5  

10
 

15
 

20
 

25
 

30
 

35
 

40
 

45
 

50
 

55
 

60
 

65
 

70
 

75
 

80
 

85
 

90
 

95
 

10
0  

人 数  

肝
機

能
　

AL
T　

女
性

　
（5

U
/L

　
区

切
り

 ）
 

1
1
企

業
1
2
施

設
の

2
0
1
3
年

度
健

診
デ

ー
タ

人
数

平
均

値
中

央
値

標
準

偏
差

8
1
3
3
7

2
5
.8

2
0
.0

2
0
.1

6
8
9
1
1

2
7
.5

2
2
.0

2
0
.9

1
2
4
2
6

1
6
.6

1
4
.0

1
1
.8

2
0
歳

未
満

5
7
4

1
9
.6

1
5
.0

1
4
.9

2
0
-
2
4
歳

2
5
1
9

2
3
.9

1
7
.0

2
4
.4

2
5
-
2
9
歳

3
6
4
3

2
5
.6

1
9
.0

2
2
.3

3
0
-
3
4
歳

4
2
3
8

2
9
.4

2
2
.0

2
4
.3

3
5
-
3
9
歳

8
4
2
8

2
9
.8

2
3
.0

2
4
.9

4
0
-
4
4
歳

1
2
1
7
9

2
9
.4

2
3
.0

2
0
.8

4
5
-
4
9
歳

1
1
8
6
4

2
8
.5

2
3
.0

2
0
.4

5
0
-
5
4
歳

9
4
3
0

2
7
.3

2
2
.0

1
8
.2

5
5
-
5
9
歳

9
5
8
1

2
5
.4

2
1
.0

1
6
.5

6
0
-
6
4
歳

5
6
5
5

2
4
.8

2
1
.0

2
0
.5

6
5
歳

以
上

8
0
0

2
3
.3

1
9
.0

1
5
.2

2
0
歳

未
満

4
9

1
1
.5

1
1
.0

3
.9

2
0
-
2
4
歳

4
3
7

1
3
.3

1
2
.0

7
.0

2
5
-
2
9
歳

7
2
8

1
3
.9

1
2
.0

9
.9

3
0
-
3
4
歳

7
3
6

1
3
.8

1
2
.0

7
.2

3
5
-
3
9
歳

1
7
4
9

1
5
.3

1
3
.0

1
1
.6

4
0
-
4
4
歳

2
8
8
6

1
5
.3

1
3
.0

1
1
.3

4
5
-
4
9
歳

2
1
8
0

1
6
.6

1
4
.0

1
1
.3

5
0
-
5
4
歳

1
6
0
0

1
8
.5

1
6
.0

1
3
.5

5
5
-
5
9
歳

1
2
3
5

2
0
.7

1
7
.0

1
3
.6

6
0
-
6
4
歳

6
3
8

2
0
.5

1
7
.0

1
3
.6

6
5
歳

以
上

1
8
8

1
9
.5

1
6
.0

1
1
.4

年 齢 階 級 別

男
性

女
性

A
L
T
 (

U
/
L
)

全
体

性
別

男
性

女
性

γ-
GT

P

740 

8,273 

13,211 

11,471 

8,950 

6,631 

5,183 

4,092 

3,272 

2,653 

2,257 

1,773 

1,520 

1,286 

1,072 

976 

813 

734 

584 

5,843 
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切
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γ-
GT

P

141 

3,795 

9,935 

10,015 

8,172 

6,177 

4,877 

3,834 

3,133 

2,513 

2,164 

1,718 

1,455 

1,238 

1,042 

934 

782 

706 

567 

5,710 

0  
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00
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00
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0  

5 
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50

 
55

 
60

 
65

 
70

 
75

 
80

 
85

 
90

 
95

 
10

0 

人 数
 

肝
機

能
　
γ-

GT
P　
男

性
　

（
5U

/L
　

区
切

り
 ）

 

599 

4,478 

3,276 

1,456 

778 

454 

306 

258 

139 

140 

93 

55 

65 

48 

30 

42 

31 

28 

17 
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0  
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00

 

35
00
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00
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5 
10
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25
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35
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50

 
55

 
60

 
65

 
70

 
75

 
80

 
85

 
90

 
95

 
10

0 

人 数
 

肝
機

能
　
γ-

GT
P　

 女
性

　
（

5U
/L

　
区

切
り

 ）
 

1
1
企

業
1
2
施

設
の

2
0
1
3
年

度
健

診
デ

ー
タ

人
数

平
均

値
中

央
値

標
準

偏
差

8
1
3
3
4

4
3
.1

2
8
.0

5
1
.5

6
8
9
0
8

4
7
.0

3
1
.0

5
4
.2

1
2
4
2
6

2
1
.6

1
6
.0

2
2
.7

2
0
歳

未
満

5
7
4

2
1
.7

1
9
.0

1
4
.1

2
0
-
2
4
歳

2
5
1
9

2
6
.2

2
0
.0

2
4
.5

2
5
-
2
9
歳

3
6
4
3

3
0
.1

2
2
.0

2
7
.3

3
0
-
3
4
歳

4
2
3
7

3
6
.3

2
5
.0

3
3
.2

3
5
-
3
9
歳

8
4
2
8

4
2
.4

2
9
.0

4
5
.6

4
0
-
4
4
歳

1
2
1
7
7

4
7
.7

3
2
.0

5
1
.0

4
5
-
4
9
歳

1
1
8
6
4

5
0
.8

3
4
.0

5
6
.4

5
0
-
5
4
歳

9
4
3
0

5
4
.8

3
6
.0

6
5
.8

5
5
-
5
9
歳

9
5
8
1

5
3
.4

3
6
.0

6
1
.4

6
0
-
6
4
歳

5
6
5
5

5
1
.1

3
4
.0

6
3
.0

6
5
歳

以
上

8
0
0

4
7
.2

3
2
.0

5
5
.6

2
0
歳

未
満

4
9

1
2
.9

1
2
.0

3
.5

2
0
-
2
4
歳

4
3
7

1
5
.5

1
4
.0

9
.2

2
5
-
2
9
歳

7
2
8

1
6
.2

1
4
.0

9
.3

3
0
-
3
4
歳

7
3
6

1
6
.8

1
4
.0

1
0
.2

3
5
-
3
9
歳

1
7
4
9

1
9
.0

1
5
.0

2
2
.2

4
0
-
4
4
歳

2
8
8
6

2
0
.4

1
5
.0

1
9
.6

4
5
-
4
9
歳

2
1
8
0

2
1
.7

1
6
.0

1
9
.8

5
0
-
5
4
歳

1
6
0
0

2
4
.6

1
8
.0

2
3
.7

5
5
-
5
9
歳

1
2
3
5

2
9
.3

2
0
.0

3
1
.6

6
0
-
6
4
歳

6
3
8

2
8
.0

1
9
.0

3
9
.5

6
5
歳

以
上

1
8
8

2
2
.8

1
7
.0

1
8
.3

年 齢 階 級 別

男
性

女
性

γ
-
G

T
P

 (
U

/
L
)

全
体

性
別

男
性

女
性

LD
L

4 
16 
82 

274 
731 

1,827 
3,753 

6,125 
8,230 

9,985 
10,665 

10,101 
8,939 

7,162 
5,218 

3,565 
2,207 

1,220 
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178 
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51 
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2 
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脂
質
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全

体
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ｇ
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区

切
り
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L

1 
3 
12 
33 
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749 
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1,508 
1,629 
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1,114 

849 
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15 
10 
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260 
270 
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290 
300 

人 数
 

脂
質

　
LD

L　
女

性
　

（
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ｍ
ｇ

/ｄ
ｌ　

区
切

り
 ）

 

3 
13 
70 

241 
611 

1,466 
3,004 

4,873 
6,722 

8,356 
9,034 

8,637 
7,825 
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3,141 
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1
1
企

業
1
2
施

設
の

2
0
1
3
年

度
健

診
デ

ー
タ

人
数

平
均

値
中

央
値

標
準

偏
差

8
1
4
6
3

1
2
0
.2

1
1
9
.0

3
0
.5

6
9
0
5
2

1
2
1
.0

1
2
0
.0

3
0
.4

1
2
4
1
1

1
1
5
.6

1
1
3
.0

3
0
.7

2
0
歳

未
満

5
7
3

9
3
.8

9
0
.0

2
5
.5

2
0
-
2
4
歳

2
5
7
0

9
9
.8

9
7
.0

2
7
.2

2
5
-
2
9
歳

3
6
6
6

1
0
7
.8

1
0
5
.0

2
9
.2

3
0
-
3
4
歳

4
2
4
5

1
1
6
.2

1
1
3
.0

3
0
.6

3
5
-
3
9
歳

8
4
9
4

1
2
1
.4

1
1
9
.0

3
0
.3

4
0
-
4
4
歳

1
2
1
7
6

1
2
4
.3

1
2
3
.0

3
0
.1

4
5
-
4
9
歳

1
1
8
6
3

1
2
5
.0

1
2
4
.0

2
9
.6

5
0
-
5
4
歳

9
4
3
0

1
2
4
.3

1
2
4
.0

2
9
.7

5
5
-
5
9
歳

9
5
8
1

1
2
3
.2

1
2
2
.0

3
0
.0

6
0
-
6
4
歳

5
6
5
5

1
2
1
.1

1
2
0
.0

2
9
.0

6
5
歳

以
上

7
9
9

1
1
6
.7

1
1
5
.0

2
8
.7

2
0
歳

未
満

4
9

9
7
.2

9
4
.0

2
2
.6

2
0
-
2
4
歳

4
3
6

9
7
.0

9
4
.0

2
5
.3

2
5
-
2
9
歳

7
1
8

9
9
.2

9
4
.0

2
7
.7

3
0
-
3
4
歳

7
3
3

1
0
1
.3

9
8
.0

2
6
.5

3
5
-
3
9
歳

1
7
4
9

1
0
7
.4

1
0
5
.0

2
7
.9

4
0
-
4
4
歳

2
8
8
6

1
1
1
.4

1
0
9
.0

2
7
.9

4
5
-
4
9
歳

2
1
7
9

1
1
8
.3

1
1
5
.0

2
9
.6

5
0
-
5
4
歳

1
6
0
0

1
2
7
.9

1
2
6
.0

3
0
.9

5
5
-
5
9
歳

1
2
3
5

1
3
3
.0

1
3
0
.0

3
0
.4

6
0
-
6
4
歳

6
3
8

1
2
9
.4

1
2
8
.0

2
9
.4

6
5
歳

以
上

1
8
8

1
2
5
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1
2
1
.5

3
1
.1

L
D

L
 (

m
g/

dL
)

年 齢 階 級 別

男
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女
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全
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性
別

男
性

女
性
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L

1 
24

7 

6,
29

0 

19
,6

66
 22

,8
39

 16
,3

36
 9,

02
3 

4,
26

0 

1,
74

6 
68

5 
24

7 
68

 
36

 
17

 
7 

0 

50
00

 

10
00

0 

15
00

0 

20
00

0 

25
00

0 

10
 

20
 

30
 

40
 

50
 

60
 

70
 

80
 

90
 

10
0 

11
0 

12
0 

13
0 

14
0 

15
0 

人 数  

脂
質

　
HD

L　
全

体
　

（
10

ｍ
ｇ

/ｄ
ｌ　

区
切

り
 ）

 

HD
L

0  
7  

18
6  

1,
06

0  

2,
51

0  

3,
37

8  

2,
64

9  

1,
51

7  

68
4  

27
5  

95
 

26
 

20
 

6  
0  

0  

50
0  

10
00

 

15
00

 

20
00

 

25
00

 

30
00

 

35
00

 

40
00

 

10
 

20
 

30
 

40
 

50
 

60
 

70
 

80
 

90
 

10
0  

11
0  

12
0  

13
0  

14
0  

15
0  

人 数
 

脂
質

　
HD

L　
女

性
　

（1
0ｍ

ｇ
/ｄ

ｌ　
区

切
り

 ）
 

1  
24

0  

6,
10

4  

18
,6

06
 20

,3
29

 12
,9

58
 6,

37
4  

2,
74

3  

1,
06

2  
41

0 
15

2  
42

 
16

 
11

 
7  

0  

50
00

 

10
00

0  

15
00

0  

20
00

0  

25
00

0  

10
 

20
 

30
 

40
 

50
 

60
 

70
 

80
 

90
 

10
0  

11
0  

12
0  

13
0  

14
0  

15
0  

人 数
 

脂
質

　
H

DL
　
男

性
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1
1
企

業
1
2
施

設
の

2
0
1
3
年

度
健

診
デ

ー
タ

人
数

平
均

値
中

央
値

標
準

偏
差

8
1
4
6
8

5
7
.8

5
6
.0

1
5
.0

6
9
0
5
5

5
6
.0

5
4
.0

1
4
.2

1
2
4
1
3

6
8
.1

6
7
.0

1
5
.5

2
0
歳

未
満

5
7
3

5
5
.2

5
4
.0

1
0
.7

2
0
-
2
4
歳

2
5
7
0

5
5
.7

5
4
.0

1
2
.2

2
5
-
2
9
歳

3
6
6
6

5
5
.8

5
4
.0

1
2
.6

3
0
-
3
4
歳

4
2
4
6

5
5
.4

5
3
.0

1
3
.3

3
5
-
3
9
歳

8
4
9
4

5
5
.0

5
3
.0

1
3
.5

4
0
-
4
4
歳

1
2
1
7
9

5
5
.0

5
3
.0

1
3
.9

4
5
-
4
9
歳

1
1
8
6
3

5
6
.0

5
4
.0

1
4
.3

5
0
-
5
4
歳

9
4
3
0

5
6
.7

5
4
.0

1
5
.0

5
5
-
5
9
歳

9
5
8
0

5
7
.2

5
5
.0

1
5
.2

6
0
-
6
4
歳

5
6
5
5

5
6
.8

5
4
.0

1
4
.6

6
5
歳

以
上

7
9
9

5
6
.8

5
5
.0

1
5
.1

2
0
歳

未
満

4
9

6
4
.7

6
4
.0

1
3
.3

2
0
-
2
4
歳

4
3
6

6
7
.6

6
6
.0

1
3
.2

2
5
-
2
9
歳

7
1
8

6
8
.0

6
7
.0

1
4
.5

3
0
-
3
4
歳

7
3
4

6
6
.4

6
5
.0

1
4
.0

3
5
-
3
9
歳

1
7
5
0

6
6
.7

6
6
.0

1
4
.9

4
0
-
4
4
歳

2
8
8
6

6
7
.9

6
6
.5

1
5
.1

4
5
-
4
9
歳

2
1
7
9

6
8
.4

6
7
.0

1
5
.8

5
0
-
5
4
歳

1
6
0
0

7
0
.5

6
9
.0

1
6
.8

5
5
-
5
9
歳

1
2
3
5

6
9
.5

6
8
.0

1
6
.1

6
0
-
6
4
歳

6
3
8

6
7
.4

6
5
.0

1
7
.2

6
5
歳

以
上

1
8
8

6
2
.7

6
1
.5

1
4
.6

H
D

L
 (

m
g/

dL
)

年 齢 階 級 別

男
性

女
性

全
体

性
別

男
性

女
性
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中
性

脂
肪

中
性

脂
肪

1
1
企

業
1
2
施

設
の

2
0
1
3
年

度
健

診
デ

ー
タ

人
数

平
均

値
中

央
値

標
準

偏
差

8
1
4
7
3

1
2
0
.0

9
6
.0

9
8
.1

6
9
0
6
3

1
2
7
.3

1
0
3
.0

1
0
2
.9

1
2
4
1
0

7
9
.2

6
7
.0

4
8
.6

2
0
歳

未
満

5
7
3

7
9
.7

6
8
.0

4
7
.4

2
0
-
2
4
歳

2
5
7
1

9
2
.8

7
5
.0

6
4
.2

2
5
-
2
9
歳

3
6
6
7

1
0
3
.1

8
2
.0

8
6
.2

3
0
-
3
4
歳

4
2
4
8

1
1
8
.1

9
2
.0

1
4
6
.9

3
5
-
3
9
歳

8
4
9
5

1
2
5
.0

1
0
0
.0

1
0
1
.8

4
0
-
4
4
歳

1
2
1
7
9

1
3
0
.7

1
0
5
.0

9
7
.6

4
5
-
4
9
歳

1
1
8
6
4

1
3
4
.4

1
0
8
.0

1
0
7
.4

5
0
-
5
4
歳

9
4
3
0

1
3
6
.4

1
1
1
.0

1
0
3
.2

5
5
-
5
9
歳

9
5
8
1

1
3
3
.0

1
0
8
.0

9
9
.9

6
0
-
6
4
歳

5
6
5
5

1
2
8
.2

1
0
6
.0

9
3
.8

6
5
歳

以
上

8
0
0

1
2
1
.4

1
0
2
.0

7
8
.2

2
0
歳

未
満

4
9

6
1
.0

5
8
.0

2
9
.1

2
0
-
2
4
歳

4
3
3

6
2
.6

5
3
.0

3
5
.0

2
5
-
2
9
歳

7
1
8

7
0
.9

5
7
.0

4
6
.2

3
0
-
3
4
歳

7
3
4

7
3
.6

6
0
.0

4
9
.0

3
5
-
3
9
歳

1
7
5
0

7
3
.1

6
1
.0

4
5
.6

4
0
-
4
4
歳

2
8
8
6

7
4
.0

6
3
.0

4
4
.0

4
5
-
4
9
歳

2
1
7
9

8
0
.0

6
8
.0

5
2
.1

5
0
-
5
4
歳

1
6
0
0

8
6
.7

7
4
.0

4
9
.8

5
5
-
5
9
歳

1
2
3
5

9
1
.0

8
0
.0

4
6
.5

6
0
-
6
4
歳

6
3
8

9
8
.3

8
2
.0

5
8
.5

6
5
歳

以
上

1
8
8

9
6
.7

8
2
.5

5
3
.7

年 齢 階 級 別

男
性

女
性

中
性

脂
肪

 (
m

g/
dL

)

全
体

性
別

男
性

女
性

2 

1 
1 

3 
13 
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6,137 
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48
0 

52
0 

56
0 

60
0 

64
0 

68
0 

人 数
 

赤
血
球

数
　

全
体

　
（2

0×
10

4 /
μL

刻
み

 ）
 

赤
血

球
数

45



0 

0 

0 

0 

0 

8 

16 

64 

242 

734 

1,763 

2,806 

2,944 

2,137 

1,098 

411 

117 

54 

10 

3 

5 

1 

0 

0 

0 

1 

0  

50
0  

10
00

 

15
00

 

20
00

 

25
00

 

30
00

 

35
00

 

16
0  

24
0  

28
0  

32
0  

36
0  

40
0  

44
0  

48
0  

52
0  

56
0  

60
0  

64
0  

68
0  

人 数  

赤
血
球

数
　

女
性

　
（2

0×
10

4 /μ
L刻

み
 ）

 

赤
血

球
数

2 
1 
1 
3 
13 
14 
33 
79 
169 

433 
1,297 

3,331 
7,276 

12,214 
15,205 

13,746 
8,770 

4,370 
1,582 

504 
134 
39 
11 
5 
1 
1 

0  

20
00

 

40
00

 

60
00

 

80
00

 

10
00

0  

12
00

0  

14
00

0  

16
00

0  

16
0 

24
0 

28
0 

32
0 

36
0 

40
0 

44
0 

48
0 

52
0 

56
0 

60
0 

64
0 

68
0 

人 数
 

赤
血
球

数
　
男

性
　

（
20

×
10

4 /
μL

刻
み

 ）
 

1
1
企

業
1
2
施

設
の

2
0
1
3
年

度
健

診
デ

ー
タ

人
数

平
均

値
中

央
値

標
準

偏
差

8
1
6
4
8

4
8
4
.6

4
8
6
.0

4
1
.0

6
9
2
3
4

4
9
1
.9

4
9
2
.0

3
7
.7

1
2
4
1
4

4
4
3
.9

4
4
3
.0

3
3
.9

2
0
歳

未
満

5
7
9

5
1
5
.4

5
1
5
.0

3
2
.4

2
0
-
2
4
歳

2
5
6
5

5
0
9
.0

5
0
9
.0

3
1
.9

2
5
-
2
9
歳

3
7
6
7

5
0
4
.7

5
0
4
.0

3
1
.0

3
0
-
3
4
歳

4
2
8
9

5
0
3
.0

5
0
2
.0

3
3
.1

3
5
-
3
9
歳

8
3
9
4

5
0
1
.7

5
0
1
.0

3
3
.8

4
0
-
4
4
歳

1
2
2
3
0

4
9
7
.7

4
9
7
.0

3
5
.5

4
5
-
4
9
歳

1
1
8
9
7

4
9
2
.4

4
9
2
.0

3
6
.4

5
0
-
5
4
歳

9
4
4
7

4
8
5
.7

4
8
6
.0

3
7
.7

5
5
-
5
9
歳

9
6
0
1

4
7
7
.7

4
7
8
.0

3
9
.6

6
0
-
6
4
歳

5
6
6
5

4
7
4
.0

4
7
4
.0

3
8
.6

6
5
歳

以
上

8
0
0

4
6
8
.9

4
6
8
.0

4
1
.0

2
0
歳

未
満

4
9

4
5
1
.3

4
5
3
.0

2
6
.7

2
0
-
2
4
歳

4
4
0

4
4
5
.6

4
4
4
.0

2
9
.8

2
5
-
2
9
歳

7
1
7

4
4
1
.3

4
4
0
.0

3
3
.4

3
0
-
3
4
歳

7
3
4

4
4
2
.1

4
4
4
.0

3
4
.3

3
5
-
3
9
歳

1
7
4
8

4
4
2
.8

4
4
3
.0

3
3
.0

4
0
-
4
4
歳

2
8
8
6

4
4
2
.0

4
4
1
.0

3
3
.9

4
5
-
4
9
歳

2
1
8
0

4
4
4
.0

4
4
3
.0

3
4
.9

5
0
-
5
4
歳

1
6
0
0

4
4
8
.2

4
4
8
.0

3
5
.0

5
5
-
5
9
歳

1
2
3
4

4
4
6
.9

4
4
6
.0

3
3
.6

6
0
-
6
4
歳

6
3
8

4
4
2
.4

4
4
0
.0

3
2
.9

6
5
歳

以
上

1
8
8

4
3
8
.1

4
3
9
.0

3
3
.7

赤
血

球
数

 (
×

1
0

4
/
μ

L
)

年 齢 階 級 別

男
性

女
性

全
体

性
別

男
性

女
性

ヘ
モ

グ
ロ

ビ
ン

1 
1 
3 
9 
17 
17 
24 
62 
96 
134 
230 
299 
465 

737 
1,511 

2,598 
4,149 

6,283 
9,338 

12,793 
14,331 

12,557 
8,421 

4,515 
1,973 

725 
230 

78 
33 
12 
3 
2 
1 

0 

20
00

 

40
00

 

60
00

 

80
00

 

10
00

0 

12
00

0 

14
00

0 

16
00

0 

5 
6 

7 
8 

9 
10

 
11

 
12

 
13

 
14

 
15

 
16

 
17

 
18

 
19

 
20

 
21

 

人 数  

ヘ
モ

グ
ロ

ビ
ン

　
全

体
　

（
0.

5g
/d

L刻
み

 ）
 

ヘ
モ

グ
ロ

ビ
ン

1 
1 
1 
6 
16 
16 
22 
54 
85 
120 

200 
263 

400 
641 

1,276 
1,974 

2,489 
2,233 

1,421 
758 

300 
94 

27 
8 
3 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 

0  

50
0  

10
00

 

15
00

 

20
00

 

25
00

 

30
00

 

5  
6  

7  
8  

9  
10

 
11

 
12

 
13

 
14

 
15

 
16

 
17

 
18

 
19

 
20

 
21

 

人 数  

ヘ
モ

グ
ロ

ビ
ン

　
女

性
　

（0
.5

g/
dL

刻
み

 ）
 

0 
0 
2 
3 
1 
1 
2 
8 
11 
14 
30 
36 
65 
96 
235 

624 
1,660 

4,050 
7,917 

12,035 
14,031 

12,463 
8,394 

4,507 
1,970 

723 
229 

78 
33 
12 
3 
2 
0 

0  

20
00

 

40
00

 

60
00

 

80
00

 

10
00

0  

12
00

0  

14
00

0  

16
00

0  

5  
6  

7  
8  

9  
10

 
11

 
12

 
13

 
14

 
15

 
16

 
17

 
18

 
19

 
20

 
21

 

人 数  

ヘ
モ

グ
ロ

ビ
ン

　
男

性
　

（
0.

5g
/d

L刻
み

 ）
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1
1
企

業
1
2
施

設
の

2
0
1
3
年

度
健

診
デ

ー
タ

人
数

平
均

値
中

央
値

標
準

偏
差

8
1
6
4
8

1
4
.8

9
1
5
.0

0
1
.3

3
6
9
2
3
5

1
5
.2

2
1
5
.2

0
1
.0

4
1
2
4
1
3

1
3
.0

4
1
3
.2

0
1
.2

6
2
0
歳

未
満

5
7
9

1
5
.5

1
1
5
.5

0
0
.9

4
2
0
-
2
4
歳

2
5
6
5

1
5
.4

8
1
5
.5

0
0
.9

1
2
5
-
2
9
歳

3
7
6
7

1
5
.3

4
1
5
.3

0
0
.8

9
3
0
-
3
4
歳

4
2
8
8

1
5
.3

2
1
5
.3

0
0
.9

3
3
5
-
3
9
歳

8
3
9
5

1
5
.3

6
1
5
.3

0
0
.9

6
4
0
-
4
4
歳

1
2
2
3
0

1
5
.3

3
1
5
.3

0
1
.0

1
4
5
-
4
9
歳

1
1
8
9
6

1
5
.2

7
1
5
.3

0
1
.0

2
5
0
-
5
4
歳

9
4
4
8

1
5
.1

7
1
5
.2

0
1
.0

6
5
5
-
5
9
歳

9
6
0
2

1
5
.0

3
1
5
.0

0
1
.1

2
6
0
-
6
4
歳

5
6
6
5

1
4
.9

0
1
4
.9

0
1
.1

2
6
5
歳

以
上

8
0
0

1
4
.6

5
1
4
.7

0
1
.2

1
2
0
歳

未
満

4
9

1
3
.3

5
1
3
.4

0
0
.8

1
2
0
-
2
4
歳

4
4
0

1
3
.0

8
1
3
.1

0
1
.0

0
2
5
-
2
9
歳

7
1
7

1
3
.0

4
1
3
.1

0
1
.0

5
3
0
-
3
4
歳

7
3
4

1
2
.9

1
1
3
.0

0
1
.1

4
3
5
-
3
9
歳

1
7
4
8

1
2
.9

2
1
3
.1

0
1
.2

5
4
0
-
4
4
歳

2
8
8
6

1
2
.8

3
1
3
.0

0
1
.3

4
4
5
-
4
9
歳

2
1
7
9

1
2
.9

0
1
3
.1

0
1
.4

6
5
0
-
5
4
歳

1
6
0
0

1
3
.3

1
1
3
.4

0
1
.1

9
5
5
-
5
9
歳

1
2
3
4

1
3
.4

6
1
3
.4

0
0
.9

6
6
0
-
6
4
歳

6
3
8

1
3
.3

6
1
3
.4

0
1
.0

3
6
5
歳

以
上

1
8
8

1
3
.1

3
1
3
.2

5
1
.1

1

ヘ
モ

グ
ロ

ビ
ン

 (
g/

dL
)

年 齢 階 級 別

男
性

女
性

全
体

性
別

男
性

女
性

血
糖

値

1 
1 
7 
7 
35 
134 

475 
1,550 

4,735 
10,253 

14,286 
13,738 

10,276 
6,149 

3,236 
1,863 

1,210 
818 

621 
505 

348 
316 
226 
216 
174 
119 
122 
92 
77 
75 
59 
47 
49 
38 
40 
34 
20 
22 
21 
27 
16 
14 
9 
11 
16 
13 
5 
5 
6 
10 
5 
4 
29 

0 

20
00

 

40
00

 

60
00

 

80
00

 

10
00

0  

12
00

0 

14
00

0 

16
00

0  

40
 

60
 

80
 

10
0  

12
0  

14
0  

16
0  

18
0  

20
0  

22
0  

24
0  

26
0  

28
0  

30
0  

人 数
 

血
糖

値
　

全
体

　
（

5m
g/

dl
刻

み
 ）

 

血
糖

値

0 
0 
2 
4 
6 
31 

160 
473 

1,397 
2,549 

2,615 
1,799 

966 
450 

210 
103 

68 
44 
33 
27 
15 
14 
12 
9 
4 
2 
8 
4 
2 
4 
6 
2 
4 
2 
6 
2 
1 
0 
3 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
4 

0  

50
0 

10
00

 

15
00

 

20
00

 

25
00

 

30
00

 

40
 

60
 

80
 

10
0 

12
0 

14
0 

16
0 

18
0 

20
0 

22
0 

24
0 

26
0 

28
0 

30
0 

人 数
 

血
糖

値
　

女
性

　
（

5m
g/

dl
刻

み
 ）

 

1 
1 
5 
3 
29 
103 
315 

1,077 
3,338 

7,704 
11,671 

11,939 
9,310 

5,699 
3,026 

1,760 
1,142 

774 
588 

478 
333 
302 
214 
207 
170 
117 
114 
88 
75 
71 
53 
45 
45 
36 
34 
32 
19 
22 
18 
26 
16 
13 
9 
11 
15 
12 
5 
5 
6 
9 
5 
4 
25 

0  

20
00

 

40
00

 

60
00

 

80
00

 

10
00

0 

12
00

0  

14
00

0  

40
 

60
 

80
 

10
0 

12
0 

14
0 

16
0 

18
0 

20
0 

22
0 

24
0 

26
0 

28
0 

30
0 

人 数
 

血
糖

値
　
男

性
　

（
5m

g/
dl

刻
み

 ）
 

1
1
企

業
1
2
施

設
の

2
0
1
3
年

度
健

診
デ

ー
タ

人
数

平
均

値
中

央
値

標
準

偏
差

7
2
1
6
5

9
9
.4

9
6
.0

1
8
.5

6
1
1
1
9

1
0
0
.6

9
7
.0

1
9
.0

1
1
0
4
6

9
2
.9

9
1
.0

1
3
.6

2
0
歳

未
満

4
1
1

9
0
.3

9
0
.0

8
.7

2
0
-
2
4
歳

1
7
3
5

9
0
.2

9
0
.0

1
0
.8

2
5
-
2
9
歳

2
3
9
1

9
0
.5

9
0
.0

1
1
.3

3
0
-
3
4
歳

2
9
0
7

9
2
.5

9
2
.0

1
1
.2

3
5
-
3
9
歳

7
3
9
0

9
5
.6

9
4
.0

1
3
.9

4
0
-
4
4
歳

1
1
3
6
3

9
8
.3

9
6
.0

1
6
.7

4
5
-
4
9
歳

1
1
2
1
9

1
0
0
.7

9
7
.0

1
9
.1

5
0
-
5
4
歳

8
9
1
9

1
0
3
.6

9
9
.0

2
0
.5

5
5
-
5
9
歳

8
7
2
5

1
0
7
.0

1
0
2
.0

2
1
.8

6
0
-
6
4
歳

5
3
1
1

1
0
8
.5

1
0
3
.0

2
1
.7

6
5
歳

以
上

7
4
8

1
0
9
.7

1
0
4
.0

2
0
.1

2
0
歳

未
満

3
9

8
9
.5

8
8
.0

7
.7

2
0
-
2
4
歳

3
1
4

8
8
.7

8
9
.0

8
.5

2
5
-
2
9
歳

4
4
5

8
6
.9

8
7
.0

8
.0

3
0
-
3
4
歳

4
8
6

8
7
.8

8
7
.0

9
.4

3
5
-
3
9
歳

1
5
5
0

9
0
.2

8
9
.0

1
3
.3

4
0
-
4
4
歳

2
6
9
9

9
1
.4

9
0
.0

1
1
.3

4
5
-
4
9
歳

2
0
6
0

9
3
.3

9
1
.0

1
5
.3

5
0
-
5
4
歳

1
5
3
8

9
4
.7

9
3
.0

1
1
.9

5
5
-
5
9
歳

1
1
5
1

9
8
.2

9
6
.0

1
5
.3

6
0
-
6
4
歳

5
9
2

9
9
.1

9
6
.0

1
8
.2

6
5
歳

以
上

1
7
2

1
0
0
.1

9
8
.0

1
4
.0

年 齢 階 級 別

男
性

女
性

空
腹

時
血

糖
 (

m
g/

dL
) 

*
空

腹
時

採
血

の
み

全
体

性
別

男
性

女
性
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ヘ
モ

グ
ロ

ビ
ン

A1
c

1 
1 
7 
7 
8 
12 
39 
174 

797 
3347 

9337 
16812 

18851 
13341 

6846 
3061 

1616 
1042 

747 
549 
439 
359 
312 
248 
188 
150 
123 
106 
97 
80 
58 
57 
62 
49 
51 
254 

0 

20
00

 

40
00

 

60
00

 

80
00

 

10
00

0 

12
00

0 

14
00

0 

16
00

0 

18
00

0 

20
00

0 

3.
0 

3.
4 

3.
8 

4.
2 

4.
6 

5.
0 

5.
4 

5.
8 

6.
2 

6.
6 

7.
0 

7.
4 

7.
8 

8.
2 

8.
6 

9.
0 

9.
4 

9.
8 

人 数  

Hb
A1

c　
全

体
　

（
0.

2％
刻

み
 ）

 

ヘ
モ

グ
ロ

ビ
ン

A1
c

1 
1 
3 
7 
6 
10 
32 
153 

692 
2746 

7823 
14144 

16044 
11269 

5859 
2643 

1435 
941 

697 
519 
416 
337 
287 
238 
182 
137 
116 
97 
92 
78 
54 
50 
58 
45 
49 
232 

0  

20
00

 

40
00

 

60
00

 

80
00

 

10
00

0 

12
00

0  

14
00

0  

16
00

0 

18
00

0 

3.
0 

3.
4 

3.
8 

4.
2 

4.
6 

5.
0 

5.
4 

5.
8 

6.
2 

6.
6 

7.
0 

7.
4 

7.
8 

8.
2 

8.
6 

9.
0 

9.
4 

9.
8 

人 数
 

Hb
A1

c　
男

性
　

（
0.

2％
刻

み
 ）

 

0 
0 
4 
0 
2 
2 
7 
21 

105 
601 

1514 
2668 

2807 
2072 

987 
418 

181 
101 

50 
30 
23 
22 
25 
10 
6 
13 
7 
9 
5 
2 
4 
7 
4 
4 
2 
22 

0  

50
0  

10
00

 

15
00

 

20
00

 

25
00

 

30
00

 

3.
0 

3.
4 

3.
8 

4.
2 

4.
6 

5.
0 

5.
4 

5.
8 

6.
2 

6.
6 

7.
0 

7.
4 

7.
8 

8.
2 

8.
6 

9.
0 

9.
4 

9.
8 

人 数
 

Hb
A1

c　
女

性
　

（
0.

2％
刻

み
 ）

 

1
1企

業
12

施
設

の
20

13
年

度
健

診
デ

ー
タ

人
数

平
均

値
中

央
値

標
準

偏
差

7
92

2
8

5
.6

5
.4

0
.7

6
74

9
3

5
.6

5
.4

0
.7

1
17

3
5

5
.5

5
.4

0
.5

20
歳

未
満

57
1

5
.2

5
.2

0
.3

20
-2

4
歳

24
61

5
.2

5
.2

0
.4

25
-2

9
歳

32
83

5
.2

5
.2

0
.4

30
-3

4
歳

38
82

5
.3

5
.3

0
.5

35
-3

9
歳

80
16

5
.4

5
.4

0
.5

40
-4

4
歳

1
21

1
7

5
.5

5
.4

0
.6

45
-4

9
歳

1
18

0
2

5
.6

5
.5

0
.7

50
-5

4
歳

93
93

5
.7

5
.5

0
.7

55
-5

9
歳

95
39

5
.8

5
.6

0
.8

60
-6

4
歳

56
35

5
.9

5
.7

0
.7

65
歳

以
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23
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3
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以
上
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男
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女
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値
中

央
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標
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偏
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7
5
6
4
3
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5
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*
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8
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7
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7
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1
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な
し

6
4
1
5
9

5
.5

5
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あ
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*
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7
1

7
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7
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1
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な
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1
1
4
8
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5
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5
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*
2
1
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*
イ

ン
ス

リ
ン

注
射

、
血

糖
降

下
薬

服
用

、
服

薬
に

関
わ

ら
ず
現

在
治

療
中

と
回

答
し

た
人

ヘ
モ

グ
ロ

ビ
ン

A
1
c
  
(N

G
S
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%
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女
性

治
療

糖
尿
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治
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収
縮

期
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4 
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1
1
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度
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央
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標
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偏
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1
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1
.1

2
0
歳

未
満

1
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6
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6
6
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6
6
9
6
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60
00

 

80
00

 

10
00

0  

12
00

0  

14
00

0 

16
00

0 

18
00

0  

20
00

0  

50
 

55
 

60
 

65
 

70
 

75
 

80
 

85
 

90
 

95
 

10
0 

10
5 

11
0 

11
5 

12
0 

12
5 

13
0 

13
5 

14
0 

14
5 

15
0 

人 数  

腹
囲

　
全

体
　

（5
cm

刻
み

 ）
 

腹
囲

1 

102 

825 

2,112 

2,598 

2,241 

1,551 

1,000 

500 

262 

131 

67 

37 

11 

9 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0  

50
0  

10
00

 

15
00

 

20
00

 

25
00

 

30
00

 

50
 

55
 

60
 

65
 

70
 

75
 

80
 

85
 

90
 

95
 

10
0 

10
5 

11
0 

11
5 

12
0 

12
5 

13
0 

13
5 

14
0 

14
5 

15
0 

人 数
 

腹
囲

　
女

性
　

（
5c

m
刻

み
 ）

 

0 

11 

399 

2,488 

7,060 

12,326 

16,349 

11,890 

7,451 

3,817 

1,776 

789 

363 

177 

89 

33 

19 

5 

2 

2 

3 

0  

20
00

 

40
00

 

60
00

 

80
00

 

10
00

0 

12
00

0 

14
00

0  

16
00

0  

18
00

0  

50
 

55
 

60
 

65
 

70
 

75
 

80
 

85
 

90
 

95
 

10
0 

10
5 

11
0 

11
5 

12
0 

12
5 

13
0 

13
5 

14
0 

14
5 

15
0 

人 数
 

腹
囲

　
男

性
　

（
5c

m
刻

み
 ）

 

1
1
企

業
1
2
施

設
の

2
0
1
3
年

度
健

診
デ

ー
タ

人
数

平
均

値
中

央
値

標
準

偏
差

7
6
5
0
0

8
2
.5

1
8
2
.0

0
9
.5

7
6
5
0
4
9

8
3
.6

1
8
3
.0

0
9
.1

3
1
1
4
5
1

7
6
.2

8
7
5
.0

0
9
.6

4
2
0
歳

未
満

4
9
5

7
4
.4

5
7
3
.0

0
7
.6

9
2
0
-
2
4
歳

1
7
7
3

7
7
.0

8
7
5
.2

0
9
.3

0
2
5
-
2
9
歳

2
2
1
8

7
8
.6

2
7
7
.5

0
8
.8

8
3
0
-
3
4
歳

2
7
8
6

8
0
.9

0
7
9
.9

0
9
.5

1
3
5
-
3
9
歳

7
9
1
8

8
2
.4

7
8
1
.0

0
9
.5

6
4
0
-
4
4
歳

1
2
2
8
6

8
3
.9

0
8
3
.0

0
9
.3

4
4
5
-
4
9
歳

1
1
9
3
2

8
4
.5

0
8
3
.6

5
9
.0

6
5
0
-
5
4
歳

9
4
8
4

8
4
.8

1
8
4
.0

0
8
.8

0
5
5
-
5
9
歳

9
6
2
3

8
4
.7

9
8
4
.0

0
8
.2

6
6
0
-
6
4
歳

5
7
1
7

8
4
.7

6
8
4
.2

0
7
.8

3
6
5
歳

以
上

8
1
7

8
3
.6

6
8
4
.0

0
7
.7

0
2
0
歳

未
満

3
5

6
8
.9

1
6
8
.0

0
6
.7

0
2
0
-
2
4
歳

3
0
7

7
0
.6

7
6
9
.5

0
7
.1

9
2
5
-
2
9
歳

3
5
7

7
0
.7

8
6
9
.5

0
7
.5

9
3
0
-
3
4
歳

4
3
6

7
3
.2

8
7
1
.9

5
8
.5

7
3
5
-
3
9
歳

1
5
8
4

7
5
.0

6
7
3
.4

5
9
.3

2
4
0
-
4
4
歳

2
8
7
8

7
6
.0

7
7
4
.5

0
9
.5

6
4
5
-
4
9
歳

2
1
8
4

7
6
.7

2
7
5
.2

0
9
.6

8
5
0
-
5
4
歳

1
6
0
2

7
7
.2

8
7
6
.2

0
9
.5

6
5
5
-
5
9
歳

1
2
3
8

7
8
.8

7
7
7
.2

0
1
0
.0

3
6
0
-
6
4
歳

6
4
2

7
8
.9

8
7
8
.2

0
9
.5

2
6
5
歳

以
上

1
8
8

7
7
.9

4
7
7
.0

0
9
.0

8

年 齢 階 級 別

男
性

女
性

腹
囲

 (
c
m

)

全
体

性
別

男
性

女
性

法
定

外
健

康
診

断
項

目
の

分
布

に
つ

い
て

•
尿

酸

•
ク

レ
ア

チ
ニ

ン

•
総

コ
レ

ス
テ

ロ
ー

ル
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尿
酸

1 

56 

8 

11 

130 

477 

1,133 

2,127 

3,435 

4,883 

6,731 

8,159 

7,916 

6,773 

4,785 

2,875 

1,679 

812 

380 

188 

68 

24 

17 

4 

4 

0 

10
00

 

20
00

 

30
00

 

40
00

 

50
00

 

60
00

 

70
00

 

80
00

 

90
00

 

0 
1 

2 
3 

4 
5 

6 
7 

8 
9 

10
 

11
 

12
 

人 数
 

尿
酸

　
全

体
　

（
0.

5m
g/

dl
刻

み
 ）

 

尿
酸

0 

46 

5 

4 

35 

180 

501 

955 

1,910 

3,648 

5,878 

7,706 

7,685 

6,656 

4,734 

2,844 

1,672 

806 

378 

186 

67 

24 

17 

4 

4 

0  

10
00

 

20
00

 

30
00

 

40
00

 

50
00

 

60
00

 

70
00

 

80
00

 

90
00

 

0 
1 

2 
3 

4 
5 

6 
7 

8 
9 

10
 

11
 

12
 

人 数
 

尿
酸

　
男

性
　

（0
.5

m
g/

dl
刻

み
 ）

 

1 

10 

3 

7 

95 

297 

632 

1,172 

1,525 

1,235 

853 

453 

231 

117 

51 

31 

7 

6 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0  

20
0  

40
0  

60
0  

80
0 

10
00

 

12
00

 

14
00

 

16
00

 

18
00

 

0 
1 

2 
3 

4 
5 

6 
7 

8 
9 

10
 

11
 

12
 

人 数
 

尿
酸

　
女

性
　

（0
.5

m
g/

dl
刻

み
 ）

 

1
1企

業
12

施
設

の
2
01

3年
度

健
診

デ
ー

タ

人
数

平
均

値
中

央
値

標
準

偏
差

52
6
76

5
.8

9
5
.9

0
1.

3
4

45
9
45

6
.1

1
6
.1

0
1.

2
3

6
73

1
4
.4

0
4
.3

0
1.

0
1

2
0歳

未
満

3
40

5
.9

1
5
.8

0
1.

1
2

2
0-

2
4歳

1
74

7
5
.9

8
6
.0

0
1.

1
5

2
5-

2
9歳

2
86

0
6
.0

5
6
.0

0
1.

2
1

3
0-

3
4歳

3
24

6
6
.1

0
6
.1

0
1.

2
2

3
5-

3
9歳

5
35

7
6
.1

5
6
.1

0
1.

2
4

4
0-

4
4歳

8
13

4
6
.1

9
6
.2

0
1.

2
4

4
5-

4
9歳

7
65

9
6
.1

7
6
.1

0
1.

2
4

5
0-

5
4歳

6
24

4
6
.1

3
6
.1

0
1.

2
4

5
5-

5
9歳

6
22

7
6
.0

6
6
.0

0
1.

2
2

6
0-

6
4歳

3
60

4
5
.9

9
6
.0

0
1.

2
4

6
5歳

以
上

5
27

5
.9

4
6
.0

0
1.

2
1

2
0歳

未
満

43
4
.4

8
4
.4

0
0.

9
4

2
0-

2
4歳

3
43

4
.3

4
4
.3

0
0.

8
9

2
5-

2
9歳

5
73

4
.2

7
4
.2

0
0.

9
1

3
0-

3
4歳

5
17

4
.2

5
4
.2

0
0.

8
8

3
5-

3
9歳

8
90

4
.2

4
4
.2

0
0.

9
5

4
0-

4
4歳

1
39

1
4
.2

6
4
.2

0
1.

0
0

4
5-

4
9歳

1
11

5
4
.3

6
4
.3

0
1.

0
3

5
0-

5
4歳

8
09

4
.5

9
4
.5

0
1.

0
3

5
5-

5
9歳

6
70

4
.7

3
4
.6

0
1.

0
6

6
0-

6
4歳

2
90

4
.7

6
4
.7

0
1.

0
7

6
5歳

以
上

90
5
.0

3
4
.8

0
1.

0
4

年 齢 階 級 別

男
性

女
性

尿
酸

  
(m

g/
d
L
)

全
体

性
別
男

性

女
性

ク
レ

ア
チ

ニ
ン

2 

11 

278 

1763 

4538 

9942 

13909 

9598 

3883 

1035 

333 

111 

42 

18 

15 

12 

8 

7 

69 

0 

20
00

 

40
00

 

60
00

 

80
00

 

10
00

0  

12
00

0  

14
00

0 

16
00

0  

0.
2  

0.
3  

0.
4  

0.
5  

0.
6  

0.
7  

0.
8  

0.
9  

1  
1.

1  
1.

2  
1.

3  
1.

4  
1.

5  
1.

6  
1.

7  
1.

8  
1.

9  
2  

人 数
 

ク
レ

ア
チ

ニ
ン

　
全

体
　

（
0.

1m
g/

dl
刻

み
 ）
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ク
レ

ア
チ

ニ
ン

0 

3 

9 

279 

2409 

8970 

13695 

9552 

3875 

1032 

333 

110 

41 

18 

14 

10 

8 

7 

62 

0  

20
00

 

40
00

 

60
00

 

80
00

 

10
00

0  

12
00

0  

14
00

0  

16
00

0  

0.
2 

0.
3 

0.
4 

0.
5 

0.
6 

0.
7 

0.
8 

0.
9 

1 
1.

1 
1.

2 
1.

3 
1.

4 
1.

5 
1.

6 
1.

7 
1.

8 
1.

9 
2 

人 数
 

ク
レ

ア
チ

ニ
ン

　
男

性
　

（
0.

1m
g/

dl
刻

み
 ）

 

2 

8 

269 

1484 

2129 

972 

214 

46 

8 

3 

0 

1 

1 

0 

1 

2 

0 

0 

7 

0  

50
0  

10
00

 

15
00

 

20
00

 

25
00

 

0.
2 

0.
3 

0.
4 

0.
5 

0.
6 

0.
7 

0.
8 

0.
9 

1 
1.

1 
1.

2 
1.

3 
1.

4 
1.

5 
1.

6 
1.

7 
1.

8 
1.

9 
2 

人 数
 

ク
レ

ア
チ

ニ
ン

　
女

性
　

（
0.

1m
g/

dl
刻

み
 ）

 

1
1企

業
12

施
設

の
20

13
年

度
健

診
デ

ー
タ

人
数

平
均

値
中

央
値

標
準

偏
差

45
57

4
0
.8

3
0
.8

0
0
.3

1

40
42

7
0
.8

5
0
.8

2
0
.3

1

51
47

0
.6

2
0
.6

0
0
.2

9

20
歳

未
満

33
6

0
.8

3
0
.8

1
0
.0

9

20
-2

4
歳

15
86

0
.8

3
0
.8

1
0
.1

1

25
-2

9
歳

23
37

0
.8

3
0
.8

0
0
.1

7

30
-3

4
歳

27
72

0
.8

3
0
.8

1
0
.1

1

35
-3

9
歳

47
90

0
.8

4
0
.8

0
0
.4

0

40
-4

4
歳

71
98

0
.8

4
0
.8

1
0
.2

9

45
-4

9
歳

65
70

0
.8

6
0
.8

4
0
.2

9

50
-5

4
歳

55
40

0
.8

6
0
.8

3
0
.3

4

55
-5

9
歳

56
42

0
.8

7
0
.8

4
0
.3

3

60
-6

4
歳

31
50

0
.8

7
0
.8

3
0
.3

8

65
歳

以
上

50
6

0
.8

6
0
.8

0
0
.3

5

20
歳

未
満

4
2

0
.6

0
0
.6

0
0
.1

2

20
-2

4
歳

29
7

0
.5

9
0
.6

0
0
.1

0

25
-2

9
歳

39
2

0
.5

9
0
.6

0
0
.0

9

30
-3

4
歳

33
6

0
.6

0
0
.6

0
0
.1

0

35
-3

9
歳

71
4

0
.6

2
0
.6

0
0
.4

4

40
-4

4
歳

10
38

0
.6

2
0
.6

0
0
.2

4

45
-4

9
歳

78
3

0
.6

3
0
.6

0
0
.1

1

50
-5

4
歳

64
8

0
.6

4
0
.6

0
0
.3

6

55
-5

9
歳

57
7

0
.6

4
0
.6

0
0
.4

4

60
-6

4
歳

23
0

0
.6

1
0
.6

0
0
.1

3

65
歳

以
上

9
0

0
.6

2
0
.6

0
0
.1

3

年 齢 階 級 別

男
性

女
性

ク
レ

ア
チ

ニ
ン

 (
m

g/
dL

)

全
体

性
別
男

性

女
性

1 
1 
15 
52 

175 
458 

1,001 
1,966 

3,189 
4,645 

5,935 
6,883 
6,888 

6,755 
5,762 

4,609 
3,532 

2,418 
1,492 

929 
550 

293 
163 

91 
54 
25 
22 
6 
8 
4 
1 
2 
2 
3 

0  

10
00

 

20
00

 

30
00

 

40
00

 

50
00

 

60
00

 

70
00

 

80
00

 

70 
80 
90 

100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 
210 
220 
230 
240 
250 
260 
270 
280 
290 
300 
310 
320 
330 
340 
350 
360 
370 
380 
390 
400 

人 数
 

脂
質

　
総

コ
レ

ス
テ

ロ
ー

ル
　

全
体

　
（

10
ｍ

ｇ
/ｄ

ｌ　
区

切
り

 ）
 

総
コ

レ
ス

テ
ロ

ー
ル

総
コ

レ
ス

テ
ロ

ー
ル

0 
0 
0 
5 
19 

63 
137 

314 
512 

802 
1,054 

1,156 
1,182 

1,080 
955 

771 
579 

411 
269 

173 
128 

77 
31 

16 
14 

3 
6 
3 
2 
2 
1 
0 
2 
0 

0  

20
0  

40
0  

60
0  

80
0  

10
00

 

12
00

 

14
00

 

70
 

90
 

11
0 

13
0 

15
0 

17
0 

19
0 

21
0 

23
0 

25
0 

27
0 

29
0 

31
0 

33
0 

35
0 

37
0 

39
0 

人 数
 

脂
質

　
総

コ
レ

ス
テ

ロ
ー

ル
　

女
性

　
（

10
ｍ

ｇ
/ｄ

ｌ　
区

切
り

 ）
 

1 
1 
15 
52 

175 
458 

1,001 
1,966 

3,189 
4,645 

5,935 
6,883 
6,888 

6,755 
5,762 

4,609 
3,532 

2,418 
1,492 

929 
550 

293 
163 

91 
54 
25 
22 
6 
8 
4 
1 
2 
2 
3 

0  

10
00

 

20
00

 

30
00

 

40
00

 

50
00

 

60
00

 

70
00

 

80
00

 

70
 

90
 

11
0 

13
0 

15
0 

17
0 

19
0 

21
0 

23
0 

25
0 

27
0 

29
0 

31
0 

33
0 

35
0 

37
0 

39
0 

人 数
 

脂
質

　
総

コ
レ

ス
テ

ロ
ー

ル
　
男

性
　

（
10

ｍ
ｇ

/ｄ
ｌ　

区
切

り
 ）
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1
1
企

業
1
2
施

設
の

2
0
1
3
年

度
健

診
デ

ー
タ

人
数

平
均

値
中

央
値

標
準

偏
差

6
7
6
9
7

1
9
7
.9

1
9
6
.0

3
3
.2

5
7
9
3
0

1
9
7
.7

1
9
6
.0

3
3
.2

9
7
6
7

1
9
9
.0

1
9
7
.0

3
3
.7

2
0
歳

未
満

5
5
1

1
6
3
.0

1
5
9
.0

2
7
.1

2
0
-
2
4
歳

2
2
2
8

1
6
9
.2

1
6
7
.0

2
9
.2

2
5
-
2
9
歳

2
9
2
0

1
7
9
.3

1
7
6
.0

3
1
.4

3
0
-
3
4
歳

3
2
9
0

1
8
8
.8

1
8
6
.0

3
3
.7

3
5
-
3
9
歳

7
0
8
0

1
9
6
.0

1
9
4
.0

3
2
.6

4
0
-
4
4
歳

1
0
2
8
2

2
0
0
.3

1
9
9
.0

3
2
.2

4
5
-
4
9
歳

9
8
1
9

2
0
2
.6

2
0
1
.0

3
2
.0

5
0
-
5
4
歳

8
0
7
0

2
0
3
.8

2
0
3
.0

3
1
.6

5
5
-
5
9
歳

8
1
2
2

2
0
2
.8

2
0
2
.0

3
2
.1

6
0
-
6
4
歳

4
8
2
5

2
0
0
.9

1
9
9
.0

3
1
.6

6
5
歳

以
上

7
4
3

1
9
6
.4

1
9
5
.0

3
2
.0

2
0
歳

未
満

4
5

1
7
8
.8

1
7
8
.0

2
9
.1

2
0
-
2
4
歳

3
2
0

1
7
5
.6

1
7
2
.0

2
8
.7

2
5
-
2
9
歳

4
9
5

1
8
1
.8

1
7
7
.0

3
3
.7

3
0
-
3
4
歳

4
8
9

1
8
0
.2

1
7
7
.0

3
0
.1

3
5
-
3
9
歳

1
4
2
0

1
8
6
.8

1
8
4
.0

3
0
.5

4
0
-
4
4
歳

2
3
2
4

1
9
3
.4

1
9
1
.0

2
9
.1

4
5
-
4
9
歳

1
7
1
3

2
0
1
.6

1
9
9
.0

3
0
.6

5
0
-
5
4
歳

1
2
6
8

2
1
4
.4

2
1
3
.0

3
3
.0

5
5
-
5
9
歳

9
7
0

2
2
0
.6

2
1
9
.0

3
2
.4

6
0
-
6
4
歳

5
3
9

2
1
7
.0

2
1
6
.0

3
1
.4

6
5
歳

以
上

1
8
4

2
0
9
.2

2
0
6
.5

3
2
.8

年 齢 階 級 別

男
性

女
性

総
コ

レ
ス

テ
ロ

ー
ル

 (
m

g/
dL

)

全
体

性
別

男
性

女
性

適
正

配
置

の
観

点
か

ら
一

般
健

診
項

目
の

活
用

に
関

す
る

産
業

衛
生

専
門

医
へ

の
コ

ン
セ

ン
サ

ス
調

査

リ
サ

ー
チ

ク
エ

ス
チ

ョ
ン

：

「
産

業
保

健
に

お
い

て
各

健
康

診
断

項
目

の
有

用
性

は
あ

る
か

？
」

健
診

の
目

的
と

各
項

目
に

つ
い

て
の

有
用

性
に

つ
い

て
の

仮
説

設
定

（
質

的
研

究
）

デ
ル

フ
ァ

イ
法

に
よ

る
検

証

1.
 既

往
歴

及
び

業
務

歴
の

調
査

、
喫

煙
歴

、
服

薬
歴

な
ど

の
調

査
2.

 自
覚

症
状

及
び

他
覚

症
状

の
有

無
の

検
査

3.
 身

長
(※

1)
、

体
重

、
視

力
及

び
聴

力
、

腹
囲

(※
2)

の
検

査
4.

 胸
部

エ
ッ

ク
ス

線
検

査
及

び
喀

痰
検

査
(※

3)
5.

血
圧

の
測

定
6.

貧
血

検
査

（
赤

血
球

数
・
血

色
素

量
）

(※
４

)
7.

肝
機

能
検

査
（

GO
T（

AS
T）

・
GP

T（
AL

T）
・
γ-

GT
P）

(※
４

)
8.

血
中

脂
質

検
査

（
LD

Lコ
レ

ス
テ

ロ
ー

ル
・

HD
Lコ

レ
ス

テ
ロ

ー
ル

・
ト

リ
グ

リ
セ

リ
ド

（
中

性
脂

肪
）
）

(※
４

)
9.

血
糖

値
(※

４
)

10
.心

電
図

検
査

（
安

静
時

心
電

図
検

査
）

(※
４

)
11

.尿
検

査
（
尿

中
の

糖
及

び
蛋

白
の

有
無

の
検

査
）

現
行

の
一

般
（
定

期
）
健

康
診

断
項

目

※
1：

身
長

：
20

歳
以

上
の

者
に

つ
い

て
身

長
は

測
定

省
略

が
可

能
※

2：
40

歳
未

満
の

も
の

、
妊

婦
、

BM
Iが

20
未

満
の

も
の

な
ど

は
医

師
の

判
断

で
省

略
可

能
※

3：
喀

痰
検

査
：
胸

部
エ

ッ
ク

ス
線

検
査

で
病

変
が

確
認

で
き

な
い

場
合

は
省

略
が

可
能

※
４

:4
0歳

未
満

の
者

（
35

歳
の

者
を

除
く
）
に

つ
い

て
は

医
師

の
判

断
で

省
略

可
能

54



労
働

衛
生

機
関

専
門

医
専

属
産

業
医

中
小

企
業

・
事

業
所

中
心

に
活

動
（

7名
）

産
業

医
経

験
年

数
8年

〜
22

年
（
平

均
14

.0
年

）

大
規

模
事

業
所

を
中

心
に

活
動

（
6名

）
産

業
医

経
験

年
数

12
年

〜
28

年
（
平

均
17

.2
年

）

Fo
cu

s G
ro

up
 D

isc
us

sio
n

（
FG

D）
2時

間

口
述

デ
ー

タ
を

用
い

た
内

容
分

析

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

ガ
イ

ド
（
半

構
造

化
）

方
法

（
専

門
医

に
よ

る
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
）

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

ガ
イ

ド
質

問
１

事
業

場
で

実
施

さ
れ

る
一

般
健

康
診

断
は

、
ど

の
よ

う
な

意
義

や
目

的
が

あ
り

ま
す

か
？

質
問

２

議
論

い
た

だ
き

ま
し

た
健

康
診

断
の

意
義

や
目

的
を

前
提

に
、

一
般

健
康

診
断

の
項

目
に

は
、

ど
の

よ
う

な
有

用
性

が
あ

る
こ

と
が

必
要

で
す

か
？

質
問

３

こ
こ

か
ら

は
、

各
健

診
項

目
ま

た
は

項
目

群
に

つ
い

て
お

聞
き

し
ま

す
。

産
業

保
健

の
視

点
か

ら
、

“
メ

タ
ボ

リ
ッ

ク
症

候
群

に
関

す
る

項
目

群
”
に

は
、

ど
の

よ
う

な
有

用
性

が
あ

る
と

考
え

ら
れ

ま
す

か
？

メ
タ

ボ
以

外
の

項
目

：
胸

部
レ

ン
ト

ゲ
ン

、
心

電
図

、
肝

機
能

、
貧

血
、

ク
レ

ア
チ

ニ
ン

、
が

ん
検

診
に

つ
い

て
、

質
問

４

一
般

健
康

診
断

に
つ

い
て

、
そ

の
有

用
性

に
対

し
て

、
労

働
者

１
人

あ
た

り
、

い
く
ら

ま
で

が
妥

当
と

思
い

ま
す

か
？

内
容

分
析

の
手

順

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

（
ボ

イ
ス

レ
コ

ー
ダ

ー
に

よ
る

録
音

）

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

の
逐

語
録

の
作

成
（
テ

キ
ス

ト
化

）

カ
テ

ゴ
ラ

イ
ズ

（
コ

ー
デ

イ
ン

グ
）

仮
説

形
成

・
ネ

ー
ミ

ン
グ

（
Co

nt
en

t
An

al
ys

is）
結

果 10
09

（
健

康
診

断
の

目
的

は
）
大

き
く
分

け
て

健
康

管
理

の
目

的
と

安
全

管
理

の
目

的
が

あ
る

か
な

と
い

う
ふ

う
に

い
つ

も
思

っ
て

る

10
10

（
健

康
診

断
の

目
的

と
し

て
の

）
健

康
管

理
と

し
て

は
、

い
わ

ゆ
る

早
期

発
見

、
早

期
介

入
。

そ
の

病
気

、
生

活
習

慣
病

自
体

が
進

行
し

て
い

く
の

を
防

止
す

る
。

進
行

防
止

。
で

、
合

併
症

、
な

ん
か

こ
う

、
合

併
症

予
防

の
、

脳
心

疾
患

な
の

か
透

析
な

の
か

分
か

り
ま

せ
ん

け
ど

、
何

ら
か

の
大

き
な

病
気

の
合

併
症

予
防

み
た

い
な

流
れ

が
健

康
管

理
の

な
か

に
あ

る

10
16

働
く
人

に
と

っ
て

は
、

（
健

康
診

断
の

目
的

は
）
ご

自
身

の
健

康
保

持
で

あ
る

は
ず

で
す

け
ど

、
ま

あ
、

な
か

に
は

や
っ

て
ほ

し
く
な

い
と

い
う

人
も

い
る

わ
け

で
。

な
の

で
、

そ
こ

は
ご

本
人

に
と

っ
た

ら
目

的
な

い
健

診
と

い
う

人
も

な
か

に
は

い
る

。

10
22

健
康

診
断

の
事

後
措

置
ま

で
す

る
っ

て
い

う
こ

と
の

目
的

は
、

労
働

者
の

健
康

維
持

す
る

と
い

う
か

、
早

期
発

見
で

し
か

な
い

と
思

う
ん

で
す

け
れ

ど
も

。
そ

の
早

期
発

見
を

し
て

、
早

期
に

治
療

し
て

、
そ

れ
以

上
悪

く
な

ら
な

い
よ

う
に

す
る

っ
て

い
う

こ
と

か
な

と
思

い
ま

す

10
27

（
健

康
診

断
の

目
的

は
）
会

社
を

勤
め

上
げ

て
、

そ
の

後
も

健
康

に
、

暮
ら

し
て

い
け

る
よ

う
に

っ
て

い
う

、
そ

う
い

う
イ

メ
ー

ジ
が

強
い

ん
だ

と
思

う
ん

で
す

ね
。

10
29

産
業

医
の

立
場

と
し

て
は

、
今

が
良

け
れ

ば
い

い
っ

て
い

う
ん

じ
ゃ

、
や

っ
ぱ

り
先

の
長

い
、

保
健

、
予

防
的

な
話

を
し

て
い

る
自

分
に

気
付

く
の

が
あ

る
の

で
。

そ
う

い
う

の
が

や
っ

ぱ
り

、
時

代
の

流
れ

と
と

も
に

、
ニ

ー
ズ

と
し

て
は

少
し

変
わ

っ
て

き
て

い
る

の
か

な
と

い
う

ふ
う

に
は

思
い

ま
す

。

20
04

特
定

健
康

診
断

だ
と

か
、

そ
う

い
う

健
保

と
の

か
ら

み
と

か
出

て
く
る

と
、

純
粋

に
こ

の
方

の
就

労
期

間
だ

け
の

こ
と

で
は

な
く
て

、
そ

の
方

が
退

職
な

さ
っ

た
後

も
健

康
を

維
持

で
き

る
よ

う
な

、
そ

う
い

う
こ

と
も

含
め

て
、

何
か

見
て

い
く
こ

と
が

求
め

ら
れ

つ
つ

あ
る

ん
じ

ゃ
な

い
か

な
あ

、
と

い
う

ふ
う

に
は

思
う

20
13

健
診

を
通

し
て

労
働

者
自

身
が

健
康

意
識

を
も

つ
っ

て
い

う
、

そ
の

き
っ

か
け

に
、

毎
年

1回
あ

る
っ

て
い

う
の

は
、

す
ご

く
大

き
い

こ
と

で
。

そ
こ

に
関

し
て

介
入

を
す

る
こ

と
で

、
労

働
者

の
健

康
状

況
っ

て
い

う
の

が
大

き
く
変

わ
っ

て
き

て
い

る
な

っ
て

い
う

の
は

、
ち

ょ
っ

と
会

社
を

変
わ

っ
て

、
介

入
が

異
な

る
と

こ
ろ

に
変

わ
る

と
、

そ
れ

が
ほ

ん
と

に
在

職
中

の
死

亡
の

人
数

に
ま

で
、

か
な

り
影

響
し

て
い

る
の

で
。

そ
の

介
入

と
い

う
と

こ
ろ

で
も

、
重

要
な

役
割

を
し

て
い

る

20
14

問
診

を
し

な
が

ら
、

な
か

な
か

社
員

さ
ん

が
、

病
気

で
は

な
い

け
れ

ど
も

何
か

分
か

ら
な

い
よ

う
な

、
不

安
に

思
っ

て
る

よ
う

な
症

状
に

対
す

る
早

期
発

見
と

い
い

ま
す

か
、

病
院

に
つ

な
げ

る
と

い
う

意
味

で
の

意
義

っ
て

い
う

の
は

あ
る

ん
じ

ゃ
な

い
か

な
あ

、
と

い
う

ふ
う

に
思

い
ま

す
。

わ
ざ

わ
ざ

産
業

医
に

相
談

っ
て

い
う

の
は

、
ま

だ
敷

居
が

高
い

よ
う

な
気

が
す

る
ん

で
す

け
れ

ど
も

、
健

診
の

と
き

の
ち

ょ
っ

と
相

談
と

い
う

こ
と

で
、

新
た

な
病

気
の

発
見

に
つ

な
が

っ
た

り
っ

て
い

う
と

こ
ろ

も
、

あ
る

の
で

は
な

い
か

な
あ

、
と

い
う

ふ
う

に
思

い
ま

す
。

20
17

毎
年

、
毎

年
(健

診
を

)や
っ

て
い

く
と

き
に

、
や

っ
ぱ

り
健

康
を

意
識

す
る

タ
イ

ミ
ン

グ
っ

て
、

そ
う

い
う

（
健

診
の

）
タ

イ
ミ

ン
グ

に
な

る

20
23

（
健

診
で

の
産

業
医

の
）
の

関
わ

り
方

が
、

す
ご

く
深

く
入

っ
て

い
く

と
、

個
人

を
大

事
に

し
て

い
る

と
い

う
か

。
そ

う
い

う
形

で
の

関
わ

り
方

が
、

将
来

へ
の

自
分

の
先

行
投

資
に

も
な

る
と

い
う

か
、

退
職

し
た

後
も

、
と

い
う

形
に

関
わ

っ
て

く
る

と
思

い
ま

す

20
24

わ
れ

わ
れ

（
専

属
産

業
医

）
は

お
そ

ら
く
、

そ
の

場
に

い
る

人
た

ち
を

ず
っ

と
経

年
的

に
見

て
い

る
も

の
だ

か
ら

、
そ

う
い

う
意

識
（
健

康
管

理
っ

て
い

う
の

を
か

な
り

長
い

期
間

の
も

の
と

し
て

と
ら

え
て

ら
っ

し
ゃ

っ
て

。
健

康
診

断
っ

て
場

が
あ

っ
て

、
そ

こ
で

得
ら

れ
る

情
報

を
も

と
に

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
を

図
っ

た
り

と
か

、
そ

こ
で

動
機

づ
け

を
し

た
り

と
か

。
何

か
そ

う
い

う
機

会
と

し
て

、
健

康
診

断
を

と
ら

え
て

ら
っ

し
ゃ

る
）

に
な

る
ん

じ
ゃ

な
い

か
な

と
思

う
ん

で
す

よ
ね

。
な

の
で

、
や

っ
ぱ

り
連

続
性

と
い

う
観

点
か

ら
す

る
と

、
そ

う
い

う
発

想
に

な
っ

て
く
る

ん
じ

ゃ
な

い
か

と
思

い
ま

す

記
録

単
位

の
抽

出
・
デ

ジ
タ

ル
化

記
録

単
位

数
記

録
単

位
の

番
号

労
働

衛
生

機
関

医
1
8
4

1
0
0
1
～

1
1
84

専
属

産
業

医
1
7
6

2
0
0
1
～

2
1
76

合
計

3
6
0

55



内
容

記
録

単
位

数
総

記
録

単
位

数
に

対
す

る
割

合
（

%
）

事
業

場
で

実
施

さ
れ

る
一

般
健

康
診

断
の

意
義

や
目

的
49

13
.6

労
働

者
の

視
点

15
事

業
者

の
視

点
24

国
の

視
点

10
健

康
診

断
の

項
目

に
必

要
な

有
用

性
17

4.
7

健
康

診
断

の
項

目
14

3.
9

健
診
項
目
全
般

9
個

別
の

健
診

項
目

5
メ

タ
ボ

リ
ッ

ク
症

候
群

に
関

す
る

項
目

群
45

12
.5

有
用

性
32

対
象

及
び

頻
度

5
項

目
関

し
て

8
胸

部
レ

ン
ト

ゲ
ン

検
査

30
8.

3
有
用
性
①
：
結
核
対
策

15
有

用
性

②
：肺

が
ん

対
策

10
読

影
方

法
5

心
電

図
30

8.
3

有
用

性
15

対
象

及
び

頻
度

11
自

動
判

定
に

よ
る

疑
陽

性
へ

の
対

応
4

肝
機

能
検

査
30

8.
3

有
用

性
27

対
象

及
び

頻
度

3
貧

血
検

査
29

8.
1

有
用

性
20

対
象

及
び

頻
度

9
血

清
ク

レ
ア

チ
ニ

ン
37

10
.3

有
用

性
20

法
定

項
目

導
入

へ
の

可
否

17
が

ん
検

診
51

14
.2

有
用

性
と

法
定

項
目

へ
の

可
否

34
B・

C型
肝

炎
・
ピ

ロ
リ

17
未

使
用

47
13

.1

仮
説

形
成

カ
テ

ゴ
リ

ー
化

①
労

働
者

の
視

点
：

疾
患

の
早

期
発

見
と

早
期

介
入

に
よ

る
重

症
化

防
止

や
合

併
症

予
防

を
通

じ
て

、
退

職
後

を
含

め
た

健
康

の
保

持
増

進
を

行
う

。
そ

の
た

め
の

ヘ
ル

ス
リ

テ
ラ

シ
ー

を
向

上
す

る
ツ

ー
ル

・
機

会
で

あ
り

、
産

業
保

健
ス

タ
ッ

フ
と

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
を

図
る

機
会

と
も

な
る

。

②
事

業
者

の
視

点
：

作
業

関
連

疾
患

の
予

防
、

就
業

配
慮

等
に

よ
る

安
全

配
慮

義
務

の
履

行
の

み
な

ら
ず

、
ア

ブ
セ

ン
テ

ィ
ズ

ム
や

プ
レ

ゼ
ン

テ
ィ

ズ
ム

に
よ

る
生

産
性

低
下

を
防

ぐ
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

こ
の

結
果

、
健

康
保

険
組

合
の

医
療

費
削

減
に

も
寄

与
す

る
。

③
国

の
視

点
：

日
本

全
体

の
医

療
費

削
減

、
健

康
寿

命
延

伸
に

よ
る

労
働

力
の

維
持

。
母

子
保

健
・

学
校

保
健

か
ら

地
域

保
健

の
間

に
あ

る
職

域
保

健
に

お
け

る
取

り
組

み
の

１
つ

で
あ

り
、

生
涯

健
康

管
理

の
基

盤
と

な
る

。

事
業

場
で

実
施

さ
れ

る
一

般
健

康
診

断
の

意
義

や
目

的

一
般

定
期

健
康

診
断

の
目

的
は

、
以

下
3つ

の
視

点
か

ら
な

る

健
診

診
断

の
目

的
を

前
提

と
し

た
、

健
康

診
断

の
項

目
に

必
要

な
有

用
性

と
は

①
脳

血
管

疾
患

、
心

疾
患

の
リ

ス
ク

フ
ァ

ク
タ

ー
で

あ
り

就
業

制
限

・
適

正
配

置
を

検
討

す
る

際
に

必
要

な
項

目

②
早

期
発

見
・
早

期
介

入
に

よ
り

、
進

行
の

遅
延

や
改

善
、

医
療

費
の

削
減

や
致

死
率

の
低

下
が

期
待

で
き

る
項

目

③
保

健
指

導
、

ヘ
ル

ス
リ

テ
ラ

シ
ー

向
上

に
寄

与
す

る
項

目
。

現
行

の
健

康
診

断
の

項
目

に
つ

い
て

①
現

在
の

健
康

診
断

の
項

目
は

必
要

最
低

限
カ

バ
ー

し
て

い
る

印
象

が
あ

り
、

こ
れ

ら
の

検
査

を
出

来
る

だ
け

有
効

に
活

用
で

き
る

か
が

重
要

。

②
健

康
診

断
は

社
員

と
産

業
保

健
ス

タ
ッ

フ
が

接
す

る
機

会
と

な
る

の
で

、
事

後
措

置
、

保
健

指
導

等
を

含
め

そ
の

後
の

関
わ

り
あ

い
を

深
め

て
い

け
る

か
が

重
要

。

③
健

診
項

目
が

増
加

し
た

か
ら

と
い

っ
て

、
直

ち
に

社
員

の
健

康
に

寄
与

す
る

と
は

限
ら

な
い

。
質

の
高

い
問

診
と

事
後

措
置

（
＋

保
健

指
導

）
が

重
要

。
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メ
タ

ボ
リ

ッ
ク

症
候

群
に

関
す

る
項

目
群

に
つ

い
て

①
メ

タ
ボ

リ
ッ

ク
症

候
群

の
該

当
者

は
多

く
、

ま
た

、
そ

れ
の

み
を

も
っ

て
適

正
配

置
・
就

業
制

限
を

検
討

す
る

わ
け

で
は

な
か

っ
た

。

②
就

業
配

慮
を

検
討

す
る

項
目

は
、

脳
心

疾
患

の
リ

ス
ク

要
因

と
な

る
血

圧
と

血
糖

で
あ

っ
た

。

③
「
メ

タ
ボ

」
と

い
う

言
葉

が
世

間
に

浸
透

し
た

た
め

、
ヘ

ル
ス

リ
テ

ラ
シ

ー
の

向
上

や
保

健
指

導
に

有
用

で
あ

り
、

長
期

的
視

点
で

は
医

療
費

削
減

に
は

寄
与

す
る

と
考

え
て

い
た

。
④

20
～

30
歳

代
で

体
重

増
加

す
る

人
が

多
く
、

40
歳

以
上

で
保

健
指

導

を
実

施
し

て
も

生
活

習
慣

の
改

善
は

難
し

い
た

め
、

若
年

者
は

節
目

毎
、

一
定

の
年

齢
以

上
で

は
毎

年
実

施
が

望
ま

し
い

と
考

え
て

い
た

。

⑤
腹

囲
及

び
中

性
脂

肪
は

変
動

が
大

き
く
判

断
が

難
し

い
た

め
、

他
の

項
目

ほ
ど

重
視

し
て

い
な

か
っ

た
。

血
圧

、
血

糖
に

つ
い

て
は

、
適

正
配

置
・
就

業
制

限
に

必
須

と
考

え
ら

れ
て

い
た

。
「
メ

タ
ボ

」
に

よ
る

ヘ
ル

ス
リ

テ
ラ

シ
ー

向
上

、
保

健
指

導
の

有
用

性
を

考
え

れ
ば

、
若

年
に

も
節

目
健

診
項

目
と

し
て

有
用

で
あ

る
と

考
え

て
い

た
。

メ
タ

ボ
リ

ッ
ク

症
候

群
関

連
項

目

胸
部

レ
ン

ト
ゲ

ン
検

査

①
胸

部
レ

ン
ト

ゲ
ン

検
査

は
、

主
に

結
核

対
策

及
び

肺
が

ん
対

策
の

た
め

に
実

施
さ

れ
て

い
た

。

②
結

核
発

生
時

の
企

業
内

の
影

響
や

、
接

触
者

健
診

等
に

よ
る

顧
客

へ
の

影
響

を
考

慮
し

、
接

客
業

な
ど

の
特

定
の

業
務

従
事

者
や

、
結

核
好

発
地

域
で

は
毎

年
検

査
を

実
施

し
て

い
た

。

③
非

正
規

雇
用

、
転

職
、

グ
ロ

ー
バ

ル
化

に
伴

う
人

材
の

流
動

性
が

高
ま

り
そ

の
必

要
性

は
高

ま
っ

て
い

る
と

さ
れ

た
。

④
肺

が
ん

対
策

と
し

て
は

限
定

的
で

あ
る

と
考

え
て

い
た

。

⑤
レ

ン
ト

ゲ
ン

読
影

で
は

前
回

と
の

比
較

が
重

要
で

、
そ

の
精

度
が

当
該

検
査

の
有

用
性

を
決

定
づ

け
る

と
さ

れ
た

。

①
意

識
消

失
を

伴
う

不
整

脈
が

あ
る

た
め

、
自

動
車

運
転

可
否

等
の

就
業

配
慮

検
討

の
た

め
に

必
要

な
検

査
で

あ
っ

た
。

②
検

査
を

要
す

る
頻

度
は

、
若

年
者

は
5年

毎
に

実
施

し
、

心
房

細
動

の

有
病

率
が

増
え

る
一

定
の

年
齢

以
上

で
は

異
常

が
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

、
毎

年
実

施
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

と
さ

れ
た

。

③
高

血
圧

性
変

化
に

伴
う

心
電

図
波

形
を

利
用

し
た

保
健

指
導

に
も

有
用

と
さ

れ
た

。

心
電

図
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①
就

業
制

限
・
適

正
配

置
に

利
用

さ
れ

る
こ

と
は

少
な

か
っ

た
。

②
一

般
に

馴
染

み
深

い
検

査
項

目
で

あ
り

、
過

去
に

B型
肝

炎
及

び
C型

肝
炎

の
検

査
を

し
て

問
題

な
い

事
を

確
認

す
れ

ば
、

生
活

習
慣

に
関

連
す

る
他

の
検

査
項

目
と

総
合

的
に

判
断

し
、

保
健

指
導

に
有

用
で

あ
る

と
さ

れ
た

。

肝
機

能
検

査

①
高

所
作

業
、

自
動

車
運

転
、

暑
熱

環
境

下
に

お
け

る
重

筋
作

業
な

ど
、

一
部

の
業

務
で

就
業

制
限

に
用

い
ら

れ
て

い
た

。

②
貧

血
は

慢
性

経
過

で
あ

る
と

自
覚

症
状

が
乏

し
い

場
合

が
あ

り
検

査
が

必
要

で
あ

る
と

考
え

て
い

た
。

③
鉄

欠
乏

性
貧

血
の

頻
度

の
高

い
若

年
女

性
が

主
な

対
象

と
な

る
が

、
一

方
で

、
SA

Sに
よ

る
多

血
症

な
ど

の
補

助
診

断
、

ま
た

喫
煙

者
の

多
血

症
に

対
す

る
保

健
指

導
で

も
利

用
可

能
と

考
え

て
い

た
。

貧
血

検
査

①
腎

機
能

低
下

の
早

期
発

見
の

た
め

に
重

要
な

検
査

項
目

と
考

え
て

い
た

。
②

Cr
レ

ベ
ル

に
よ

り
専

門
医

の
紹

介
や

血
圧

の
管

理
レ

ベ
ル

の
厳

格
化

等
に

よ
り

対
応

で
き

る
。

透
析

導
入

割
合

を
減

少
さ

せ
れ

ば
、

本
人

の
Q

O
Lも

高
く
、

医
療

費
削

減
と

い
う

意
味

で
も

大
き

い
と

考
え

て
い

た
。

③
暑

熱
環

境
下

で
の

就
業

制
限

を
行

う
場

合
が

あ
っ

た
。

④
職

場
で

は
随

時
尿

に
よ

る
検

査
が

多
く
、

尿
蛋

白
偽

陽
性

率
が

高
い

。
専

門
医

の
数

が
少

な
く
、

病
院

受
診

さ
せ

て
も

尿
再

検
査

と
な

る
こ

と
が

多
い

た
め

、
腎

臓
の

早
期

機
能

低
下

が
見

逃
さ

れ
て

し
ま

う
可

能
性

が
あ

る
と

考
え

て
い

た
。

⑤
再

検
査

の
勧

奨
・
管

理
に

伴
う

産
業

保
健

ス
タ

ッ
フ

の
人

件
費

を
考

え
る

と
、

項
目

に
追

加
し

た
方

が
よ

い
と

さ
れ

た
。

血
清

ク
レ

ア
チ

ニ
ン

①
が

ん
検

診
は

本
来

自
己

保
健

義
務

の
範

疇
と

考
え

ら
れ

る
た

め
、

法
定

項
目

と
し

て
会

社
に

費
用

負
担

さ
せ

る
こ

と
に

つ
い

て
疑

問
で

あ
る

と
考

え
て

い
た

。

②
が

ん
は

在
職

死
亡

の
最

多
原

因
で

あ
り

、
が

ん
の

早
期

発
見

に
よ

り
労

働
力

の
損

失
を

低
減

さ
せ

る
可

能
性

が
あ

る
こ

と
、

が
ん

就
労

は
企

業
の

支
援

を
要

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
、

が
ん

に
よ

る
在

職
死

亡
は

会
社

内
の

イ
ン

パ
ク

ト
が

大
き

い
こ

と
な

ど
を

考
慮

す
る

と
、

便
潜

血
検

査
な

ど
確

か
な

エ
ビ

デ
ン

ス
が

あ
り

、
早

期
治

療
に

よ
り

結
果

の
改

善
が

期
待

で
き

る
検

査
に

つ
い

て
は

、
積

極
的

に
検

討
す

べ
き

と
考

え
て

い
た

。
③

B型
肝

炎
・

C型
肝

炎
・
ヘ

リ
コ

バ
ク

タ
ー

ピ
ロ

リ
菌

な
ど

の
、

一
度

検
査

す
る

と
リ

ス
ク

評
価

が
で

き
る

項
目

は
、

有
用

性
が

高
い

と
考

え
て

い
た

。

④
健

康
保

険
組

合
と

の
連

携
と

個
人

情
報

保
護

の
配

慮
が

必
要

で
あ

る
と

さ
れ

た
。

が
ん

検
診
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ま
と

め
•

職
域

に
行

わ
れ

て
い

る
健

康
診

断
に

は
様

々
な

目
的

で
様

々
な

も
の

が
あ

る
。

•
有

用
性

の
あ

る
健

康
診

断
項

目
と

し
て

は
以

下
の

条
件

が
挙

げ
ら

れ
た

。
–

脳
血

管
疾

患
、

心
疾

患
の

リ
ス

ク
フ

ァ
ク

タ
ー

で
あ

り
、

就
業

制
限

・適
正

配
置

を
検

討
す

る
際

に
必

要
な

項
目

–
早

期
発

見
・
早

期
介

入
に

よ
り

、
進

行
の

遅
延

や
改

善
、

医
療

費
の

削
減

や
致

死
率

の
低

下
が

期
待

で
き

る
項

目
–

保
健

指
導

、
ヘ

ル
ス

リ
テ

ラ
シ

ー
向

上
に

寄
与

す
る

項
目

•
メ

タ
ボ

リ
ッ

ク
症

候
群

で
あ

る
こ

と
の

み
を

も
っ

て
適

正
配

置
・
就

業
制

限
の

対
象

と
は

考
え

て
い

な
か

っ
た

。

•
特

定
健

康
診

査
の

項
目

の
う

ち
、

血
圧

、
血

糖
値

は
就

業
上

の
配

慮
を

検
討

す
る

項
目

と
考

え
て

い
た

。

•
胸

部
レ

ン
ト

ゲ
ン

検
査

等
は

、
グ

ロ
ー

バ
ル

化
、

人
材

の
流

動
化

な
ど

に
対

応
し

て
、

必
要

な
検

査
と

考
え

ら
れ

て
い

た
。

•
心

電
図

、
貧

血
検

査
等

は
適

正
配

置
等

の
た

め
に

活
用

さ
れ

て
い

た
。

•
血

清
ク

レ
ア

チ
ニ

ン
検

査
は

腎
機

能
の

評
価

や
適

正
配

置
等

の
た

め
に

活
用

が
で

き
る

項
目

と
考

え
ら

れ
て

い
た

。

•
が

ん
健

診
（
検

診
）
は

自
己

保
健

義
務

の
範

疇
で

あ
る

と
さ

れ
た

が
、

健
康

診
断

と
し

て
の

有
用

性
は

あ
る

と
考

え
ら

れ
て

い
た

。
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